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令和 6 年度 経営状況について 

 
１ 利用状況（令和 6年 12 月 31 日現在）                （単位：人） 

区  分 
令和 6年度 

実績（Ａ） 

令和 6年度 

予算（Ｂ） 

増 減 

（Ａ）-（Ｂ） 

対前年度 

増  減 

入 院 患 者 数 

（１日平均患者数） 

63,526  

231.0  

67,650  

246.0  

△4,124  

△15.0  

286  

1.0  

外 来 患 者 数 

（１日平均患者数） 

96,080  

516.6  

96,720  

520.0  

△640  

△3.4  

△1,363  

△10.1  

健 診 者 数 

（１日平均健診者数） 

11,845  

55.1  

10,760  

50.5  

1,085  

4.6  

△30  

0.4  

 
  ※入院患者数内訳                         （単位：人） 

区  分 
令和 6年度 

実績（Ａ） 

令和 6年度 

予算（Ｂ） 

増 減 

（Ａ）-（Ｂ） 

対前年度 

増  減 

一般病床【180 床】 

（１日平均患者数） 

39,066  

142.1  

39,875  

145.0  

△809  

△2.9  

△2,944  

△10.7  

地域包括ケア病床【69 床】 

（１日平均患者数） 

14,013  

51.0  

16,225  

59.0  

△2,212  

△8.0  

3,636  

13.3  

回復期リハビリテー 

ション病床【40 床】 

（１日平均患者数） 

8,869  

32.2  

9,350  

34.0  

△481  

 △1.8  

△8  

△0.1  

ホスピス病床【11 床】 

（１日平均患者数） 

1,578  

5.7  

2,200  

8.0  

△622  

 △2.3  

△398  

△1.5  

 
２ 収入（令和 6 年 12 月 31 日現在）                （単位：百万円） 

区  分 
令和 6年度 

実績（Ａ） 

令和 6年度 

予算（Ｂ） 

増 減 

（Ａ）-（Ｂ） 

対前年度 

増  減 

医 業 収 益 

（うち入院収益） 

（うち外来収益） 

5,159  

3,618  

1,374  

5,252  

3,672  

1,402  

△93  

△54  

△28  

 106  

120  

△14  

健 診 収 益 302  272  30  10  

医 業 外 収 益 703  589  114  △308  

特 別 利 益 0  0  0  0  

計 6,164  6,113  51  △192  
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３ 支出（令和 6 年 12 月 31 日現在）                （単位：百万円） 

区  分 
令和 6年度 

実績（Ａ） 

令和 6年度 

予算（Ｂ） 

増 減 

（Ａ）-（Ｂ） 

対前年度 

増  減 

医 業 費 用 5,724  5,667  57  122  

健 診 費 用 159  160  △1  10  

医 業 外 費 用 72  69  3  △4  

特 別 損 失 0  0  0  0  

計 5,955  5,896  59  128  

 
４ 収支（令和 6 年 12 月 31 日現在）                （単位：百万円） 

区  分 
令和 6年度 

実績（Ａ） 

令和 6年度 

予算（Ｂ） 

増 減 

（Ａ）-（Ｂ） 

対前年度 

増  減 

医 業 収 支 △565  △415  △150  △16  

健 診 収 支 143  112  31  0  

そ の 他 収 支 631  520  111  △304  

全 体 収 支 209  217  △8  △320  

 
５ 主な指標の推移（令和 6年 12 月 31 日現在） 

（１）診療単価（円）・収益（百万円）     （２）紹介患者数（人）・救急患者数（人）

 

 

 

 

3,098 2,951 3,067 3,320 
3,498 3,618 

1,318 1,351 1,401 1,353 1,388 1,374 

46,916 50,330 51,105 54,412 55,315 56,957 

13,474 14,680 14,601 14,190 14,240 14,303 

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

入院収益 外来収益

入院診療単価 外来診療単価

9,502 

7,992 8,048 
8,429 8,764 8,861 

3,435 3,145 3,074 3,549 
4,870 4,679 

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

紹介患者数 救急患者数
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伊勢市における部活動改革(地域移行・地域連携等)について

１ 国の動き

スポーツ庁・文化庁の有識者会議である「地域スポーツ・文化芸術創造と部活

動改革に関する実行会議」の中間報告で、令和８年度から「地域移行」を「地域

展開」という名称に変更し、令和８年度～令和 13年度の６年間を「改革実行期

間」と設定し、平日にも広げていく案が出ている。

２ 現在の部活動の課題

・生徒数減少により、部活動が廃部や活動の縮小に追い込まれている中学校が

ある。

・在籍校に生徒が希望する部活動がない場合がある。

・複数顧問の体制をとることが困難な中学校がある。

・部活動を指導できる教師の数が減少しており、実践経験のない教師が指導せ

ざるを得ないことが多い。

・部活動が教員の長時間労働の要因のひとつとなっている。

３ 伊勢市の目指す姿

・子どもたちが自主的・主体的な参加によるスポーツ活動や文化芸術活動に楽

しく取り組める機会を確保。

・スポーツや文化芸術に親しむ環境を整備し、継続的に体験できる環境を確保。

・学校の働き方改革を推進し、教育活動の質の向上。

４ 令和６年度部活動改革の状況

（１）大学と連携しての合同体験教室【陸上競技】

１２月～２月 指導者：陸上競技協会の指導者、大学生

（２）地域人材の活用・・・学校部活動にて指導

部活動指導員１３名、教育支援ボランティア１８名

（３）県中体連に登録している伊勢度会地区の地域クラブ

（ガイドラインを遵守、中体連大会に参加可）

①小俣アスレック柔道クラブ(柔道) ②小俣 BJC(バドミントン)

教育委民生委員会資料２－１
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2

③NAC(陸上競技) ④三重クラブ(相撲)

⑤玉城ジュニア(バドミントン) ⑥南勢 Victory(軟式野球)

⑦effort(ソフトテニス)

（４）伊勢度会地区学校部活動の合同チーム

①厚生・御薗（軟式野球） ②伊勢宮川・桜浜（軟式野球）

③港・倉田山（サッカー）

５ 令和７年度の取組

（１）総合型地域スポーツクラブ 【地域移行】

・いすずウキウキクラブ と 五十鈴中学校

軟式野球、サッカー 国の実証事業受託（予定）

活動回数：月１～２回（予定）

（２）拠点型活動 【地域移行】

・競技団体 と 市内中学校

陸上競技、バレーボール 国の実証事業受託（予定）

活動回数：月１回程度（予定）

・大学と連携しての合同体験教室（予定）

陸上競技、軟式野球

（３）地域人材の活用 【地域連携】

部活動指導員、教育支援ボランティアによる専門的指導

６ 地域移行後の生徒の関わり方（資料２-２）

・平日→学校部活動に所属

所属しない

・休日→地域クラブ活動に所属

クラブチームや習い事等

所属しない

７ 地域移行後の教員の関わり方（資料２-３）

・平日→学校部活動にて指導

・休日→指導に携わらない

地域クラブ活動にて兼職兼業を申請して指導に従事

８ 伊勢市における今後の方向性と取組（資料２-４）
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[地域移行]

・休日の部活動地域移行を進めるため、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ

協会や文化団体等に生徒の受け入れについて説明し、さらなる働きかけを

行っていく。

[地域連携]

・各校各部活動にて可能な範囲で、部活動指導員等の地域の人材の活用を進め

ていく。



地域移行後の生徒の休日の過ごし方（案）

地域ク ラ ブ活動
（総合型地域ｽﾎ゚ ﾂーｸﾗﾌﾞ ）

地域ク ラ ブ活動
（競技団体、大学）

ボラ ンティ ア活動
地域伝統活動など

家で過ごす
趣味など の時間に活用

友人・家族と 過ごす

地域クラ ブ活動
（文化芸術活動）

クラ ブチーム

民間スポーツクラ ブ

（資料２-２）



教員の関わり方（案）

平　日 休　日

学校部活動

 地域ク ラ ブ活動

兼職兼業を申請して指導に従事

学校業務として指導に従事
指導に携わら ない

兼職
兼業

（資料２-３）



伊勢市の部活動改革　スケジュール（案）

学校

令和８～令和１３年度令和７年度

地域
連携

国

学校
部活動

教員

改革推進期間 改革実行期間（仮称）

平日：学校部活動にて指導
休日：学校部活動、地域クラブ活動、（外部活動）の
　　　　並行実施

平日：学校部活動にて指導
休日：学校部活動にて指導
　　　または兼職兼業で地域クラブ活動にて指導

地域人材
の活用

学校部活動にて、平日・休日に指導

総合型地
域スポー
ツクラブ

スポーツ
協会・文
化芸術団
体・大学

等

いすずウキウキクラブにて
実証事業（休日）

（五十鈴中学校野球部
　　　　　　　　　　サッカー部）

皇學館大学合同体験教
室にて、中学生の受け入
れ

陸上競技協会、バレー
ボール協会にて実証事業

（休日）

各総合型、各中学校で連携して実施

各団体への働きかけ
受け皿確保

可能なクラブは活動開始

学
校
部
活
動
を
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
へ
移
行

平日：学校部活動、およびできると
　　　　ころは地域クラブ活動へ移行
休日：地域クラブ活動
　　　  外部活動

平日：学校部活動にて指導
休日：教員としての活動なし

学校部活動にて、平日のみ指導

地域クラブ活動へ移行
地域
移行

（資料２-４）



伊勢市こども計画（伊勢市の就学前の子どもの教育・保育に関する施設整備計画を含む。）

の策定について

１ パブリックコメント実施の概要

（１）意見募集方法

市公報、広報いせ、市ホームページ、市行政チャンネル文字放送、市公式 LINE

（２）縦覧場所（40 箇所）

・市役所（本館１階市民ホール、子育て応援課、保育課、総務課）

・各総合支所生活福祉課、各支所、教育総務課（小俣総合支所）

・各市立幼稚園、各市立保育所（園）、認定こども園

・各子育て支援センター

・各市立図書館、各生涯学習センター

・いせ市民活動センター

（３）意見提出の対象者

市内に在住、通勤又は通学している方など

（４）意見募集の期間

令和６年 12 月 16 日から令和７年１月 15 日まで

（５）意見募集の結果

意見数 ８人（15 件）

・窓口提出 ２人（２件）

・オンラインフォーム ６人（13 件）

（６）意見内容及び市の考え方

別紙「資料３－２」を参照

２ 計画案の修正内容（パブリックコメント以外）

別紙「資料３－３、資料３ー４、資料３ー５」を参照

３ 今後の予定

令和７年３月 策定・公表

教育民生委員会資料３－１

令和７年２月 12日

担当：健康福祉部子育て応援課・保育課
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伊勢市こども計画（伊勢市の就学前の子どもの教育・保育に関する施設整備計画を含む。）

のパブリックコメント意見に対する考え方について

№
意見対象

箇所
意見内容 市の考え方 頁

修正の

有無

１

【第４章】

Ⅰ 妊産婦

への支援

「妊産婦の健康管理・健

康づくり」に関連して、妊婦

健診の回数を15回目以降も

負担してほしい。

県内統一で妊婦健康診査の回

数を 14 回と決定しております。

いただいたご意見も参考に、今

後も母子保健サービスの向上に

努めてまいります。

43 無

２

【第４章】

Ⅱ 乳幼児

期の支援

母親のマイナンバーカー

ドを利用してスマホやパソ

コンから出生届とその他

諸々の子供の手続きを完了

できるようにして欲しいで

す。オンライン手続きを可

能にするまでには時間がか

かるというのであれば、出

生届の提出は14日以内とい

う来庁期限を少なくとも 1

ヶ月くらいまで延長しては

どうでしょうか。

児童手当などはオンライン申

請が可能であり、出生届のオン

ライン手続きについては、令和

８年度を目途に実施できるよう

国の方で対応が進められており

ます。

なお、出生届の届出期間につ

いては、戸籍法により定められ

ておりますので、ご理解くださ

いますようお願いします。

－ 無

３

「経済的負担軽減の支

援」に関連して、介護用品支

給事業（おむつ利用券の支

給）の乳幼児版を作ってほ

しい。

いただいたご意見について

は、今後の参考にさせていただ

きます。 49 無

４

伊勢市が保育サービスの

充実を目指し、こどもを真

ん中に据える施策を目指す

なら、保育サービスを利用

するためのお母さんが何時

間 1 ヶ月に働いているかと

いう線引きを変えることも

必要なのではないか。

保育サービスは、保護者の就

労だけでなく、疾病や家族の介

護、妊娠中や出産後間がない時

など、子ども・子育て支援法に定

められており、各家庭の事情に

応じて利用できるようになって

います。

－ 無

５

上の子が小学生にあがる

ときに、市の子育て支援と

急に距離ができたのを感

じ、相談先がわからなく入

学時不安に感じた。

学校以外に、スマイルいせや

福祉総合支援センター等が支援

をしております。引き続き相談

機関の周知に努めてまいりま

す。

－ 無

教育民生委員会資料３－２

令和７年２月 12 日

担当：健康福祉部子育て応援課・保育課
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№
意見対象

箇所
意見内容 市の考え方 頁

修正の

有無

６

【第４章】

Ⅲ 学童

期・思春

期の支援

様々な大人（親以外の）と

触れ合う場面は必要になっ

てくると思うので、伊勢市

ならではのお木曳は、子ど

もは学校を休んでも参加 OK

や、教師たちもぜひ、地域の

方々と交流してほしい。

現在、「お木曳」への参加は「出

席扱い」としており、地域の方と

の交流を通した地域学習等に引

き続き取り組んでまいります。 － 無

７

不登校時の学びの保障と

して金銭的に支援があると

ありがたい。

不登校児童生徒の総合的な支

援につきましては、計画案の 52

ページに記載しております。ま

た、県では、フリースクールを利

用している世帯のうち、補助要

件を満たす世帯に、利用料の一

部補助を実施しております。

－ 無

８

学校教育の充実「地域・関

係機関と学校の連携強化」

について、コミュニティ・ス

クール（CS）を市内の全中学

校へ、また市内小学校にも

CS を導入してほしい。

小・中学校に順次導入を進め

てまいりますので、ご理解くだ

さいますようお願いします。
52 無

９

社会教育委員に、CS コー

ディネーターや学校運営協

議会の代表者が任命されて

いないなど、地域・学校間の

連携に向けた社会教育施策

が行われづらい状況にあり

ます。地域・関係機関と学校

の連携強化のため、市教育

委員会担当課に促していた

だきたい。

社会教育委員には、学校教育

や社会教育の関係者、学識経験

者などを委嘱しております。い

ただいたご意見については、今

後の参考にさせていただきま

す。 － 無

10

子供の安心安全のため、

市内の小学校に登下校の記

録機能を現在の校支援（校

務支援システム）に追加し

てほしい。

現在、市内小学校では校務支

援システムを導入しており、い

ただいたご意見については、今

後の参考にさせていただきま

す。

－ 無

11

小学校施設の環境整備に

ついて、老朽化した体育館

から環境に良い体育館へ、

各教室を木の床からクッシ

ョンシートへ、グラウンド

も人工芝へ改善をお願いし

ます。

いただいたご意見を参考に、

今後も教育環境の整備・充実に

努めてまいります。

－ 無
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№
意見対象

箇所
意見内容 市の考え方 頁

修正の

有無

12

【第４章】

Ⅲ 学童

期・思春

期の支援

小学校中学校の一貫校の

導入をお願いします。

小中一貫校の導入に関しまし

ては、先行事例などの研究を進

めているところですので、ご理

解いただきますようお願いいた

します。

－ 無

13
【第４章】

Ⅴ 妊娠期

か ら 青 年

期 を 通 し

ての支援

インフルエンザワクチン

等の小児の自費ワクチンの

助成をしてほしい。

小児のインフルエンザワクチ

ンは、予防接種法に規定されて

いないため任意接種となり、全

額自己負担をいただいておりま

す。ご意見については今後の参

考にさせていただきます。

－ 無

14

他の自治体のように、給

食費の無料や高校生まで医

療費の無料をしてほしい。

給食費やこども医療費の無償

化につきましては、将来にわた

る制度の継続が求められるた

め、今後の国等の動向等を注視

してまいります。
－ 無

15

給食費の無償化をしてほ

しい。
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１－２ 計画
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29
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31
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こども・子育て支援団体へのヒアリング調査結果を記載

37 【第３章】

１．１－３

ライフステー

ジごとの支援

＜追加＞
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変更
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58

59
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＜追加＞
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第１章  

計画策定にあたって 
 



 

1 

第１章 計画策定にあたって 

１  計画策定の流れ  

１－１  計画策定の背景と趣旨  

わが国では、 令和５ 年４ 月１ 日に施行さ れた『 こ ども 基本法』 第 10 条第２ 項において、 市町村

は、『 こ ども 大綱（ 都道府県こ ども 計画が定めら れていると き は、こ ども 大綱及び都道府県こ ども 計

画）』 を勘案し て、 当該市町村におけるこ ども 施策についての計画（ 以下「 市町村こ ども 計画」） を

定めるよう 努めるも のと すると さ れまし た。  

同条第５ 項において、「 市町村こ ども 計画」 は、「 市町村子ども ・ 若者計画」、「 こ ども の貧困の解

消に向けた対策についての市町村計画」、「 その他法令の規定により 市町村が作成する計画であっ て

こ ども 施策に関する事項を 定めるも の」 と 一体のも のと し て作成するこ と ができ ると さ れまし た。 

伊勢市では、 こ のたび、「 第２ 期伊勢市子ども ･子育て支援事業計画」（ 以下、「 第２ 期計画」 と い

います。）」 の改定時期を迎えるこ と から 、 上記のこ と を踏まえて、 令和７ 年度より 、 第３ 期伊勢市

子ども ・ 子育て支援事業計画などを包含する「 伊勢市こ ども 計画」 を策定し ます。  

 

※注釈 本計画では、「 こ ども 」 を基本的に使用し ます。 ただし 、法律上の定義や名称に関連する部

分は、「 子ども 」 や「 子供」 を用いています。 なお、「 こ ども 」 は、「 子ども 」 や「 子供」 の

同義語であり 、 特に意味に差異はあり ません。  

 

１－２  計画の位置づけ  

（１）計画の法的根拠 

本計画は、「 こ ども 基本法」（ 第 10 条第２ 項） に基づく 「 市町村こ ども 計画」 であり 、 こ ども 大

綱及び三重県こ ども 計画を踏まえ、 伊勢市におけるこ ども ・ 若者への総合的な支援策を包含する

計画に該当するも のです。  

本計画には、「 子ども・ 子育て支援法」（ 第 61 条） に定める「 市町村子ども・ 子育て支援事業計

画」 のほか、 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく 「 ひと り 親家庭自立促進計画」、「 次世代育

成支援対策推進法」（ 第８ 条第１ 項） に定める「 市町村行動計画」 と し ての位置付けも 担う 計画と

し て策定し ます。  

 

  



 

2 

◆◆ 今回一体的に策定する主な計画（一覧） ◆◆ 

計 画 根 拠 法 等 内 容 

こども計画 こども基本法 
「こども大綱」を勘案して策定し、こども施策を

総合的に推進するための計画 

子ども・子育て 

支援事業計画 

子ども・子育て 

支援法 

５年を１期とした、こどもや子育て家庭を支援

するための総合的な計画 

こどもの貧困の解消に

向けた対策についての

計画 

こどもの貧困の解消に

向けた対策の 

推進に関する法律 

教育の支援、生活の支援、保護者の就労支援、経

済的支援を通じて、こどもの貧困の連鎖を断ち

切ることをめざす計画 

子ども・若者計画 
子ども・若者 

育成支援推進法 

こどもから20代までの人々が自らの居場所を得

て、成長活躍できる社会をめざす計画 

ひとり親家庭 

自立促進計画 

母子及び父子並びに 

寡婦福祉法 

就業支援、子育て・生活の支援などを通じて、ひ

とり親家庭が経済的な自立を達成し、安定した

生活を送ることができるよう援助する計画 

伊勢市の就学前の 

こどもの教育・保育に 

関する施設整備計画 

伊勢市の就学前の 

こどもの教育・保育に 

関する整備方針 

就学前のこどもに対する望ましい教育・保育環

境の充実のため、公立保育所や幼稚園
*
などの整

備について定めた計画 

 

（２）本計画の位置づけ 

本計画は、 上位計画である「 伊勢市総合計画」 のも と 、 関連計画等と 整合性を図り ながら 策定

し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三重県 

 
 
 
 
 

 

勘案 

勘案 

こども計画 

子ども・子育て 
支援事業支援計画 

伊勢市の就学前のこどもの教育・保育に 
関する施設整備計画  

国 

 
 こども大綱 

伊勢市総合計画 

勘案 

ひとり親家庭自立促進計画  

伊勢市地域福祉計画・伊勢市地域福祉活動計画 

伊勢市こども計画 

子ども・子育て支援事業計画 

こどもの貧困の解消に向けた 
対策についての計画 

子ども・若者計画 

伊勢市教育振興基本計画、伊勢市健康づくり指針 
伊勢市障がい福祉計画・障がい児福祉計画 など 

主な関連計画 



 

3 

（３）SDGs との関係 

〇方向性 

SDGs は「 持続可能な開発目標」（ Sustai nabl e Devel opment  Goal s） の略で、 全ての国際連

合加盟国が 2030 年までに持続可能でより よい世界を目指すための世界共通の目標です。 17

の目標と 169 のタ ーゲッ ト から 構成さ れ、「 地球上の誰一人と し て取り 残さ ない」 社会の実

現を誓っ ています。  

本計画で定める基本方針や施策を推進するこ と により 、SDGs で定めているゴールの達成に

貢献するこ と をめざし ます。  

 

〇本計画と 関連の強いゴール 

 
 

 

 

１－３  計画期間  

本計画は、 令和７ 年度から 令和 11 年度の５ 年間を計画期間と し ます。  

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

   

 

中間見直し 

  

 

 

   

 

 

 

中間見直し 

  

 

 

 

改定 

 

１－４  計画の策定体制･策定方法  

（１）市民の意見･ニーズの把握と反映 

本計画策定にあたっ ての市民ニーズの把握と 市民意見の反映を目的に、 こ ども ･子育て支援に

関するアンケート の実施と パブリ ッ ク コ メ ント の実施を行いまし た。  

①  こども･子育て支援に関するアンケート調査の実施  
本調査は、 子育て中の保護者や中高生・ 若者の皆様の現状や意見、 子育て支援に関するニ

ーズ等を正確に把握し 、 安心し た子育てや社会的自立ができ る環境づく り に取り 組むための

基礎調査と し てアンケート を実施し まし た。  

②  計画案へのパブリックコメントの実施  
より 多く の市民の皆様から の意見を反映さ せるため、 計画案について、 令和６ 年 12 月 16

日から 令和７ 年１ 月 15 日までパブリ ッ ク コ メ ント を実施し 、 意見の概要と 、 こ れに対する

本市の考え方をホームページ等で公表し まし た。  

第２期計画 

こども計画 
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（２）計画策定の体制 

①  伊勢市子ども･子育て会議による検討  
本計画の策定にあたっ ては、市長の附属機関と し て設置し ている「 伊勢市子ども ･子育て会

議」 の場で内容の審議等を行いまし た。 当会議は、 保護者、 保健医療や教育の関係者、 こ ど

も 施策事業者や学識経験者等により 構成さ れており 、 本市における幼児期の教育･保育や地

域子ども ･子育て支援事業の提供体制の確保、こ ども 計画、就学前のこ ども の教育・ 保育に関

する整備方針及び施設整備計画に関する事項の審議等を行う 機関です。  

②  庁内組織による検討  
本計画の策定に必要な各関連分野から の意見を求め、 総合調整を図るため、 関連分野担当

課長を委員と する「 伊勢市子ども ･子育て庁内会議」 を設置し 、庁内組織による検討を行いま

し た。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

伊勢市 

市 長 

子ども・子育て庁内会議 

事務局 

伊勢市こども計画 

市 民  

ニーズ調査 
こども・若者アンケート 
パブリックコメント 

回答 

意見 
参加 

伊勢市 
子ども・子育て 

会議 

こども・子育て 
支援団体 

計画の策定 

設置・諮問 

意見・審議・答申 

ヒアリング調査 

伊勢市こども計画策定体制 

保育課 
子育て応援課 

福祉総合支援センター 

教育総務課 

学校教育課 

社会教育課 

教育研究所 

スポーツ課 

文化政策課 

住宅政策課 

危機管理課 

選挙管理委員会事務局 
企画調整課 

健康課 

こども発達支援室 

高齢・障がい福祉課 

生活支援課 

福祉総務課 

医療保険課 

市民交流課 

商工労政課 

交通政策課 

伊勢市こども計画策定庁内連携図 
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１－５  新たな国の動き  

（１）子供の貧困対策に関する大綱（令和元年 11 月） 

※令和６ 年６ 月法律の一部改正により 、「 子ども の貧困対策」 は「 こ ども の貧困の解消に向けた対策」 に変更 

①  目的・理念  
現在から 将来にわたっ て、 全てのこ ども たちが前向き な気持ちで夢や希望を持つこ と ので

き る社会の構築をめざす。  
②  基本的な方針  

・ 貧困の連鎖を断ち切り 、 全てのこ ども が夢や希望を持てる社会をめざす。  

・ 親の妊娠・ 出産期から こ ども の社会的自立までの切れ目のない支援体制を構築する。  

・ 支援が届いていない、 または届き にく いこ ども ・ 家庭に配慮し て対策を推進する。  

・ 地方公共団体による取組の充実を図る。  

 

（２）少子化社会対策大綱（令和２年５月） 

①  目的・理念  
「 希望出生率*1. 8」 の実現に向けて環境を整備し 、 国民が結婚、 妊娠・ 出産、 子育てに希望

を見出せると と も に、 男女が互いの生き方を尊重し つつ、 主体的な選択により 希望する時期に

結婚でき、 かつ、 希望するタ イ ミ ングで希望する数のこ ども を持てる社会をつく る。  

②  基本的な方針  
・ 結婚・ 子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境をつく る。  

・ 多様化する子育て家庭の様々なニーズに応える。  

・ 地域の実情に応じ たきめ細かな取組を進める。  

・ 結婚、 妊娠・ 出産、 こ ども ・ 子育てに温かい社会をつく る。  

・ 科学技術の成果など新たなリ ソ ースを積極的に活用する。  

 

（３）子供・若者育成支援推進大綱（令和３年４月） 

①  目的・理念  
全てのこ ども・ 若者が自ら の居場所を得て、 成長・ 活躍できる社会をめざし 、 こ ども・ 若者

の意見表明や社会参画を促進し 、 社会総掛かり でこ ども ・ 若者の健全育成に取り 組んでいく 。 

②  基本的な方針  
・ 全てのこ ども ・ 若者の健やかな育成 

・ 困難を有するこ ども ・ 若者やその家族の支援 

・ 創造的な未来を切り 拓く こ ども ・ 若者の応援 

・ こ ども ・ 若者の成長のための社会環境の整備 

・ こ ども ・ 若者の成長を支える担い手の養成・ 支援 
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（４）こども基本法（令和５年４月） 

①  目的・理念  
次代の社会を担う 全てのこ ども が、 生涯にわたる人格形成の基礎を築き 、 自立し た個人と

し てひと し く 健やかに成長するこ と ができ 、 こ ども の心身の状況、 置かれている環境等にか

かわら ず、 その権利の擁護が図ら れ、 将来にわたっ て幸福な生活を送るこ と ができる社会の

実現をめざし て、 こ ども 施策を総合的に推進する。  

②  基本的な方針  
・ 全てのこ ども について、 個人と し て尊重さ れるこ と ・ 基本的人権が保障さ れるこ と ・ 差別

的取扱いを受けるこ と がないよう にするこ と  

・ 全てのこ ども について、 適切に養育さ れるこ と ・ 生活を保障さ れるこ と ・ 愛さ れ保護さ れ

るこ と 等の福祉に係る権利が等し く 保障さ れると と も に、 教育基本法の精神にのっ と り 教

育を受ける機会が等し く 与えら れるこ と  

・ 全てのこ ども について、 年齢及び発達の程度に応じ 、 自己に直接関係する全ての事項に関

し て意見を表明する機会・ 多様な社会的活動に参画する機会が確保さ れるこ と  

・ 全てのこ ども について、 年齢及び発達の程度に応じ 、 意見の尊重、 最善の利益が優先し て

考慮さ れるこ と  

・ こ ども の養育は家庭を基本と し て行われ、 父母その他の保護者が第一義的責任を有すると

の認識の下、 十分な養育の支援・ 家庭での養育が困難なこ ども の養育環境の確保 

・ 家庭や子育てに夢を持ち、 子育てに伴う 喜びを実感できる社会環境の整備 

 

１－６  計画の対象  

「 こ ども 基本法」 では、「 こ ども 」 は『 心身の発達の過程にある者』 と 規定さ れ、 一定の年齢で上

限を画し ているも のではないと さ れています。 本計画においても 一定の年齢上限は定めませんが、

概ね 30 歳までのこ ども ・ 若者と 子育て家庭を対象と し ます。  

 

１－７  こども計画に基づき実施する施設整備事業  

保育所（ 園） *、 認定こ ども 園*、 幼稚園、 児童館等の子育て関連施設について、 その整備にあた

っ ては老朽化に伴う 設備の更新を含め、 空調、 遊具、 防犯対策設備の設置やバリ アフ リ ー改修、 園

庭の整備、 ト イ レの洋式化等によっ て環境の改善を図り ます。  
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２  こども大綱  

こども大綱  

「 こ ども 基本法」 に基づき 、こ れまで別々に作成さ れてきた『 少子化社会対策大綱』、『 子供・

若者育成支援推進大綱』、『 子供の貧困対策に関する大綱』 を一つに束ね、 幅広いこ ども 施策に

関する今後５ 年程度を見据えた中長期の基本的な方針や重要事項を一元的に定めたも のです。

（ 令和５ 年 12 月 22 日閣議決定）。  

「 市町村こ ども 計画」 は、『 こ ども 大綱』 の内容を踏まえて策定するこ と と さ れており 、 同大

綱において、 全てのこ ども ・ 若者が身体的・ 精神的・ 社会的に幸福な生活を送るこ と ができ る

社会（ こ ども まんなか社会） の実現が掲げら れまし た。  

 

こどもまんなか社会  

『 こ ども 大綱』 がめざす“ こ ども まんなか社会” と は、全てのこ ども・ 若者が、日本国憲法、

こ ども 基本法及びこ ども の権利条約*の精神にのっ と り 、 生涯にわたる人格形成の基礎を築き 、

自立し た個人と し てひと し く 健やかに成長するこ と ができ、 心身の状況や置かれている環境等

にかかわら ず、 ひと し く その権利の擁護が図ら れ、 身体的・ 精神的・ 社会的に将来にわたっ て

幸せな状態“ ウェ ルビーイ ング” で生活を送るこ と ができる社会と さ れています。  

常にこ ども や若者の最善の利益を第一に考え、 こ ども ・ 若者・ 子育て支援に関する取組・ 政

策を我が国社会の真ん中に据え、 こ ども ・ 若者を権利の主体と し て認識し 、 こ ども や若者を取

り 巻く あら ゆる環境を視野に入れ、 その権利を保障し 、 誰一人取り 残さ ず、 健やかな成長を社

会全体で後押し するこ と がこ ども まんなか社会の実現のために必要と さ れています。  

こ う し たこ ども まんなか社会の実現は、 次の２ 点につながると さ れています。  

① こ ども ・ 若者が、 尊厳を重んぜら れ、 自分ら し く 自ら の希望に応じ てその意欲と 能力を 

活かすこ と ができ るよう になる。こ ども を産みたい、育てたいと 考える個人の希望が叶う 。  

② その結果と し て、 少子化・ 人口減少の流れを大き く 変えると と も に、 未来を担う 人材を 

社会全体で育み、 社会経済の持続可能性を高める。  

以上の点から 、こ ども まんなか社会の実現により 、こ ども や若者、子育て当事者はも ちろん、

全ての人にと っ て、社会的価値が創造さ れ、その幸福が高まるこ と につながると 期待さ れます。 

 



 

 

第２章  

こども・若者・子育てを取り巻く 
現状と課題 
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第２章 こども・若者・子育てを取り巻く現状と課題 

１  統計データから見た現状  

１－１  人口の状況  

（１）人口の推移 

本市の総人口の推移をみると 、 平成 12 年以降減少が続いており 、 平成 12 年から の 20 年間

で 13, 408 人減少し 、 令和２ 年は 12 万 2, 765 人と なっ ています。  

少子高齢化が進行し ており 、 平成 12 年から 令和２ 年までの 20 年間で、15 歳未満が総人口に

占める割合は 3. 2 ポイ ント 、 15～64 歳未満の割合は 8. 6 ポイ ント 減少し ている一方、 65 歳以

上の割合は 11. 8 ポイ ント 増加し ています。  

【年齢３区分別の人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢３区分別人口割合の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 
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（２）出生等の状況 

合計特殊出生率*の推移をみると 、平成 30 年には 1. 50 と 全国を上回っ たも のの、三重県を下

回る水準と なっ ています。平成 30 年以降も 同様に「 三重県＞伊勢市＞全国」 の関係で減少傾向

で推移し 、 令和４ 年は 1. 33 であり 、 人口を維持するのに必要な水準である 2. 07 を大き く 下回

っ ています。  

【合計特殊出生率の推移】 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

資料：統計でみる三重のすがた 

 

（３）外国人の状況 

本市の外国人の人口は、 平成 31 年以降 1, 000 人前後で推移し ていまし たが、 令和５ 年以降

は増加に転じ ており 、 市の総人口に占める割合は令和６ 年に１ ％を超えまし た。  

15 歳未満の人口も 緩やかに増加し ています。  

【外国人の人口及び割合の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：伊勢市住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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（４）将来の人口推計 

国立社会保障・ 人口問題研究所「 日本の地域別将来推計人口（ 令和５ 年推計）」 によると 、 本

市の総人口は、今後 10 年間（ 令和７ 年～令和 17 年） で 12, 724 人減少し 、令和 32 年には 85, 241

人になると さ れています。  

15 歳未満の人口については、今後 10 年間で 2, 460 人減少し 、本市の総人口に占める割合は、

令和７ 年の 10. 7％から 令和 17 年には 9. 7％へ、 令和 32 年には 9. 3％へと 低下すると 見込まれ

ています。  

 

【年齢３区分別の人口推計】 
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１－２  世帯等の状況  

（１）世帯の状況 

①  一般世帯の推移  
一般世帯総数の推移をみると 、 平成 12 年以降増加が続いており 、 平成 12 年から の 20 年間

で 4, 662 世帯増加し 、 令和２ 年は 51, 470 世帯と なっ ています。  

一般世帯の１ 世帯当たり 人員の推移をみると 、 平成 12 年以降一貫し て減少を続けており 、

平成 27 年には 2. 5 人を下回り 、 令和２ 年は 2. 32 人と なっ ています。  

【一般世帯数と平均世帯人員の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 
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②  世帯類型の推移  
18 歳未満がいる一般世帯の世帯類型をみると 、「 夫婦と こ ども と 祖父母等」 の割合が徐々に

低下し 、令和２ 年には 9. 2％と 平成 12 年から の 20 年間で 19. 8 ポイ ント の減少と なっ ている一

方、「 夫婦と こ ども 」 の割合は増加し 、 令和２ 年には 73. 5％と こ の 20 年間で 15. 7 ポイ ント の

増加と なっ ています。  

「 ひと り 親と こ ども 」 の割合は増加傾向にあり 、 令和２ 年には 11. 5％と こ の 20 年間で 4. 4

ポイ ント 増加し 、 三重県の 9. 9％、 全国の 11. 1％より も 高い割合と なっ ています。  

【18 歳未満がいる一般世帯の世帯類型の推移】 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 
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１－３  就労状況  

女性の就業率について年齢５ 歳階級別でみると 、 有配偶女性の就業率は上昇傾向にあり 、 令和

２ 年はほと んどの年齢層において平成 22 年、 平成 27 年を上回っ ています。 令和２ 年の女性全体

の就業率と 比較すると 、有配偶女性の 15～19 歳は大き く 上回っ ているも のの、20 歳から 39 歳ま

では下回っ ています。  

令和２ 年の有配偶女性の就業率について、 全国・ 三重県と 比較すると 、 ほと んどの年齢層にお

いて本市が最も 高い割合と なっ ています。  

【女性の５歳階級別就業率（伊勢市）】 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【有配偶女性の５歳階級別就業率 国及び県との比較（令和２年）】 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

  

37.5 

55.8 

62.9 64.5 

69.0 

77.0 76.4 76.5 
73.2 

58.2 

40.7 

10％

30％

50％

70％

90％

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳

伊勢市 三重県 全国

37.5 

55.8 

62.9 64.5 

69.0 

77.0 76.4 76.5 
73.2 

58.2 

40.7 

10％

30％

50％

70％

90％

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳

令和２年(2020年)：女性全体 令和２年(2020年)：有配偶

平成27年(2015年)：有配偶 平成22年(2010年)：有配偶



 

14 

２  こども・子育て支援事業の現状  

２－１ 就学前児童数の状況とこどもの教育・保育に関する環境について 

本市における就学前児童【 ０ 歳から ５ 歳人口】 は、 令和２ 年の 5, 276 人から 令和６ 年の 4, 488

人（ いずれも ４ 月末日現在） に減少し ており 、今後も 少子化が進むと 推測さ れています（ 図表①、

図表②）。  

日本における社会経済情勢が日々変化する中で、 こ ども を取り 巻く 環境においても 、 少子化や

核家族化の進展、 地域コ ミ ュ ニティ の希薄化などから 家庭や地域での子育てが困難と なり 、 幼稚

園、保育所や認定こ ども 園などの就学前のこ ども の教育・ 保育施設*の担う 役割が重要と なっ てい

ます。 また、 共働き世帯の増加、 価値観の多様化やワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンスの実現などを背景

と し て大き く 変容し 、 特に乳児期から の保育（ 図表②）、 長時間の保育、一時的な預かり などのニ

ーズが高まっ ているほか、 障がい等の理由により 支援を必要と するこ ども の数も 増加し ています

（ 図表③）。  

そのよう な中で、 教育と 保育の総合的な提供が求めら れており 、 提供にあたっ ては、 保護者の

経済状況や幼少期の成育環境によっ て格差が生じ るこ と がないよう 、 こ ども の最善の利益を考慮

し なければなり ません。 さ ら に、 すべてのこ ども が尊重さ れ、 その育ちが等し く 確実に保障さ れ

るよう 取り 組まなければなり ません。 そのためには、 教育・ 保育の内容をより 一層充実さ せ、 こ

ども が就学前教育から 小学校教育へと スムーズに移行でき る よう な体制づく り を 確立し ていく

こ と が重要と なっ ています。  

 

【市内の就学前児童数の推移】（図表①） 
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 【就学前児童数・保幼利用者数・０～２歳児利用者数の推移】（図表②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保育課（各年４月末現在） 

 

【市内保育所・認定こども園等で支援を必要とする園児数の推移】（図表③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保育課（各年３月末現在） 
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２－２  就学前のこどもの教育・保育の現状  

保育所の利用者数の推移をみると 、平成 30 年の 2, 191 人から 徐々に減少し 、令和５ 年には 1, 896

人と なっ ています。 定員に対する比率は、 85％前後で推移し ています。  

幼稚園の利用者数の推移をみると 、 平成 30 年の 612 人から 令和５ 年には 303 人と 半減し てお

り 、 定員に対する比率は 36. 7％に低下し ています。  

【保育所の利用状況の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：保育課（各年５月１日現在） 

【幼稚園の利用状況の推移】 
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認定こ ども 園の利用者数の推移をみると 、 令和元年から 令和４ 年は 1, 300 人前後、 定員に対す

る比率は 90％前後で推移し ていまし たが、 令和５ 年は 1, 222 人、 定員に対する比率は 87. 6％と

減少傾向と なっ ています。  

放課後児童ク ラ ブ *の利用者数の推移をみると 、 平成 30 年以降増加が続いており 、 令和５ 年は

前年比 69 人増の 1, 549 人、 定員に対する比率は 95. 1％と なっ ています。  

【認定こども園の利用状況の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保育課（各年５月１日現在） 

【放課後児童クラブの利用状況の推移】 
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２－３  若者に関する現状  

（１）20 歳から 49 歳の未婚率の推移 

本市の 20～49 歳の未婚率は、 昭和 60 年以降、 男女と も に上昇し 続けています。 また、 男性

の方が女性より も 未婚率が高い状況が続いており 、 令和２ 年では男性未婚率が女性未婚率より

10. 3 ポイ ント 高く なっ ています。  

【男女別未婚率（20～49 歳）の推移】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 
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（２）労働力人口 

令和２ 年の労働力人口（ 15 歳以上人口のう ち就業者と 完全失業者を合わせた人口）は、60, 507

人と なり 、 平成 27 年に比べ 3, 586 人減少し ています。 男女別も 平成 27 年に比べ、 減少し てい

ます。  

労働力率を男女別にみると 、 令和２ 年は、 男性 69. 6％、 女性 54. 2％と なり 、 平成 27 年と 比

べ、 男性は 0. 4 ポイ ント 、 女性は 2. 4 ポイ ント 上昇し ています。  

【男女別労働力人口の推移】 
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（３）高校卒業後の進路 

少子化に伴い令和５ 年調査（ 令和４ 年度卒業生） での総数は、 平成 27 年調査（ 平成 26 年度

卒業生） での総数に比べ 254 人減少し ています。  

大学等への進学率や専修学校を加えた進学率は増加傾向にあり 、 専修学校を加えた進学率は、

令和５ 年調査は平成 27 年調査に比べ、 8. 3 ポイ ント 増加し ています。 また、 就職率は年々減少

し 、 令和５ 年調査は平成 27 年調査に比べ、 6. 7 ポイ ント 減少し ています。  
【高校卒業後の進路の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：三重県学校基本調査（各年５月１日時点の前年度の生徒の状況） 

 
  

983 942 955 978 961 

322 360 321 310 301 

487 447 424 350 313 

83 90 70 60 46 

1,875 1,839 1,770 1,698 1,621 

52.4 51.6 54.0 57.6 59.3 

69.6 71.4 72.1 75.9 77.9 

26.0 24.5 24.0 20.6 19.3 

-90％

-60％

-30％

0％

30％

60％

90％

0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

平成27年度

（2015年度）

平成29年度

（2017年度）

令和元年度

（2019年度）

令和３年度

（2021年度）

令和５年度

（2023年度）

大学等進学者 専修学校 就職者 その他

大学等進学率 大学等＋専修等 就職率
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３  アンケート調査結果の概要  

３－１  調査の目的及び概要  

（１）調査の目的 

「 伊勢市こ ども・ 子育てアンケート 調査」 及び「 伊勢市こ ども・ 若者アンケート 調査」 は、

本計画を策定するにあたり 、 市内全域の子育て中の保護者や中高生・ 若者の現状や意見、 子

育て支援に関するニーズなどを正確に把握し 、 安心し て子育てができ る環境づく り に取り 組

むために行いまし た。  

（２）調査対象者及び調査方法 

項 目 就学前児童の 
保 護 者 

小学生の 
保 護 者 中高生 若 者 中高生の 

保 護 者 

調 査 
対象者 

市内在住の０歳
〜就学前の児童
を養育する保護
者 

市内在住の小学
校に在学してい
る児童を養育す
る保護者 

市内の中学校・
高校に通う生徒 

市内在住の 18
〜35 歳未満及
び市内の大学に
通う学生 

市内在住の中高
生年代の児童を
養育する保護者 

調査期間 令和６年３月８日（金） 
〜４月８日（月） 令和 6 年 6 月 12 日（水）〜7 月 8 日（月） 

調査方法 WEB による調査・回答 

（３）調査票の回答状況 

種 別 回 答 数 種 別 回 答 数 

就学前児童の保護者 853 件 中高生 1,531 件 

小学生の保護者 623 件 若 者 849 件 

  中高生の保護者 509 件 

（４）調査結果の見方 

⚫ 図表中の「 ｎ ( number  of  case) 」 は、 回答数（ あるいは回答を限定する設問の限定条件に

該当する数） を 表し ています。 し たがっ て、 比率はｎ を 100. 0％と し て算出し ています。 

⚫ 回答結果の割合はすべて「 ％」 で表し 、 小数点以下第２ 位を 四捨五入し て算出し まし た。

そのため、 単数回答の設問の場合でも 合計値が 100. 0％になら ない場合があり ます。  

⚫ 複数回答が可能な設問の場合、その選択肢の回答数が回答数全体（ ｎ ）のう ち何％なのか、

と いう 見方を し ます。 そのため、 各項目の比率の合計は通常 100. 0％を 超えています。  

⚫ 図表中に「 無回答」 と あるも のは、 回答が示さ れていない、 または回答の判別が困難なも

のです。  

⚫ 本報告書中の表、 グラ フ 等の見出し および文章中での回答選択肢は、 本来の意味を 損なわ

ない程度に省略し て掲載し ている場合があり ます。  
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３－２  こども・子育て支援に関するニーズ調査  

（１）子育てに関して不安や負担などを感じることはありますか 

就学前児童の保護者では『 不安や負担を感じ ない』が 49. 8％、『 不安や負担を感じ る』が 45. 2％、

小学生の保護者では『 不安や負担を感じ る』 が 49. 0％、『 不安や負担を感じ ない』 が 44. 3％と

なっ ています。  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

6.6

8.2

38.6

40.8

44.4

39.2

5.4

5.1

5.0

6.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前保護者

n=853

小学生保護者

n=623

非常に不安や負担を感じる 不安や負担を感じる

あまり不安や負担などを感じない 全く不安や負担を感じない

何ともいえない

※ 『 不安や負担を感じ る』 は「 非常に不安や負担を感じ る」・「 不安や負担を感じ る」 と 回答し た人、『 不安や負担を感じ ない』 は

「 あまり 不安や負担などを感じ ない」・「 全く 不安や負担を感じ ない」 と 回答し た人をそれぞれあわせたも の（ 四捨五入により

端数が合わない場合があり ます）  
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（２）小学校低学年のうちは放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか

／放課後の時間をどのような場所で過ごしていますか 

※就学前児童は４ 歳以上のみ回答 

就学前児童の保護者では「 放課後児童ク ラ ブ（ 学童保育）」 が 54. 5％で最も 多く 、 次いで「 自

宅」 が 42. 4％、「 習い事・ 塾」 が 24. 5％と 続いています。  

小学生の保護者では「 自宅」 が 70. 1％で最も 多く 、 次いで「 習い事・ 塾」 が 38. 7％、「 親族

宅や友人・ 知人宅」 が 29. 9％と 続いています。  

 

 

 

 

  

42.4

16.6

24.5

14.5

6.2

54.5

6.9

0.3

4.1

4.8

70.1

29.9

38.7

8.8

0.2

28.7

3.4

0.0

12.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

自宅

親族宅や友人・知人宅

習い事・塾

児童館・児童センター

放課後子ども教室

（子どもチャレンジ教室）

放課後児童クラブ（学童保育）

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター事業

その他（公民館、公園など）

無回答

就学前保護者 n=290

小学生保護者 n=623

* 
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（３）こどもの虐待 *を見たり聞いたりしたとき、どのような対応をしましたか 

※身近なと こ ろ でこ ども の虐待を 見たり 聞いたり し たこ と がある、 またはおかし いなと 思っ た

こ と がある人のみ回答 

就学前児童の保護者では「 特に何も し なかっ た」 が 48. 1％で最も 多く 、 次いで「 どこ に連絡

し てよいかわから なかっ た」 が 13. 2％、「 保育所（ 園）・ 幼稚園・ 学校等に連絡し た」 が 10. 4％

と 続いています。  

小学生の保護者では「 特に何も し なかっ た」 が 57. 3％で最も 多く 、 次いで「 どこ に連絡し て

よいかわから なかっ た」 が 11. 1％、「 保育所（ 園）・ 幼稚園・ 学校等に連絡し た」 が 9. 4％と 続

いています。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）伊勢市は子育てをしやすい市だと思いますか 

就学前児童の保護者では『 そう 思う 』 が 71. 7％、『 そう は思わない』 が 28. 3％、 小学生の保

護者では『 そう 思う 』 が 75. 0％、『 そう は思わない』 が 25. 1％で、 どちら も 『 そう 思う 』 が上

回っ ています。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.7

7.5

5.1

2.8

0.9

0.9

1.7

10.4

9.4

13.2

11.1

48.1

57.3

17.0

12.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前保護者

n=106

小学生保護者

n=117

市役所に連絡した 児童相談所に連絡した

民生委員・児童委員に連絡した 警察署に連絡した

保育所（園）・幼稚園・学校等に連絡した どこに連絡してよいかわからなかった

特に何もしなかった その他

12.5

13.5

59.2

61.5

21.5

18.5

6.8

6.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前保護者

n=853

小学生保護者

n=623

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そうは思わない

※ 『 そう 思う 』 は「 そう 思う 」・「 どちら かと いう と そう 思う 」 と 回答し た人、『 そう は思わない』 は「 どちら かと いう と そう 思わ

ない」・「 そう は思わない」 と 回答し た人をそれぞれあわせたも の（ 四捨五入により 端数が合わない場合があり ます）  
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３－３  こども・若者に関するアンケート調査  

（１）あなたは自分のことについてどう思いますか 

中高生では『 そう 思う 』 が、【 今、 幸せだと 思う 】（ 93. 5％） で最も 多く 、 次いで【 自分には

自分ら し さ がある】（ 85. 7％）、【 自分の意見が言えると 感じ る】（ 75. 0％）、【 今の自分が好き だ】

（ 71. 9％）、【 自分の将来について明るい希望がある】（ 70. 7％） と なっ ています。  

若者では『 そう 思う 』 が、【 今、 幸せだと 思う 】（ 92. 7％） で最も 多く 、 次いで【 自分には自

分ら し さ がある】（ 82. 6％）、【 今の自分が好き だ】（ 71. 8％）、【 自分の将来について明るい希望

がある】（ 63. 8％）、【 自分の意見が言えると 感じ る】（ 45. 8％） と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.5

51.4

33.8

34.7

49.2

45.7

38.3

11.9

31.4

23.8

32.0

41.3

38.1

37.1

36.5

36.9

36.7

33.9

39.3

40.0

5.2

5.6

18.9

20.3

10.8

14.1

19.6

35.8

21.9

27.2

1.2

1.8

9.2

7.8

3.5

3.2

5.4

18.5

7.5

9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中高生 n=1,529

若 者 n=  841

中高生 n=1,510

若 者 n=  841

中高生 n=1,504

若 者 n=  831

中高生 n=1,503

若 者 n=  833

中高生 n=1,501

若 者 n=  828

そう思う どちらかといえば、そう思う

どちらかといえば、そう思わない そう思わない

【今、幸せだと思う】

【今の自分が好きだ】

【自分には自分らしさがある】

【自分の意見が言えると感じる】

【自分の将来について明るい希望がある】

※ 『 そう 思う 』 は「 そう 思う 」・「 どちら かと いえば、 そう 思う 」 と 回答し た人、『 そう は思わない』 は「 どちら かと いえば、 そう

思わない」・「 そう は思わない」 と 回答し た人を それぞれあわせたも の（ 四捨五入により 端数が合わない場合があり ます）  
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（２）悩んだり困ったりしたときにどのような人や場所なら、相談したいと思いますか 

中高生では「 秘密が守ら れる」 が 53. 5％で最も 多く 、 次いで「 相手が同じ 悩みを持っ ている

（ いたこ と がある）」 が 43. 1％、「 自分と 同じ く ら いの年齢の人に相談できる」 が 27. 4％と なっ

ています。  

「 その他」 の内容と し て、「 誰も いないと こ ろ 」、「 友人」、「 解決法を前提に話を聞いてく れる

人」 などがあり まし た。  

若者では、「 秘密が守ら れる」 が 47. 1％で最も 多く 、 次いで「 相手が同じ 悩みを持っ ている

（ いたこ と がある）」 が 41. 3％、「 匿名で（ 自分がだれか知ら れずに） 相談でき る」 が 25. 8％と

なっ ています。  

 「 その他」 の内容と し て、「 友人」、「 家族」、「 相談し た所で解決し てく れるわけではないの

で、 話すだけ時間の無駄に感じ る。」 などがあり まし た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53.5

43.1

27.4

23.0

17.5

10.1

8.4

3.4

3.2

1.1

15.3

10.5

0.8

47.1

41.3

24.4

25.8

13.2

15.7

22.0

5.2

9.1

2.6

10.6

6.7

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

秘密が守られる

相手が同じ悩みを持っている

（いたことがある）

自分と同じくらいの

年齢の人に相談できる

匿名で（自分が誰か知られずに）

相談できる

自分と同じ性別の人に相談できる

SNS（LINE、Ｘ（旧ツイッター）

など）やメールで相談できる

専門家の人に相談できる

電話で相談できる

相談できる場所が自宅から近い

市役所などの相談窓口

特にない

わからない

その他

中高生 n=1,531

若 者 n= 849
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（３）あなたはどんな工夫やルールであれば、伊勢市に対して、自分の意見を

伝えやすいと思いますか 

中高生では「 匿名で（ 自分が誰か知ら れずに） 伝えるこ と ができる」 が 71. 8％で最も 多く 、

次いで「 伝えた意見がどのよう に扱われるかがわかる」 が 34. 4％、「 意見を伝える場に、 友だ

ちや知り 合いと 一緒に参加でき る」 が 28. 2％と なっ ています。  

「 その他」 の内容と し て、「 おおごと になら ない」、「 わから ない」 などがあり まし た。  

若者では、「 匿名で（ 自分が誰か知ら れずに） 伝えるこ と ができる」 が 66. 5％で最も 多く 、

次いで「 伝えた意見がどのよう に扱われるかがわかる」 が 41. 3％、「 伝えたい内容をう まく 引

き 出し てく れる役割の人がいる」 が 27. 4％と なっ ています。  

「 その他」 の内容と し て、「 意見を採用し てく れる」 があり まし た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71.8

34.4

28.2

24.6

21.8

20.4

17.4

13.1

7.7

0.7

66.5

41.3

19.3

26.4

27.4

17.4

16.7

9.0

5.9

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

匿名で（自分が誰か知られずに）

伝えることができる

伝えた意見がどのように

扱われるかがわかる

意見を伝える場に、友だちや

知り合いと一緒に参加できる

ほかの人の意見も知ることができる

伝えたい内容をうまく引き出して

くれる役割の人がいる

自分の意見を聴く人がどんな人か、

前もってわかる

意見の伝え方や伝える意見のテーマ

について、前もって学ぶ機会がある

自分の意見をほかの人が代弁してくれる

意見を伝える場に、友だちや

知り合いがいない

その他

中高生 n=1,531

若 者 n= 849
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（４）あなたは子育てをどのように感じますか 

また、子育ての楽しみはどんなことですか 

中高生の保護者では「 楽し いと 感じ るこ と の方が多い」 が 54. 2％で最も 多く 、 次いで「 楽し

いと 感じ るこ と と 、 つら いと 感じ るこ と が同じ く ら い」 が 38. 1％と なっ ています。  

子育ての楽し みと し ては、「 こ ども の成長をみるこ と 」 が 88. 2％で最も 多く 、 次いで「 こ ど

も と のふれあい」 が 59. 9％、「 家族が明るく なる」 が 49. 5％と なっ ています。  

「 その他」 の内容と し て、「 自分自身も 一緒に成長できる」、「 こ ども の成長を親に見せら れる

のでそれが親孝行になっ ている」、「 幼少期は成長が楽し かっ たが、 成長するにつれて、 こ ども

と の関わり かたが難し く なっ たり 、 こ ども と 友達の関係に悩んだり でし んどく なっ てき た」 な

どがあり まし た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54.2 38.1 5.1 2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中高生保護者

n=509

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることと、つらいと感じることが同じくらい

つらいと感じることの方が多い

わからない

88.2

59.9

49.5

30.8

2.2

1.6

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

こどもの成長をみること

こどもとのふれあい

家族が明るくなる

こどもを通して人間関係が広がる

特にない

わからない

その他 中高生保護者 n=509



 

29 

（５）あなたは将来、伊勢市に住みたいと感じますか 

中高生では『 はい』 が 68. 5％、『 いいえ』 が 31. 4％と なっ ています。  

若者では『 はい』 が 67. 6％、『 いいえ』 が 32. 4％と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.5

24.6

46.0

43.0

17.6

15.4

13.8

17.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中高生 n=1,529

若 者 n=  841

はい どちらかといえば、はい

どちらかといえば、いいえ いいえ

※ 『 はい』 は「 はい」・「 どちら かと いえば、 はい」 と 回答し た人、『 いいえ』 は「 どちら かと いえば、 いいえ」・「 いいえ」 と 回答

し た人をそれぞれあわせたも の（ 四捨五入により 端数が合わない場合があり ます）  
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３－４  こども・子育て支援団体へのヒアリング調査結果  

（１）目的 

市内でこ ども や若者・ 子育て家庭への支援を行っ ている団体等の意見を聞き 取り 、 支援活動の

現状や課題等を把握し 、 施策検討に活用するために行いまし た。  

 

（２）調査対象 

・ 児童養護施設    ２ 事業者 

・ 若者就労支援団体  １ 事業者 

・ 生活支援団体    １ 事業者 

・ 自立促進支援団体  １ 事業者 

・ 子育て預かり 事業者 １ 事業者 

 

（３）調査方法 

各団体への実地ヒ アリ ング調査 

 

（４）調査期間 

令和６ 年８ 月～10 月 

 

（５）ヒアリング調査結果 

１．こども・若者の悩みや課題について 

<<概要>> 

こ ども ・ 若者は進学や友人関係について多く の悩みを抱えており 、 特に施設のこ ども たち

は塾代や進学費用の負担が大き く 大学進学を 断念する 場合がある こ と や家庭での生活では

ないため社会経験や基本的な社会スキルが不足し ている、 また、 こ こ ろに課題のあるこ ども

や障がいの支援制度の狭間にいると 十分な支援を受けら れず、 結果的に就職が難し い、 と い

っ た話があり まし た。  

<<その他の意見一例>> 

・ 悩みについて、 親には話さ ないこ と を職員に話し てく れるこ と も ある 

・ 支援さ れるこ ども ・ 貧困家庭のこ ども は幼少期から 人と 接する機会が少なかっ たため、 言

葉遣いを勉強せずに育っ てし まっ ているケースが見ら れる 

・ 中高生が SNSで他の世界を知ると 、 お金持ちの環境を求めてし まう 傾向にある 

・ 保護者も 精神疾患をお持ちの方も みえるので、 保護者の支援も 必要 

・ 友達と 比べて自分がどんな人間なのかや、 施設で生活し ていると いう こ と について考えて

いる 

・ 大き く なっ てから の入所は、 信頼関係を築く にも 時間がない 
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２．活動の中で重視している点 

<<概要>> 

こ ども から 相談さ れたこ と は「 No（ できない）」 と 言わず一緒に考えていく と いう 姿勢を持

ち、「 人」 と し て支援する、 また、 就労支援では本人のペースを重視し ゆっ く り と 力をつけ困

っ たこ と は必ず相談し ても ら う よう 心掛けている、 施設においては大人不信のこ ども も いる

ため、 困っ たと き に自分で SOSを出せるよう な意識付けや子育て支援活動中はこ ども にと っ

て心温まる時間にし てあげら れるよう 心掛けている、 と いっ た話があり まし た。  

<<その他の意見一例>> 

・ マナー講座を開いて、 社会に出る準備も し ている 

・ 施設の子でも 将来のためにアルバイ ト 先へ自ら 連絡するよう にし 、 アルバイ ト の継続が、

人間関係を作る能力向上や社会の厳し さ を学ぶためにも 必要で、 それが本人の居場所にも

なる 

・ 見守り 続けるこ と 。 日常的に普通の家庭がさ れるよう なこ と を行う  

・ 親子分離さ れた家庭の親には振り 返り をし ても ら う 。 親への指導はなかなか難し い 

・ こ ども が幸せになれるよう に、 こ ども の権利を尊重し て活動し ている 

・ 保護者へも 自己を尊重し て、 自己肯定感を持っ て幸せになれるよう に話をし ている 

・ 子育ての悩みはだいたい自分の思い通り になら ないこ と が悩みなので、 それを理解し ても

ら う こ と  

・ チャ ッ ト でも 何でも 誰かに自分の悩みなどを話すこ と が大事 

 

３．伊勢市の子育て環境や行政への課題・要望について 

<<概要>> 

こ ども が家で学習でき ないよ う な片付けが全く でき ていない状態の家庭への改善指導が

でき るよう になるこ と 、 行政が要支援者への支援内容の線引き を急ぎすぎるこ と 、 NPO 法人

と の意思疎通が希薄になっ てきているこ と 、 補助金算定や支給についても っ と 柔軟に対応し

ても ら いたい、 また、 伊勢市で育っ てよかっ たと 感じ ているこ ども や、 託児付き 講義が保護

者のリ フ レッ シュ に繋がる、 と いっ た話があり まし た。  

<<その他の意見一例>> 

・ 小学校のう ちは、 学区内の児童館し か行けない 

・ 補助金等の算定は件数し かみら れない。「 連携」（ 時間など） は算定に入ら ない 

・ 施設のこ ども への補助金について支給がも う 少し 早いと あり がたい 

 

４．こどもや若者にとって大切なことは何か 

<<概要>> 

自分以外の人と の「 つながり 」 や育っ た環境が重要で、 のんびり 過ごせる場所や放課後の

居場所、 また親も 生活のし づら さ や孤独感を抱えているため親の居場所も 必要。 また、 こ ど

も たちが「 大切にさ れている」 と 感じ る経験は将来に重要な役割を果たす、 と いっ た話があ

り まし た。  
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<<その他の意見一例>> 

・ 他の関係機関と の連携において、 こ ども が中学校を卒業すると そのこ ども の状況を把握で

き る情報がなく なるので、 高校に行っ ても 情報が来ると いい 

・ 関係機関同士で支援内容が把握でき ていると 連携がし やすい 

・ ヤングケアラ ーの把握は難し いが、 虐待も ヤングケアラ ーの児童も と にかく 初期のう ちか

ら 発見するこ と が重要であり 、 病気と 同じ で早期発見、 早期対応が必要 
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４  計画策定に向けた主な課題  

（１）こどもの権利の理解促進 

社会全体と し てこ ども の権利に対する理解が十分でないため、 こ ども の権利を 侵害する形で虐待

やネグレ ク ト *が発生し 、 こ ども の権利が十分に尊重さ れていないケースが存在し ます。  

そのため、 こ ども の自己表現や自己決定の機会が制限さ れるこ と があり ます。  

 

 

 

 

（２）子育て支援サービスの充実 

本市の出生数や年少人口は減少傾向にあり ますが、 女性全体の就業率が上昇を 続ける中、 核家族

化の進展により 日常的に子育てを 手助けし ても ら える世帯が少なく なっ てき ており 、 教育・ 保育の

需要は高まっ ています。 また、 希望する結婚や出産を 後押し し 、 仕事と の両立を図り ながら 安心し

て子育てでき る環境を 整備するこ と が課題と なっ ています。  

 

 

 

 

 

（３）こどもの健全育成 

国の放課後児童対策パッ ケージ*では、放課後児童ク ラ ブの受け皿整備等の推進以外に、全てのこ

ども が放課後を安全・ 安心に過ごすための多様な居場所づく り を推進するための積極的な取組が求

めら れています。 また、 アンケート 調査においても 、 安心でき る居場所がある人の割合は国の目標

値を 下回っ ています。  

 

 

  

教育プログラムの充実や情報提供、大人の権利意識改善への取組が必要。 

各教育･保育サービス*の提供体制を確保し、多様な子育て支援サービスの

充実が必要。 

放課後児童クラブの定員拡充や質の向上、安心した居場所づくりが必要。 
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（４）若者の自立や社会性を育む取組 

若者の価値観の多様化等により 若者の社会参画意識が低下し 、 地域と のつながり が希薄化し

ています。 また、 各学校段階を通じ 、 社会的・ 職業的自立に必要なスキルを身に着けるキャ リ

ア教育*・ 就業能力開発の機会の充実が求めら れています。  

 
 
 
 

（５）こどもや若者、その家族の状況に応じた支援 

貧困の連鎖を断ち切るため、 ひと り 親家庭や生活困窮家庭、 ひき こ も り やニート への支援を

進め、 さ ら に自殺予防など、 各家庭の課題に対応し た支援が求めら れています。  

 
 
 
 
 
 

こども・若者の社会的自立や社会性を育む環境の整備が必要。 

各困難に対応するための「支援」の充実だけではなく、問題が生じないよ

うな「予防」策の充実が必要。 



 

 

第３章  

こども・若者・子育て支援の 
基本的な考え方 
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第３章 こども・若者・子育て支援の基本的な考え方 

１  計画の基本的な考え方  

１－１  基本理念  

こ ども は社会の希望であり 、 生まれながら に無限の可能性を秘めた、 未来をつく るかけがえのな

い存在であると と も に、 こ ども の幸せは社会全体の願いです。  

こ ども は権利の主体であるこ と を認識し た上で、こ ども の基本的人権を尊重し 、現在と 未来の「 こ

ども の最善の利益」 を最優先に考え、 子育ての第一義的責任を有する保護者を支援し ていく こ と が

重要です。 虐待、 いじ め、 犯罪・ 事故などから こ ども を守り 、 困難な状況にあるこ ども を誰一人取

り 残さ ず、 き め細かな支援を進めなければなり ません。  

こ ども の意見を尊重し 、 一人ひと り の個性を大切にし て、 健やかな育ちを等し く 保障し 、 夢や希

望を持っ て、 将来を切り 開く チャ レンジを後押し ていく こ と が必要です。 そし て、 若い世代が、 仕

事と 生活を調和さ せながら 社会で活躍し 、安心し てこ ども を産み育てるこ と ができる環境づく り を

進め、子育てやこ ども の成長に安心と 喜びを感じ るこ と ができ る支援をし ていく こ と が重要と なり

ます。  

本市では、 すべてのこ ども が将来にわたっ て幸せに生活でき る“ こ ども まんなか社会” を実現す

るために、 市民、 行政、 団体や企業、 地域コ ミ ュ ニティ をはじ め、 地域社会全体でこ ども の成長を

はぐ く み、 子育てを支え合えるこ と をめざし ます。 こ ども の意見が尊重さ れ、 社会の様々な活動に

参画し 、 子育て家庭も 地域の様々な人々と つながり を持ち、 地域社会の絆を大切にし ていく 、 みん

なが手をつないでこ ども ・ 若者がかがやき 笑顔で過ごせるまちづく り を進めます。  

 

本計画では、 こ れら を踏まえ、 次の基本理念を掲げます。  

 
 
 

 

こどもの想
おも

いが実現
じつげん

する 

笑顔
え が お

あふれるまち 伊勢
い せ

 
 

 
  

‘ ‘ 

‘ ‘ 



 

36 

１－２  基本的な方針  

国がめざす、 全てのこ ども ・ 若者が身体的・ 精神的・ 社会的に幸福な生活を送るこ と ができ る

社会の実現に向けた基本的な方針と し て６ つの柱を本市でも 掲げます。  

 

（１）こども・若者は権利の主体であり、今とこれからの最善の利益を図ること 

こ ども ・ 若者を 権利の主体と し て認識し 、 その多様な人格・ 個性を尊重し 、 権利を 保障し 、

こ ども ・ 若者の今と こ れから の最善の利益を図る。  

 

（２）こども・若者や子育て当事者とともに進めていくこと 

こ ども ・ 若者、 子育て当事者の視点を尊重し 、 その意見を聴き 、 対話し ながら 、 と も に進め

ていく 。  

 

（３）ライフステージに応じて切れ目なく十分に支援すること 

こ ども・ 若者、子育て当事者のラ イ フ ステージに応じ て切れ目なく 対応し 、十分に支援する。  

 
（４）良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図ること 

良好な成育環境を確保し 、 貧困と 格差の解消を図り 、 全てのこ ども ・ 若者が幸せな状態で成

長でき るよう にする。  

 

（５）若い世代の生活の基盤の安定を確保し、若い世代の視点に立った結婚・

子育ての希望を実現すること 

若い世代の生活の基盤の安定を図ると と も に、 多様な価値観・ 考え方を大前提と し て若い世

代の視点に立っ て結婚や子育てに関する希望の形成と 実現を阻む困難の打破に取り 組む。  

 

（６）こども施策の総合的・一体的な実行 

こ ども 施策を総合的・ 一体的に実行し 、 関係省庁、 地方公共団体、 民間団体等と の連携を行

う 。  
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１－３  ライフステージごとの支援  

第２ 期計画から の基本方針を踏まえ、 ラ イ フ ステージにあわせた支援を行い、 こ ども まんなか社

会の実現に向けて取り 組みます。  

 

Ⅰ 妊産婦への支援 

妊婦の心と 体の健康は、 出産時の安全性確保や生まれてく るこ ども の発育に大き な影響を与

えます。 また、 家族の協力や保健･医療による支援のも と に妊娠･出産するこ と は、 より 良いこ

ども の育成環境を生み出し ます。  

妊産婦への支援については、 妊産婦が安心し てこ ども を産み育てるために保健事業の充実と

啓発を行います。  

 

Ⅱ 乳幼児期の支援 

乳幼児期は、 こ ども の健やかな成長や正し い生活習慣づく り の基礎と なる重要な時期です。

し かし 、 核家族化や親の就労形態の多様化などにより 、 親の子育てに対する精神的、 身体的、

さ ら に経済的な負担感や不安感は増大し ています。  

乳幼児期については、 子育て家庭の多様な就労形態や保育ニーズに対応し た教育･保育サー

ビスの提供や、 地域の子育て支援体制の強化を図り ます。  

 

Ⅲ 学童期・思春期の支援 

学童期は、 多く の人と の交流や集団生活･活動を通じ て社会性や自主性を身につける重要な

時期です。 また、 いじ めや不登校など、 こ ども の心のケアや心の教育が求めら れる時期でも あ

り ます。  

また、 思春期は、 家族への愛情を理解すると と も に、 人間性を高め、 次世代の親と し て自立

し ていく ために重要な時期です。  

学童期から 思春期については、 こ ども の居場所づく り に取リ 組み、 こ ども の健全育成活動を

推進すると と も に、学校教育における教育･指導内容の充実を推進し 、次世代の親と なるための

基礎づく り を支援し ます。  

 

Ⅳ 若者（青年期）への支援 

青年期は、 肉体的・ 心理的・ 社会的変化が著し い一方で、 個人と し ての自立に向けた重要な

ステッ プを踏む期間であり 、 社会全体で若者の成長を支えるよう な取組や環境整備が重要と な

り ます。  

若者（ 青年期） への支援については、 社会全体で若者の成長を支える環境を整備し 、 教育・

キャ リ ア・ 生活スキル指導、 心理ケア、 健康管理の支援等を行い、 困難を抱える者に対し き め

細やかな支援を行います。  
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Ⅴ 妊娠期から青年期を通しての支援 

妊娠期から 青年期を通し ての支援は、 こ ども ・ 若者がいる家庭が抱える個々の事情に応じ た

相談支援を行い、 悩みや不安の解消に努め、 家庭の状況やこ ども の特性にあわせた適切な支援

を行っ ていき ます。 また、 こ ども が事件や事故の被害にあわないよう 、 地域での安全対策に取

り 組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

妊娠期から青年期 

妊産婦 乳幼児期 学童期・思春期 若者（青年期） 

こどもの 

育ちの視点 
親としての 
育ちの視点 

全てのこども

と家庭への 
支援の視点 

地域での 

支え合いの 
視点 

各ライフステージにおける年齢は、次のとおりです。 

・ 乳 幼 児 期   ０歳から６歳（就学前）まで 

・ 学 童 期   ６歳（就学後）から 12 歳（小学校卒業）まで 

・ 思 春 期   10 歳ごろから 18 歳ごろまで 

・ 青年期（若者） 18 歳ごろから概ね 30 歳まで 
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２  施策の体系  
 

基本方針 基本施策 個別施策 

Ⅰ 

妊
産
婦
へ
の
支
援 

   

(1) 妊産婦の健康管理・健康づくり 

妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査の充実 

妊娠出産支援事業 

産後ケア事業 

妊産婦訪問指導 

不妊不育治療の支援の充実 

Ⅱ 

乳
幼
児
期
の
支
援 

    

(1) 幼児期の教育･保育の充実 

幼児教育の質の向上 

保育所における保育の充実 

幼稚園･保育所の認定こども園化の支援 

保育料の適正化 

実費徴収に係る補足給付を行う事業 

(2) 多様な保育サービスの提供 

一時保育事業（預かり保育）の充実 

子育て短期支援事業（ショートステイ） 

延長･休日保育の充実 

病児･病後児保育の充実 

ファミリー･サポート･センター事業の充実 

こども誰でも通園制度 

(3) 幼稚園･保育所等と小学校との 

連携 
幼稚園・保育所等と小学校との連携強化 

(4) 乳幼児の健康管理の支援 

赤ちゃん訪問の充実 

乳幼児の健康教室 

乳幼児の健康診査・訪問指導 

(5) 子育てに関する学習の機会と 

仲間づくりの支援 

子育て支援センターの充実 

子育てサークルの育成･支援 

乳幼児期の家庭での教育に関する意識の向上 

乳幼児の事故予防 

園庭開放の活用 

(6) 経済的負担軽減の支援 

児童手当 

チャイルドシートの一時レンタル事業 

親子３人乗り自転車のレンタル事業 
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基本方針 基本施策 個別施策 

Ⅲ 

学
童
期
・
思
春
期
の
支
援 

        

(1) 学童期･思春期のこどもの居場所

の確保 

放課後児童クラブの充実 
放課後子ども教室の充実 
放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の 
校内交流型による事業実施 
児童館事業の充実 
中学生･高校生が自主的に活動できる場の提供 
こども食堂の推進 

(2) 学校教育の充実 

地域・関係機関と学校の連携強化 
体験的活動の充実 
心の教育の推進 
こどもの心のケアの充実 
不登校対策の推進 

(3) 基本的な生活習慣の形成 
食育推進事業 
禁煙・受動喫煙防止啓発 

(4) 豊かな人間性の育成 

人権教育子ども輝きプラン総合推進事業 
児童生徒教育活動支援事業 
郷土教育の推進 
次世代のための文化芸術推進事業 
学校等における男女共同参画教育の推進 

(5) 社会参画の促進 

伊勢市ボランティア活動推進事業 
明るい選挙啓発の推進 
いせミライプロジェクト推進事業 
主権者教育連携事業 
こども・若者の意見表明・社会参画の取組 

(6) 家庭・地域・学校の連携 
青少年健全育成活動推進事業（市民会議） 
いじめ防止の取組 

(7) 非行・犯罪への対策とこども・ 

若者への支援 
青少年健全育成活動推進事業（相談センター） 
社会を明るくする運動（再犯防止の推進） 

(8) 特に配慮が必要なこども・若者 

への支援 
学校生活支援事業・学校教育支援事業 

(9) 次世代の親の育成 キャリア教育の推進 

Ⅳ 

若
者
（
青
年
期
）
へ
の
支
援 

    

(1) 社会参画・社会貢献の促進 

皇學館大学 CLL 活動との連携 
地域スポーツへの若者の参画 
自主グループ等への支援（おはなし会） 
こども・若者の意見表明・社会参画の取組 

(2) 就労支援 
伊勢市若者就職総合支援業務 
女性の就労・能力開発のための支援 
就業体験促進事業 

(3) 障がいのある若者への支援 
障がい者雇用の啓発 
福祉施設等から一般就労への移行等 

(4) ひきこもり支援 ひきこもり支援推進事業 
(5) 出会いや結婚への支援 出会い・結婚支援事業 
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基本方針 基本施策 個別施策 

Ⅴ 

妊
娠
期
か
ら
青
年
期
を
通
し
て
の
支
援 

         

(1) 子育て家庭の職業生活と家庭生活

との両立支援 

ワーク・ライフ・バランスの促進 

男性の家事や育児への参加啓発 

育児休業の取得促進 

(2) 要支援児童と家庭への支援 

養育支援訪問事業 

外国人在住者への支援･配慮 

児童虐待防止の支援の充実 

こどもの自立に向けた支援 

多胎育児家庭への支援 

メンタルパートナーの養成 

子育て世帯への訪問支援事業 

児童育成支援拠点事業 

親子関係形成支援事業 

(3) 障がいのあるこどもと家庭への 

支援 

特別支援教育の推進 

障がいのあるこどもの教育･保育の充実 

障がいのあるこどもと家庭への支援 

医療的ケア児への支援 

(4) こどもの貧困の解消に向けた対策 

の充実 

教育の支援 

生活の支援 

保護者への就労支援 

経済的支援 

包括的かつ一元的な支援 

(5) ひとり親家庭への支援の充実 

子育て・生活支援の推進 

就業支援の推進 

養育費確保の支援 

経済的支援 

ひとり親家庭等を支える環境づくり 

(6) 健康づくりの推進 

健康づくりのための普及啓発 

栄養指導 

歯科保健の推進 

感染症の予防 

(7) 人権啓発・男女共同参画の推進 

人権尊重啓発の推進 

さまざまな人権問題に関する啓発 

生涯を通じた男女共同参画の学習機会の充実 

(8) 地域で取り組む交通安全と防犯 

対策 

地域の自主防犯意識の高揚 

防犯環境の整備 

交通安全の啓発活動の充実 

犯罪情報の周知徹底 

暴力を許さない社会の意識づくり 

(9) 相談支援･情報提供の充実 

利用者支援事業 

地域子育て相談機関 

民生委員･児童委員、主任児童委員による相談･

助言活動の推進 

子育て支援の取組に関する情報発信の強化 

親育ち支援の充実 

こどもの権利擁護の推進 

こども家庭相談 

伊勢市つながりサポートリスト 
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３  重点施策と成果指標  

今後、 特に必要性の見込まれる施策を重点施策と し て設定し 、 成果指標と し て目標値を定め、 そ

の達成状況について評価･検討を行います。  

（１）こどもの権利を守る 

こ ども の権利を擁護し 、 こ ども たちの笑顔を守っ ていく 取組と し て、 こ ども の将来が、 生ま

れ育っ た環境によっ て左右さ れないよう 貧困の解消に向けた取組・ 児童虐待防止の支援を充実

し ます。 また、 こ ども や若者の意見表明の機会を確保し 、 こ ども の権利保障を推進し ます。  

 

（２）妊娠期から幼児期の切れ目のない支援 

妊娠出産支援事業を中心に、 安心し て妊娠･出産･子育てができ るよう 保健師、 助産師がママ

をサポート し ます。 また、 子育て支援センタ ー*の充実を図り 、 乳幼児期における育児の不安や

悩みの相談、 子育て支援事業の情報提供を行います。  

 

（３）こどもの豊かな人間性の育成と居場所づくり 

こ ども たちが健やかに豊かに成長するため、基本的な生活習慣の形成や郷土教育、文化継承、

人権学習の事業を進め、 また、 放課後児童ク ラ ブの充実やこ ども たちが遊び、 学び、 交わるこ

と ができる居場所づく り を進めます。  

 

（４）こども・若者の社会的自立の支援 

地域や学校での実践活動、ボラ ンティ ア体験を通じ て若者の社会参画を促し 、キャ リ ア教育・

就労能力開発にも 注力し ます。 加えて、 就労支援やイ ンタ ーンシッ プ*の機会も 提供し 、 若者の

自立と 社会参画を支援し ます。  

 

（５）困難を有するこども・若者への支援 

経済的に困難な家庭やひき こ も り などの個別の困難に対応し た支援体制を充実さ せます。 ま

た、 相談機関の連携を強化し 、 他関係機関と のネッ ト ワーク を充実さ せ、 問題の早期発見と 解

決、 問題が生じ ないよう 予防に努めます。  
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【計画全体の成果指標（アンケート調査結果等）】 

評価項目 現状値 目標値 

①今、幸せだと思う割合 
中 高 生 93.5％ 95.0％以上 

若 者 92.7％ 95.0％以上 

②子育てに関して不安や負担を感じ

ないと思う割合 

就学前保護者 49.8％ 60.0％以上 

小学生保護者 44.3％ 55.0％以上 

③家や学校以外に安心できる居場所

がある割合 

中 高 生 78.5％ 80.0％以上 

若 者 78.7％ 80.0％以上 

④自分の将来について明るい希望が

あると思う割合 

中 高 生 70.7％ 80.0％以上 

若 者 63.8％ 80.0％以上 

⑤伊勢市が子育てをしやすい市だと

思う割合 

就学前保護者 71.7％ 80.0％以上 

小学生保護者 75.0％ 80.0％以上 

（「そう思う」・「どちらかというとそう思う」の回答を合わせた割合） 

 



 

 

第４章  

こども・若者・子育て施策の展開 
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第４章 こども・若者・子育て施策の展開 

 

Ⅰ 妊産婦への支援 
 

 

妊婦の心と 体の健康は、 出産時の安全性確保や生まれてく るこ ども の発育に大き な影響を与え

ます。 また、 家族の協力や保健･医療による支援のも と に妊娠･出産するこ と は、 より 良いこ ども

の育成環境を生み出し ます。 妊産婦が安心し てこ ども を産み育てるために保健事業の充実と 啓発

を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）妊産婦の健康管理･健康づくり 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

妊婦健康診査、 

妊婦歯科健康診査 

の充実 

妊婦の健康を守り、安心して出産に臨める

よう、医療機関と連携し、妊婦健康診査及び妊

婦歯科健康診査を実施します。母子健康手帳

交付時に必要性等を周知します。 

妊婦健診の受診

方法や助成の仕
方について全妊
婦に周知する 

…100％ 

【確保方策】 
(妊婦健康診査)
第５章２-３(1) 

健康課 

妊娠出産支援事業 

安心して妊娠・出産・子育てができるよう妊

娠期から子育て期への切れ目のない支援を実

施します。母子健康手帳交付時、妊婦やその家

族の状況に応じて必要な支援につなげるため

のサポートプランを妊婦全員に作成し、伴走

型相談支援
*
の充実と母子の健康の保持増進

を図ります。また、こども家庭センター
*
にお

ける母子保健の相談機能を担い、母子保健と

児童福祉の相談支援体制の充実を図り、切れ

目のない支援体制を強化します。 

サポートプラン 
実施率…100％ 

【確保方策】 
(妊婦等包括相談
支援事業) 
第５章２-３(17) 

健康課 

Ⅰ 妊産婦への支援

安全な妊娠･出産のために、健診を進んで受けるとともに、正しい健康づく

りの知識を妊産婦･家族が習得できるよう、医療機関や家族との連携を含め

た保健事業が展開されている。 

めざす姿 

（１）妊産婦の健康管理･健康づくり 
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個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

産後ケア事業 

産後うつ予防や新生児への虐待予防等を図

るため、出産後間もない産婦の健康診査の実

施及び支援が必要な産婦への産後ケア事業を

実施します。 

対象者への実施率 
…100％ 

【確保方策】 
(産後ケア事業)
第５章２-３(19) 

健康課 

妊産婦訪問指導 

妊娠届出時の面談で孤立した育児に陥るな

ど育児が困難になることが予測される妊婦や

妊婦健診未受診の妊婦に対し安心して妊娠期

を過ごせるよう、保健師や助産師が電話や家

庭訪問を行い、個々の妊娠経過に応じたきめ

細やかな相談支援を実施します。 

必要な家庭への
訪問実施率 

…100％ 
健康課 

不妊不育治療の 

支援の充実 

不妊不育治療の経済的負担の軽減を図るため、不妊不育治療に

要する費用の一部を助成します。また、県の不妊相談センターの

紹介や医療機関と連携を図り不妊不育に関する相談に応じます。 

健康課 

 

  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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Ⅱ 乳幼児期の支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児期は、 こ ども の健やかな成長や正し い生活習慣づく り の基礎と なる重要な時期です。 し

かし 、 核家族化や親の就労形態の多様化などにより 、 親の子育てに対する精神的、 身体的、 さ ら

に経済的な負担感や不安感は増大し ています。  

こ れら に対応するため、 子育て家庭の多様な就労形態や保育ニーズに対応し た教育･保育サー

ビスの提供や、 地域の子育て支援体制の強化を図り ます。  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

（１）幼児期の教育･保育の充実 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

幼児教育の質の向上 

研修や他の幼稚園との交流を通じて、

幼児教育関係者の資質の向上を図るとと

もに、幼児教育に対する地域の理解を深

められるよう、情報提供や交流、教育成果

の発表の場づくりなど開かれた園づくり

を進めます。 

乳幼児教育専門講座 
開催…１回 

教育研究所 

学校教育課 

Ⅱ 乳幼児期の支援

子育て家庭の多様な就労形態や保育ニーズに対応できるよう、乳幼児期の教

育･保育サービスが充実している。 

めざす姿 

（１）幼児期の教育･保育の充実 

（２）多様な保育サービスの提供 

（６）経済的負担軽減の支援 

（５）子育てに関する学習の機会と仲間づくりの支援 

（３）幼稚園･保育所等と小学校との連携 

（４）乳幼児の健康管理の支援 
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個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

保育所における 

保育の充実 

保育所における自己評価を推進すると

ともに、保育士などの資質･専門性向上の

ため、保育所内外の研修に積極的に取り

組みます。また、幼稚園や私立園との合同

研修の機会を設けます。 

研修会開催回数 
…10 回 

（幼稚園及び私立園
との合同研修含む） 

保育課 

幼稚園･保育所の 

認定こども園化の 

支援 

既設の認定こども園における状況を十分検証しながら、市内

全体の教育･保育施設の適正配置を考慮しつつ、地域の状況に

応じて認定こども園化を検討します。また、私立施設の認定こ

ども園化の意向を尊重し、認定こども園に関する情報提供や助

言を適宜行うなどにより移行を支援していきます。 

保育課 

学校教育課 

教育総務課 

保育料の適正化 
経済状況などを勘案し、多子世帯やひとり親世帯に配慮した

保育料を設定します 
保育課 

実費徴収に係る 

補足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況などを勘案

し、幼稚園を対象に保護者が支払う給食

費の副食費相当額の費用を助成します。 

対象世帯への支給率 
…100％ 

【確保方策】 
(実費徴収に係る補
足給付を行う事業) 
第５章２-３(12) 

教育総務課 

 
 
（２）多様な保育サービスの提供 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

一時保育事業 

（預かり保育） 

の充実 

保護者のニーズに応じるために、公立

幼稚園の実情にあった預かり保育を実施

します。 

また、一時的に保育が必要となったこ

どもを保育所などにおいて預かるサービ

スの充実を図ります。 

公立幼稚園での 
預かり保育実施率 

…100％ 

一時保育実施か所数 
…９か所 

【確保方策】 

(一時預かり事業) 
第５章２-３(２) 

教育総務課

保育課 

子育て短期支援事業

（ショートステイ） 

一時的に児童の養育が困難になった家

庭へ子育て短期支援事業（ショートステ

イ）の適切な提供を実施します。 

実利用人数…12 人 

【確保方策】 
(子育て短期支援事業) 

第５章２-３(３) 

福祉総合支
援センター 

延長
*
･休日保育の 

充実 

保護者ニーズを満たす延長・休日保育

の提供体制を維持し、サービスの充実を

図ります。 

延長保育実施か所数 
…12 か所 

休日保育実施か所数 

…２か所 

【確保方策】 
(延長保育事業) 
第５章２-３(４) 

保育課 

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 



 

48 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

病児･病後児保育 

の充実 

子育て世帯の仕事と子育ての両立を支

援するため、病児・病後児の保育環境を確

保し、安心して子育てができる環境の整

備を進めます。 

実施か所数…１か所 

【確保方策】 
(病児･病後児保育
事業) 
第５章２-３(５) 

子育て応援課 

ファミリー･サポー

ト･センター*事業の

充実 

安定した預かりサポートの提供につな

げられるよう提供会員数の確保に努めま

す。また、多様な需要に応えられるよう体

制を整えるとともに、利用時の利便性の

向上を図ります。 

会員数（提供会員･
両方会員の合計） 

…80 人 

【確保方策】 
(ファミリー･サポー
ト･センター事業) 
第５章２-３(６) 

子育て応援課 

こども誰でも通園 

制度
*
 

令和８年度から開始されるこども誰で

も通園制度について、地域のニーズを把

握した受け入れ施設数を確保できるよ

う、公私立施設との調整を行います。 

【確保方策】 
乳児等通園支援事

業（こども誰でも通
園制度） 
第５章２-３(18) 

保育課 

 
 
 
 
 

就学前児童の保護者へのアンケート 調査によると 、 こ れまでに、 希望し た時期に、

希望し た保育サービ スを 「 利用でき なかっ た」 と 回答し ている 人が７ 人に１ 人程度

（ 13. 6％） みら れます。 平成 30 年度の前回調査と 比較すると 、「 利用でき た」 割合は

やや増加し ているも のの、「 利用でき なかっ た」の回答割合には大き な変化はみら れず、

さ ら なる保育サービスの充実が必要です。  

 

 
 
 
 
 
 
  

52.1 13.6 34.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前保護者

n=853

利用できた 利用できなかった 利用希望はなかった

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（３）幼稚園･保育所等と小学校との連携 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

幼稚園・保育所等と

小学校との連携強化 

幼稚園･保育所等と小学校との連携強

化を図り、途切れのない支援を行います。

また、幼稚園・保育所等と小学校との交流

の場の充実に努めます。 

幼稚園･保育所等と
小学校との情報交
換･交流…100％ 

学校教育課 

保育課 

 
 
 
（４）乳幼児の健康管理の支援 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

赤ちゃん訪問の充実 

新生児や生後４か月までの乳児のいる

家庭へ保健師などの専門職が訪問指導を

実施し、子育てを支援します。特に子育て

の負担を感じ支援が必要な家庭には継続

した支援を行います。 

必要な家庭への訪問 
実施率…100％ 

【確保方策】 

(乳児家庭全戸訪問
事業) 
第５章２-３(７) 

健康課 

乳幼児の健康教室 

子育て支援センターにおいて、受講者

の意見等を取り入れながら、子育てに関

する各種講座を開催します。 

講座受講者数 
…7,500 人 

保育課 

こどもの病気や健康に関する正しい知

識を普及します。また、要請に応じて、保

健師、栄養士、歯科衛生士等の専門職によ

る健康教室を開催します。 

子育て支援センター

での乳幼児の健康教

室実施回数…14 回 
健康課 

乳幼児の健康診査・ 

訪問指導 

乳児期・幼児期に各種健診を実施します。健診の結果継続

観察が必要なこども、未受診者などを対象に、保健師が家庭

訪問を実施します。 

健康課 

 
  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（５）子育てに関する学習の機会と仲間づくりの支援 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

子育て支援センター 

の充実 

こどもを連れて集まり子育てに関する

相談や仲間づくりが行える場として、子

育て支援センターのさらなる事業の充実

を図ります。また、各子育て支援センター

の利用者増に向け、遊具等の充実を図り

ます。 

子育て支援センター 
設置か所数…６か所 

【確保方策】 

(地域子育て支援拠
点事業) 
第５章２-３(８) 

保育課 

子育てサークルの 

育成･支援 

子育て支援センターや各地域の保育所が主体となって、仲間

づくりができる子育てサークルの立ち上げや運営の支援を行

います。 

保育課 

乳幼児期の家庭での

教育に関する意識の 

向上 

乳幼児期の家庭での教育の重要性を認

識し、より良い親のあり方について、幼稚

園･保育所等や子育て支援センター、生涯

学習センター等における育児教室･相談

などの機会を通じて、親としての意識を

高めます。 

家庭教育を応援す

るための講座数及
び参加人数 

…15 講座 150 人 

社会教育課 

学校教育課 

保育課 

乳幼児の事故予防 

新生児訪問や幼児期の健診や教室などのあらゆる機会にお

いて、年齢に応じた具体的な事故予防対策についての学習機会

を提供します。 

健康課 

園庭開放の活用 
幼稚園･保育所等の開所時間を利用した園庭開放を活用し

て、親同士の仲間づくりを推進します。 

学校教育課 

保育課 

 
 
 

（６）経済的負担軽減の支援 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

児童手当 

子育て家庭の経済的負担を軽減し、こどもの健全な成長を支

援するため、18 歳到達後最初の年度末までの児童を養育する

家庭に手当を支給します。 

子育て応援課 

チャイルドシートの 

一時レンタル事業 

こどもの安全を守り、家族での子育て

を応援するため、こどもの急な預かりや

急病に伴う通院、市外からの家族の帰省

の際などに、緊急・一時的な利用をサポー

トします。 

利用者数…100 人 子育て応援課 

親子３人乗り自転車 

のレンタル事業 

こどもの保育所や幼稚園などへの送り

迎えや外出時の利便性を向上させるとと

もに、経済的負担を軽減するため、親子３

人乗り自転車のレンタルを実施します。 

レンタル利用率 
…100％ 

子育て応援課 

  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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Ⅲ 学童期・思春期の支援 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学童期は、 多く の人と の交流や集団生活･活動を通じ て社会性や自主性を身につける重要な時

期です。 また、 いじ めや不登校など、 こ ども の心のケアや心の教育が求めら れる時期でも あり ま

す。  

思春期は、 家族への愛情を理解すると と も に、 人間性を高め、 次世代の親と し て自立し ていく

ための重要な時期です。  

学童期から 思春期については、 こ ども の居場所づく り に取リ 組み、 こ ども の健全育成活動を推

進すると と も に、 学校教育における教育･指導内容を充実さ せ、 次世代の親と なるための基礎づ

く り を支援し ます。  

 

 
 

 

 
 
 
 
  

Ⅲ 学童期・思春期の支援

全てのこどもが安心･安全に活動できる場があり、学校生活や地域活動を

通じて、「豊かな人間性」を育む環境が整っている。 

めざす姿 

（１）学童期･思春期のこどもの居場所の確保 

（６）家庭・地域・学校の連携 

（５）社会参画の促進 

（４）豊かな人間性の育成 

（３）基本的な生活習慣の形成 

（２）学校教育の充実 

（７）非行・犯罪への対策とこども・若者への支援 

（８）特に配慮が必要なこども・若者への支援 

（９）次世代の親の育成 
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（１）学童期･思春期のこどもの居場所の確保 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

放課後児童クラブ 

の充実 

放課後に保護者のいない家庭の小学生

を対象とする放課後児童クラブ事業の充

実に努め、仕事と子育ての両立できる環

境づくりを進め、放課後児童の居場所を

確保します。 

また、放課後児童支援員等が保育に関

する有益な研修等を受講できるよう取り

組み、保育の質の向上を図ります。 

利用充足率…100％ 

【確保方策】 
(放課後児童健全育
成事業) 
第５章２-３(９) 

子育て応援課 

放課後子ども教室
*
 

の充実 

放課後児童クラブ･放課後子ども教室

の運営等に関わる実務者と連携を図り、

地域の方々の参画を得ながら、特別な配

慮を必要とする児童への対応を含め、放

課後子ども教室の充実及び計画的な実施

を行います。 

また、各小学校等と学校施設の活用に

ついて調整を行い、小学校の余裕教室や

公共施設などを活用します。 

実施日数…100 日 社会教育課 

放課後児童クラブ 

及び放課後子ども 

教室の校内交流型
*
 

による事業実施 

校内交流型事業の実施に係る地域への

説明と協力依頼を行い、地域の方々の参

画を得ながら事業を実施します。 

事業実施か所 
…５小学校区 

社会教育課 

子育て応援課 

児童館事業の充実 

児童が興味を持つイベントを実施し、施設内遊具を充実する

など、児童館・児童センターの機能強化を図ります。また、地

域住民や地域の各種団体と協力したイベントを企画実行し、地

域と連携した施設づくりを進めます。 

子育て応援課 

中学生･高校生が 

自主的に活動できる 

場の提供 

地域の児童館等における青少年の受け入れと活動支援を推

進するとともに、世代間交流や各種イベントを通じて、青少年

が活動できる場を提供します。 

社会教育課 

子育て応援課 

こども食堂
*
の推進 

地域の団らんの場所であるこども食堂について、さまざまな

機会を捉えて情報発信し、こどもの居場所づくりの取組を推進

します。 

子育て応援課 

 
  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（２）学校教育の充実 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

地域・関係機関と 

学校の連携強化 

地域・関係機関と学校が相互理解を深め、支援しあえるよう

学校開放デーを計画する、学校評議員から意見を聞く、保護者

アンケートの結果を公表する、学校保健委員会を活用するな

ど、開かれた学校づくりに努めます。また、市内の中学校にコ

ミュニティ・スクール
*
を導入します。 

学校教育課 

体験的活動の充実 

地域とのふれあい活動、自然や環境に関する活動、文化体験

の活動、ボランティア活動など、地域の協力も得ながら体験活

動の充実をめざします。 

学校教育課 

小学校低学年を対象に、バスの乗り方や車内でのマナーなど

を学ぶ教室を開催します。バスの乗車体験を通じて、地域公共

交通への興味や理解を深めることをめざします。 

交通政策課 

心の教育の推進 

道徳や人権学習の時間だけでなく、教

科や特別活動の時間を含めたあらゆる教

育活動を通じて、地域と連携した体験活

動を取り入れるなど、「心の教育」を推進

します。 

教育講演会…１回 

教職員研修講座 
…15 回 

乳幼児教育専門講座 
…１回 

出前講座『情報モラル
教育等』開催…50回 

教育研究所 

こどもの心のケア 

の充実 

子育ての悩み、不登校、いじめ、学校生活のことなどの不安

について、こどもやその保護者に対するカウンセリングや相談

など、学校と関係機関が連携し、状況に応じたきめ細かなケア

ができる体制を整備します。 

また、子ども家庭支援ネットワーク
*
を通じた関係機関との

連携、こどもやその保護者に対する相談支援を実施します。 

教育研究所 

福祉総合支
援センター 

不登校対策の推進 

不登校児童生徒の社会的自立をめざし

た総合的な支援として、教育支援センタ

ーNEST を中心に、不登校の要因や支援方

法の研究、不登校のこどもに対する相談

や家庭訪問、専門家によるカウンセリン

グ及びスポーツなど体験活動を通じた心

のケア、保護者に対する啓発活動など、総

合的な対策を実施します。 

小学校に別室(ねすとルーム）を設置

し、支援員（ねすとルームサポーター）を

配置することで、増加する不登校傾向児

童への多様な居場所づくりの確保と早期

対応をしていきます。 

NEST 未来サポート 
研修会…２回 

子ども未来サポート
会議…２回 

ホッと Line NEST 
…２回 

教育研究所 

 
 

  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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小学生の保護者へのアンケート 調査によると 、 家庭で大切にし ているこ と は「 家族

や他人を思いやり 、 やさ し く するこ と 」、 学校で大切にし てほし いこ と では「 あいさ つ

やお礼をき ちんと 言えるこ と 」 が最も 多く なっ ています。 教育に対する家庭の意識や

期待の変化も 見据えながら 、 こ れら に応えていく こ と が必要です。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）基本的な生活習慣の形成 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

食育推進事業 

「伊勢市食育推進計画」に基づき、こど

も・若者が生涯にわたって健全な心と身

体を培い、豊かな人間性を育む基礎を作

り、将来にわたって健康に生活していけ

るよう、家庭、地域との連携を図りつつ食

育を推進します。 

毎日朝食を食べてい
る児童生徒の割合 
小学校…98.0% 
中学校…95.0% 

学校教育課 

禁煙・受動喫煙防止 

啓発 

禁煙、受動喫煙防止の啓発を目的に、小学生とその保護者を

対象にリーフレットを配布し、小学校の授業での活用や保護者

に対し、知識の普及や理解の促進を図ります。 

健康課 

  

22.2

22.2

9.1

6.9

2.4

0.3

12.7

1.3

0.3

22.3

0.3

12.7

22.3

11.6

16.1

3.4

2.1

8.7

1.4

0.6

20.5

0.3

0.3

10.6

13.3

12.7

12.7

4.8

7.5

12.5

5.9

1.6

16.9

1.3

0.2

45.5 

57.8 

33.4 

35.7 

10.6 

9.9 

33.9 

8.6 

2.5 

59.7 

1.6 

0.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

①規則正しい生活態度を身につけること

②あいさつやお礼をきちんと言えること

③他人に迷惑をかけないようにすること

④善悪の判断力をつけること

⑤栄養に気を付けた食事をとること

⑥ものを大切にすること

⑦のびのびと育て、自主性や意欲・

個性を伸ばすこと

⑧その子にあった学習をさせること

⑨勉強以外のスポーツや芸術の面で

才能を伸ばすこと

⑩家族や他人を思いやり、やさしくすること

⑪高い学習能力を身につけること

⑫その他

【 家 庭 】 １位 ２位 ３位

小学生保護者 n=623

18.8

22.8

7.4

6.3

0.5

0.2

14.6

7.4

0.8

19.1

1.6

0.6

7.9

21.0

13.0

14.1

2.4

2.7

12.2

9.6

2…

11.6

2.6

0.2

7.4

9.6

14.6

11.9

2.7

6.6

14.0

9.0

4.0

14.0

6.1

0.2

34.1 

53.4 

35.0 

32.3 

5.6 

9.5 

40.8 

26.0 

7.5 

44.7 

10.3 

1.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

【 学 校 】

小学生保護者 n=623

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（４）豊かな人間性の育成 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

人権教育子ども輝き

プラン総合推進事業 

すべての学校で人権教育の課題を明確にし、指導体制を確立

して、その推進を図ります。また、こどもたち一人ひとりを大

切にする教育を充実させるとともに、指導内容を研究し、人権

感覚の醸成を図ります。 

学校教育課 

児童生徒教育活動 

支援事業 

自然や環境、伝統文化、福祉やボランティア等に関する体験

学習など、創意工夫を生かした学習活動を通して、こどもが自

然を大切にする心や他者を思いやる優しさ等、豊かな心を育む

ことを目的とする取組を支援します。 

学校教育課 

郷土教育の推進 

各小中学校において、こどもたちが地

域の自然や環境、歴史、文化、伝統行事等

について興味を持って学び、地域社会の

一員としての自覚や、郷土に対する誇り・

愛情を育み、受け継がれてきた伝統や文

化への関心が高まるよう、副読本・歴史資

料の効果的な活用を呼びかけ、郷土教育

の推進を図ります。 

地域の自然や歴史、
文化、伝統行事等に
関する学習を行っ
ている小中学校の
割合…100％ 

教育研究所 

次世代のための 

文化芸術推進事業 

こどもたちに芸術・文化活動の楽しさ

や素晴らしさを知る機会を提供すること

で、豊かな心と感性を育み、次世代に文化

を継承すること等を目的に、文化芸術体

験講座や伊勢市短詩型文学祭などの各種

事業を実施します。 

文化芸術体験講座 

…80 講座 
文化政策課 

学校等における 

男女共同参画教育 

の推進 

性別にかかわりなく個性と能力を発揮できるように、こども

の頃からの学習や学校等における教育活動全体を通じて、性別

にとらわれない生き方や働き方を示す等、男女共同参画につい

て学ぶ機会の提供に努めます。また、日常的にこどもたちと多

くの時間を過ごす教職員等や保護者においても男女共同参画

意識が高まるよう、研修等の取組を進めます。 

学校教育課 

 
 

  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（５）社会参画の促進 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

伊勢市ボランティア

活動推進事業 

市民が主体的に地域課題を把握し、課

題を解決するための地域づくりの支援の

充実を図ります。 

夏休みちょこっと
福祉体験

*
の参加者

数（実人数）…90 人 

福祉総合支
援センター 

明るい選挙啓発の 

推進 

明るい選挙及び公正な選挙の実現をめ

ざすとともに、有権者の政治意識の高揚

と投票率の向上を図るため、小学生・中学

生・高校生のポスター作品のコンクール

を開催し、啓発に努めます。 

ポスターコンクール
作品数…120 件 

選挙管理委
員会事務局 

いせミライプロジェ

クト推進事業 

地域活動人口の増加につなげるため、高校生が自らまちづく

り活動を行う事業を実施します。 
市民交流課 

主権者教育連携事業 

未来の有権者に選挙に関心を持っても

らうため中学校の生徒会役員選挙の協力

の他、高校での出前授業や模擬投票を開

催します。 

中学校…３校 
高校…３校 

選挙管理委
員会事務局 

こども・若者の意見

表明・社会参画の 

取組 

こども・若者が安心して意見を述べる場や機会を提供し、社

会づくりに参画できるよう取り組みます。 
子育て応援課 

 
 
 
 

（６）家庭・地域・学校の連携 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

青少年健全育成推進

事業（市民会議） 

青少年の保護及び健全な育成のため、

広報・啓発及び調査研究等、青少年健全育

成の推進に必要な事業を伊勢市青少年育

成市民会議に委託し、各中学校区単位で

組織された青少年健全育成協議会による

地域に密着した青少年健全育成活動を支

援します。 

青少年健全育成に
関わる方を対象に

した研修会を年１
回開催する。 

社会教育課 

いじめ防止の取組 

各校に「伊勢市いじめ防止基本方針」の周知を図り、「伊勢市

いじめ問題対策連絡協議会」「伊勢市いじめ問題対策委員会」を

設置し、いじめの未然防止と早期発見、いじめが起きた際の対

処を迅速に行えるように取り組みます。 

学校教育課 

 
 

  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（７）非行・犯罪への対策とこども・若者への支援 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

青少年健全育成推進

事業（相談センター） 

こどもたちが安心安全に外出できるよ

う青色回転灯車両によるパトロールを行

い、不審者対策に努めます。 

また、伊勢市青少年相談センターを設

置し、青少年の非行について早期発見、早

期指導及び青少年に関する相談並びに情

報の収集などを行います。さらに、関係機

関及び団体等との協力体制を確立し、合

同活動の拠点として青少年の非行防止を

図り、健全な育成に寄与することを目的

に運営を行います。 

週１回（小学校の長
期休業中を除く） 

社会教育課 

社会を明るくする運

動（再犯防止の推進） 

法務省の主唱により、伊勢保護司会、伊

勢市更生保護女性会、その他関係機関な

どで構成される推進委員会が、毎年７月

を中心に青少年の非行・被害防止と罪を

犯した者の更生、援助のための地域活動

について、広く市民の理解と協力を得る

ことを目的に啓発活動を実施します。 

市内小中学校へ作文
コンテスト依頼件数 

…全校 
福祉総務課 

 
 
 

（８）特に配慮が必要なこども・若者への支援 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

学校生活支援事業・

学校教育支援事業 

特別支援教育
*
の充実のため、特別支援学級や通常学級に在

籍するこどもたちの生活面や学習面の支援を行う学習支援員

や医療的ケア
*
を行う看護師を配置し、個に応じたきめ細かな

教育体制づくりを推進します。また、教育支援ボランティアを

配置し、こどもたちの学習支援や日本語の指導、図書館運営、

部活動などの支援を行い、教育活動の充実を図ります。 

学校教育課 

 
 

  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（９）次世代の親の育成 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

キャリア教育の推進 

様々な教育活動にキャリア教育の視点を取り入れ、こどもた

ちが自分の将来に夢や目標を持ち、働くことや職業についての

理解を深めることができるようにします。また、地域･企業等と

連携して職場講話、職業体験等の学習を進めます。 

学校教育課 

学生に対してオープンカンパニー
*
や

就業体験機会の場を設けます。また、大

学生等が市内企業のインターンシップに

参加した際、交通費と宿泊費に対して補

助を行います。 

インターンシップ 
参加奨励補助…30件 

商工労政課 

 
 
 

  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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Ⅳ 若者（青年期）への支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青年期は、 肉体的・ 心理的・ 社会的変化が著し い一方で、 個人と し ての自立に向けた重要なス

テッ プを踏む期間であり 、 社会全体でこ ども・ 若者の成長を支えるよう な取組や環境整備が重要

と なり ます。  

若者（ 青年期） への支援については、 教育・ キャ リ ア・ 生活スキル指導、 心理ケア、 健康管理

の支援等を行い、 困難を抱える者に対し き め細やかな支援を行い、 社会全体で若者の成長を支え

る環境を整備し ます。  

 
 
 
 
 
 
 
 

（１）社会参画・社会貢献の促進 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

皇學館大学 CLL 活動

との連携 

皇學館大学生が地域課題解決を体験的に学ぶ CLL 活動
*
の場

を提供し、地域の課題を自らの課題として捉え行動できる若者

の養成を支援します。 

企画調整課 

地域スポーツへの若

者の参画 

インクルーシブスポーツ
*
や市内小中学生を対象としたスポ

ーツ教室において、皇學館大学と連携し、学生自らが企画･運営・

指導する場を提供することで、若者の社会的自立に寄与します。 

スポーツ課 

自主グループ等への

支援（おはなし会） 

大学生等の読み聞かせ等を行う自主グループが図書館や児

童館などで活動が行えるよう活動場所の提供を行い、ボランテ

ィアの育成を図ります。 

社会教育課 

子育て応援課 

こども・若者の意見

表明・社会参画の 

取組   【再掲】 

こども・若者が安心して意見を述べる場や機会を提供し、社

会づくりに参画できるよう取り組みます。 
子育て応援課 

Ⅳ 若者（青年期）への支援

全てのこども・若者が、青年期に社会的自立を果たすことができる めざす姿 

（１）社会参画・社会貢献の促進 

（２）就労支援 

（３）障がいのある若者への支援 

（４）ひきこもり支援 

（５）出会いや結婚への支援 
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（２）就労支援 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

伊勢市若者就職総合

支援業務 

若者向けの就業支援のため、いせ若者就業サポートステーシ

ョンと連携し、心理カウンセリングや事業所見学会などを実施

することにより、若年無業者（ニート）の支援に努めます。 

商工労政課 

女性の就労・能力 

開発のための支援 

働く女性や就職を考えている女性を対象に、就職に必要な知

識やスキル等を学習するセミナーを開催します。 
商工労政課 

就業体験促進事業 

地域企業への就業体験を支援することで、学生に地域企業の

魅力を伝えるとともに、当地域への関心を高めてもらうことを

目的に、他市町と連携した取組を行います。 

商工労政課 

 
 

（３）障がいのある若者への支援 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

障がい者雇用の啓発 

企業と障がいのある人との相互理解を深めるきっかけづく

りを目的として、ハローワーク（公共職業安定所）と連携しな

がら、障がい者と企業の交流会（企業向けセミナー）や合同企

業説明会を開催します。 

商工労政課 

福祉施設等から一般

就労
*
への移行等 

就労移行支援事業等を通じて一般就労への移行を推進する

とともに、一般就労への定着支援の促進を図ります。 

高齢・障が
い福祉課 

 
 

（４）ひきこもり支援 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

ひきこもり支援推進

事業 

社会参加をするための第一歩となる居

場所「フリースペースこだま」を運営し、

こころに不安を抱えた方とその家族が安

心して過ごすことができる居場所を提供

します。 

参加延べ人数 

…250 人 
福祉総合支
援センター 

 
 

（５）出会いや結婚への支援 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

出会い・結婚支援事

業 

三重県や周辺市町と連携し、出会いや結婚に関する情報提供

などを行うとともに、ライフプランセミナーなどを実施しま

す。 

市民交流課 

  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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Ⅴ 妊娠期から青年期を通しての支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

妊娠期から 青年期を通し ての支援は、 子育て家庭やこ ども・ 若者がいる家庭が抱える個々の事

情に応じ た相談支援を行い、 悩みや不安の解消に努め、 家庭の状況やこ ども の特性にあわせて適

切な支援を行っ ていきます。 また、 こ ども が事件や事故の被害にあわないよう 、 地域での安全対

策に取り 組みます。  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Ⅴ 妊娠期から青年期を通しての支援

子育て家庭が働きやすい環境が作られ、各種相談事業が充実し、関係機

関の連携により養育環境の改善が必要な家庭や、特別な支援が必要なこど

もの健全育成のための支援や、虐待防止の取組が充実している。 

めざす姿 

（１）子育て家庭の職業生活と家庭生活との両立支援 

（２）要支援児童と家庭への支援 

（３）障がいのあるこどもと家庭への支援 

（４）こどもの貧困の解消に向けた対策の充実 

（５）ひとり親家庭への支援の充実 

（６）健康づくりの推進 

（７）人権啓発・男女共同参画の推進 

（８）地域で取り組む交通安全と防犯対策 

（９）相談支援・情報提供の充実 
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（１）子育て家庭の職業生活と家庭生活との両立支援 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

ワーク・ライフ・ 

バランスの促進 

男女がともに安心して働き続けること

ができるよう仕事と育児・介護との両立

に関する情報提供を行うとともに、長時

間労働の削減に向けた啓発等、企業等に

おける両立支援の取組を促進します。 

男女共同参画推進
事業者表彰制度に

よる受賞企業等の
数…29 社 

市民交流課 

男性の家事や育児へ

の参加啓発 

男性の家事や育児に対する関心を高

め、積極的に参画することを啓発します。 

また、子育て支援センターにおける父

親を対象とした講座を実施します。 

－ 市民交流課 

子育て支援センター

における父親対象講

座実施回数…７回 

保育課 

育児休業の取得促進 
関係機関と連携して育児休業制度の周

知に努めます。 
随時 

商工労政課 

市民交流課 

 

 
 
就学前児童の保護者へのアンケート 調査によると 、育児休業の取得状況は、母親では「 取

得し た（ 取得中である）」 が約６ 割、 父親では「 取得し ていない」 が８ 割弱で最も 多く なっ

ています。前回調査と 比較すると 、母親では「 働いていなかっ た」が 11. 3 ポイ ント 減少し 、

「 取得し た（ 取得中である）」 が 17. 0 ポイ ント 増加、 父親では「 取得し ていない」 が 7. 2

ポイ ント 減少し 、「 取得し た（ 取得中である）」 が 13. 2 ポイ ント 増加し ています。 男女と も

に、 育児休業を取得し やすい職場環境づく り の更なる促進が期待さ れます。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

31.9

43.2

59.7

42.7

8.3

13.1

0.1

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前母親

今回 n=853

就学前母親

前回 n=862

働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない 無回答

1.2

1.1

18.6

5.4

77.5

84.7

2.7

8.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前父親

今回 n=853

就学前父親

前回 n=830

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（２）要支援児童と家庭への支援 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

養育支援訪問事業 

養育支援が必要な家庭に対して、保健

師等が家庭訪問を実施し、関係機関と連

携を取りながら育児支援を行います。 

必要な家庭への訪問
実施率…100％ 

【確保方策】 
(養育支援訪問事業) 
第５章２-３(10) 

健康課 

外国人在住者への 

支援･配慮 

外国人在住者の幼児の保育所･幼稚園等への受け入れについ

て、関係者で情報共有に努めるとともに、事業者や保育士等を

対象に、外国語対応の支援や配慮等に関する研修の実施や補助

事業の活用など、必要に応じて検討します。 

保育課 

児童虐待防止の支援

の充実 

伊勢市子ども家庭支援ネットワークを

構成する各関係機関が連携し、支援の必

要な家庭の把握や、家庭児童相談員･保健

師等による家庭訪問、子育てサービスの

提供などの実施により子育て環境の改善

と負担軽減を図り、虐待の未然防止と家

族の養育機能の再生･強化に努めます。 

また、広報、リーフレット配布などによ

り児童虐待防止に係る市民の意識向上に

努め、こども家庭センターによる相談支

援体制の充実を図ります。 

児童虐待防止関連
啓発チラシ配布回数 

…年２回 

「189」および LINE
相談周知…各 1回 

福祉総合支
援センター 

健康課 

こどもの自立に向け

た支援 

里親や児童養護施設
*
等を退所するこどもが安定した生活が

送れるよう、関係機関と連携し自立に向けた支援を行います。 

また、児童相談所や関係機関と連携し、里親の開拓や支援に

つながる普及啓発を行います。 

福祉総合支
援センター 

多胎育児
*
家庭への 

支援 

多胎妊婦が安心して出産できるよう妊娠出産支援事業による

サポートを行います。また、多胎育児の負担感や孤立感の軽減の

ため、養育支援訪問事業の利用促進等適切な支援につなげます。 

健康課 

メンタルパートナー
*

の養成 

身近な地域で支え手となるメンタルパートナーを養成する

ための講座を、市民や関連職種等を対象に実施し、メンタルパ

ートナーの役割を担う人材の育成に努めます。 

健康課 

子育て世帯訪問支援

事業 

家事・育児等に対して不安や負担を抱え

る子育て家庭等を早期に発見できる体制

づくりに努めるとともに、支援の必要な家

庭に対し、家事・育児等の支援を実施する

ことにより家庭や養育環境を整え、虐待リ

スク等の高まりを未然に防ぎます。 

【確保方策】 
(子育て世帯訪問支
援事業) 
第５章２-３(14) 

福祉総合支
援センター 
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個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

児童育成支援拠点 

事業 

養育環境に課題を抱える、家庭や学校

に居場所のない児童等に対して居場所と

なる場を開設し、児童とその家庭が抱え

る多様な課題に応じ、包括的な支援を提

供することで虐待リスク等の高まりを未

然に防ぎます。 

【確保方策】 
(児童育成支援拠点
事業) 

第５章２-３(15) 

福祉総合支
援センター 

親子関係形成支援 

事業 

親子の再統合
*
には、丁寧で隙間のない

支援が求められ、支援を行う職員の人材の

育成と継続的な支援を行える体制を構築

していく必要があります。そのため、子育

て支援に携わる職員が、保護者支援プログ

ラムを用いて親子再統合支援を進めてい

くため、子育てについてのアドバイスがで

きるよう人材育成を行っていきます。 

【確保方策】 
(親子関係形成支援
事業) 
第５章２-３(16) 

福祉総合支
援センター 

 
 

アンケート 調査によると 、自身がこ ども に対し て虐待をし ていると 感じ たこ と が「 ある」

と の回答は、就学前児童の保護者では 6. 5 人に１ 人（ 15. 5％）、小学生の保護者では５ 人に

１ 人（ 20. 4％） 程度と なっ ており 、「 ある」 場合の状況と し ては、 就学前児童の保護者・ 小

学生の保護者と も に「 必要以上に大き な声で叱っ ている」 が９ 割超と 最も 多く なっ ていま

す。 児童虐待は身近に起こ り 得る問題であるこ と を意識し 、 支援につなげていく こ と が必

要です。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

43.9

93.9

1.5

0.0

0.0

3.8

4.5

40.9

90.6

0.8

0.8

0.0

2.4

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもをたたいたり、つねったりする

必要以上に大きな声で叱っている

食事を長時間与えない、

長時間放置する

病気になっても病院へ連れていかない

子どもの身体に青あざや傷がある

子どもが大人を見ておびえる

その他

就学前保護者 n=132

小学生保護者 n=127

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（３）障がいのあるこどもと家庭への支援 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

特別支援教育の推進 

小･中学校において、障がいのあるこどもを受け入れる施設

設備や個に応じた支援が必要な児童･生徒のための特別支援教

育の充実に努めるとともに、巡回相談員を派遣し、特別な支援

の必要なこどもを対象にその支援方法等の助言を行います。 

学校教育課 

障がいのあるこども

の教育･保育の充実 

障がいのあるこどもが幼稚園や保育所で障がいのないこど

もと同様に教育･保育サービスを受けられるよう、医療、保健、

福祉の各関係機関が連携し、設備や器具の整備の充実や教員の

加配
*
、支援員の配置など、受入状況に応じた教育･保育の環境

整備を推進します。 

保育課 

教育総務課 

障がいのあるこども

と家庭への支援 

障がいや発育・発達に心配のあるこども一人ひとりが、その

発達段階に応じた適切な支援を受けることができ、保護者の思

いや願いに寄り添い、地域で安心して子育ち・子育てができる

よう支援を進めていきます。また、障害児相談支援や障害児通

所支援の提供体制の確保に努めます。 

こども発達
支援室 

健康課 

高齢・障が
い福祉課 

保育課 

医療的ケア児への 

支援 

相談支援や関係機関等が共通の理解に基づき、医療的ケア児

とその家族に寄り添う総合的な支援体制の構築を図るととも

に、家族の休息時間の確保や介護負担の軽減、緊急時の支援等

の体制整備を進めます。 

医療が必要な障がいのあるこどもが入所している保育所等

に、加配補助員、看護師等を配置するとともに、児童が利用し

ている訪問看護ステーションの看護師を保育所等に派遣し、児

童、保育所職員へ医療的ケアの専門指導支援を行います。また、

私立園において、医療的ケア児の受け入れに対し、必要な支援

を行います。 

高齢・障が
い福祉課 

保育課 

 
 

  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（４）こどもの貧困の解消に向けた対策の充実 

国では平成 26 年１ 月に現在の「 こ ども の貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」 が

施行さ れ、 同年８ 月に現在の「 こ ども の貧困の解消に向けた対策に関する大綱」 が閣議決定さ

れまし た。 それら の動きを踏まえ、 本市でも 各分野での連携を図り 、 総合的な対策が推進でき

るよう 、 こ ども の貧困の解消に向けた対策についての計画を本項目にまと めています。  

①  教育の支援  
⚫ 家庭の経済的状況に左右さ れるこ と なく こ ども が学習できる環境を整備し ます。  
 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

生活困窮家庭学習･

生活支援事業 

生活保護･生活困窮家庭への訪問等に

より、こどもの生活･育成環境の改善、教

育及び就労(進路選択等)に関する情報提

供、助言や関係機関との連絡調整等を行

います。 高校等への進学率 
…100％ 

生活支援課 

福祉総合支
援センター 

低所得世帯のこども

への学習支援の充実 

低所得世帯の小中学生への学習機会の

確保や中学生を対象とする学習塾費用へ

の助成を実施し、家庭の経済状況による

教育格差の縮小を図ります。 

福祉総合支
援センター 

子育て応援課 

 

②  生活の支援  
⚫ 生活困窮状態から の早期脱却を図り ます。  
 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

生活困窮者自立相談

支援事業 

生活保護に至らない生活困窮家庭の相談に応じ、困窮状態か

らの早期脱却を図り、かつ将来の貧困の連鎖を防止するため

に、包括的な支援を提供します。 

福祉総合支
援センター 

 
 
 

③  保護者への就労支援  
⚫ 就労支援を通じ て子育て家庭の経済的安定を図り ます。  
 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

生活保護受給者等 

就労自立促進事業 

生活保護･児童扶養手当･住居確保給付

金の各受給者ならびに生活困窮者を対象

に、労働局･ハローワークと地方公共団体

（福祉事務所等）の各機関が連携し、効果

的･効率的な就労支援を実施します。 

就職率（住居確保給
付金受給者）…85％ 

就職率（生活困窮者） 
…55％ 

福祉総合支
援センター 

生活支援課 

子育て応援課 

生活困窮者就労準備

支援事業 

生活に困窮し、かつ直ちに就労するこ

とが困難な方への相談に応じるととも

に、生活サイクルの立直し･社会復帰への

支援、就労に必要な基礎的なスキルの習

得支援、就労訓練支援を行います。 

就職率：40％ 
福祉総合支
援センター 

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

高等職業訓練促進 

給付金 

ひとり親家庭の親が、就労に有利な資

格取得をめざして養成機関を受講する期

間中、給付金を支給し生活の負担軽減及

び経済的自立を促進します。 

養成機関を修了時
に資格を取得し、就
職につなげた割合 

…100％ 

子育て応援課 

自立支援教育訓練 

給付金 

ひとり親家庭の親が、適職への就職に

必要な技能及び資格取得をめざして受講

した教育訓練講座の受講料の一部を支給

し、経済的自立及びリスキリング
*
を支援

します。 

受給者数…３人 子育て応援課 

高卒認定試験合格 

支援事業 

ひとり親家庭の親または児童が、受講した高卒認定試験合格

のための講座の受講費用を支給し、リスキリングを支援します。 
子育て応援課 

 
 

④  経済的支援  
 支援が必要な家庭に経済的な支援を行います。  

 
個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

就学援助 

公立の小･中学校に通う児童･生徒がい

る経済的に困っている家庭に、学用品費･

給食費･修学旅行費などの一部を援助し

ます。 

経済的理由を要因

とした長期欠席の
児童生徒数…０人 

学校教育課 

伊勢市奨学金 

経済的理由で修学困難な高校生･中等教育学校
*
生（後期課

程）･高等専門学生･大学生(短期大学生を含む。）･専門学校生

等に、返済の必要のない給付型奨学金を引続き支給します。 

学校教育課 

大学受験等支援事業 

ひとり親家庭等の低所得世帯で養育されているこどもの高

校や大学等の受験に向けた模擬試験料や大学進学等の受験料

を補助し、進学へのチャレンジを後押しします。 

子育て応援課 

児童扶養手当 

離婚等により父親または母親と生計が同じでない児童を養

育するひとり親家庭等に手当を支給し、生活の安定と自立を促

進します。 

子育て応援課 

こども医療費助成 
出生から中学校卒業前までのこどもの保険適用分の自己負

担相当額を助成します。 
医療保険課 

一人親家庭等医療費

助成 

ひとり親家庭等の保護者とこどもを対象に、保険適用分の自

己負担相当額を助成します。 
医療保険課 

生活扶助事業 

生活保護を必要とする世帯に、家庭訪問を通して、自立の助

長を目的とした支援を行います。各世帯に学習支援費の周知及

び申請を促すことで子育て世帯の家計を支援します。 

生活支援課 

母子･父子･寡婦福祉

資金貸付（県事業） 

ひとり親家庭及び寡婦
*
を対象に、三重

県が実施する母子･父子･寡婦福祉資金貸

付の相談や申請を受け付け、経済的自立

を支援します。 

申請件数…６件 子育て応援課 

 ※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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⑤  包括的かつ一元的な支援  
 支援が必要な家庭を早期に発見し 、 必要な支援につなぎます。  

 
個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

行政内部や行政、学

校、関係機関･団体等

の連携体制の構築 

市内において貧困状況にあるこども及

びその保護者を早期に発見し、必要な支

援につなぐことができるよう、連携体制

を整備します。 

ケース会議開催数 

…40 回 

福祉総合支
援センター 

生活支援課 

子育て応援課 

学校教育課 

 
 
 

アンケート 調査によると 、 経済的な理由で経験し たこ と と し て、 就学前児童の保護者、

小学生の保護者と も に「 どれも あてはまら ない」 が最も 多く なっ ています。 次いで「 家族

で出かける レ ジャ ーや趣味の出費を 減ら し た」 が就学前児童の保護者では３ 人に１ 人

（ 35. 9％）、 小学生の保護者では 2. 5 人に１ 人（ 41. 3％） 程度と なっ ています。 こ ども が貧

困に陥り やすい家庭の状況に気づき 、 必要な支援につなげる環境の整備が求めら れていま

す。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.1

0.8

1.5

2.2

1.3

0.8

0.2

24.6

28.5

10.4

1.2

35.9

23.7

1.1

53.2

0.6

1.3

2.9

4.8

2.4

1.3

1.0

25.8

24.9

11.9

1.9

41.3

27.1

1.9

49.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

電気・ガス・水道などが止められた

医療機関を受診できなかった

国民健康保険料・国民年金の

支払いが滞った

金融機関や消費者金融などに

借金をしたことがある

家賃や住宅ローンの支払いが

滞ったことがある

食事を１日３食

食べることができなかった

給食費を支払うことができなかった

新しい衣服・靴を買うのを控えた

理髪店・美容院に行く回数を減らした

生活の見通しがたたなくて不安に

なったことがある

電話（固定・携帯）などの通信料の

支払いが滞ったことがある

家族で出かけるレジャーや

趣味の出費を減らした

友人・知人との交際の出費を減らした

その他

どれもあてはまらない

就学前保護者 n=853

小学生保護者 n=623

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（５）ひとり親家庭への支援の充実 

ひと り 親家庭は、 自身の仕事と 子育ての二重の負担に加え、 経済的な困難が厳し さ を増し て

います。 また、 こ ども の学習機会や教育環境の確保も 課題と なり 、 社会全体での支援が不可欠

と なっ ています。こ れら を解決するため、強固な支援体制の構築と その充実が求めら れており 、

具体的な取組ができ るよう 、 ひと り 親家庭に関する自立促進計画を本項目にまと めています。 

①  子育て・生活支援の推進  
⚫ ひと り 親家庭の総合的な相談に応じ 、 こ ども の学習支援や生活の支援を行います。  

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

母子･父子自立支援

員による包括的支援 

ひとり親家庭の相談支援において自立に必要な情報提供･助

言･指導を行うほか、就労に向けた能力開発等の取組をハロー

ワークと連携して寄り添い型支援を行います。 

子育て応援課 

低所得世帯のこども

への学習支援の充実 

【再掲】 

低所得世帯の小中学生への学習機会の

確保や中学生を対象とする学習塾費用へ

の助成を実施し、家庭の経済状況による

教育格差の縮小を図ります。 

高校等への進学率 
…100％ 

福祉総合支
援センター 

子育て応援課 

ファミリー・サポー

ト・センター事業の

利用料助成 

ファミリー・サポート・センター事業の利用料の助成を行い、

経済的負担の軽減を図り、日々の生活や育児の支援が受けやす

い環境を整えます。 

子育て応援課 

 
 

②  就業支援の推進  
⚫ 資格や技能取得に向けた支援を行い、 ひと り 親家庭の自立を促進し ます。  

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

自立支援プログラム

の策定 

ひとり親家庭の親を対象に、生活や子育ての状況、就業への

意欲等を踏まえて、ひとり親家庭の状況や希望に応じた自立支

援プログラムを策定し、ハローワーク等と連携しながら自立・

就業を支援します。 

子育て応援課 

高等職業訓練促進 

給付金 

【再掲】 

ひとり親家庭の親が、就労に有利な資

格取得をめざして養成機関を受講する期

間中、給付金を支給し生活の負担軽減及

び経済的自立を促進します。 

養成機関を修了時
に資格を取得し、就
職につなげた割合 

…100％ 

子育て応援課 

自立支援教育訓練 

給付金 

【再掲】 

ひとり親家庭の親が、就職に必要な技

能及び資格取得をめざして受講した教育

訓練講座の受講料を支給し、経済的自立

及びリスキリングを支援します。 

受給者数…３人 子育て応援課 

高卒認定試験合格 

支援事業 

【再掲】 

ひとり親家庭の親または児童が、受講した高卒認定試験合格

のための講座の受講費用を支給し、リスキリングを支援しま

す。 

子育て応援課 

 

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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③  養育費確保の支援  
 ひと り 親家庭の養育費確保のための支援を行います。  

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

養育費確保支援事業 

離婚等に伴う養育費の取決めに係る公

正証書等の作成費用や、保証会社との養

育費保証契約に係る費用等を補助し、養

育費の確保を図ります。 

養育費受領率…35％ 子育て応援課 

養育費確保の講座 
養育費や面会交流に関する学習会及び個別相談会を開催し、

ひとり親家庭の自立を支援します。 
子育て応援課 

 
 

④  経済的支援  
⚫ 生活と 自立支援のため手当の支給や医療費の助成などの実施により 、 経済的な支援を行い

ます。  

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

児童扶養手当 

【再掲】 

離婚等により父親または母親と生計が同じでない児童を養

育するひとり親家庭等に手当を支給し、生活の安定と自立を促

進します。 

子育て応援課 

母子･父子･寡婦福祉

資金貸付（県事業） 

【再掲】 

ひとり親家庭及び寡婦を対象に、三重

県が実施する母子･父子･寡婦福祉資金貸

付の相談や申請を受け付け、経済的自立

を支援します。 

申請件数…６件 子育て応援課 

一人親家庭等医療費

助成 

【再掲】 

ひとり親家庭等の保護者とこどもを対象に、保険適用分の自

己負担相当額を助成します。 
医療保険課 

大学受験等の支援

【再掲】 

ひとり親家庭等の低所得世帯で養育されているこどもの高

校や大学等の受験に向けた模擬試験料や大学進学等の受験料

を補助し、進学へのチャレンジを後押しします。 

子育て応援課 

 
 

⑤  ひとり親家庭等を支える環境づくり  
⚫ ひと り 親家庭の福祉の増進を図り ます。  

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

母子寡婦福祉会の 

活動支援 

母子寡婦福祉会が実施する事業を対象に一部費用を補助す

ることで、団体の活動を支援します。 
子育て応援課 

 
  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（６）健康づくりの推進 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

健康づくりのための 

普及啓発 

生涯を健康で暮らせる「健康文化都市」をめざし、ウォーキ

ングの推進、低カロリー・バランス食や野菜摂取の促進など、

普及啓発を実施します。また、「伊勢市健康マイレージ事業」で

は、伊勢の元気人チャレンジ記録シートを作成し配布する他、

市公式 LINE アカウントでの参加者には定期的に応援メッセー

ジを送り、主体的な健康づくりへの取組を推進します。 

健康課 

栄養指導 
健康づくりの推進のため、生活習慣病予防を中心とした栄養

相談や健康相談を実施します。 
健康課 

歯科保健の推進 

妊娠中・子育て世帯・幼児への歯科健康診査、幼児・小学生

への歯みがき指導及びフッ化物を利用したむし歯予防を行い

ます。また青壮年期への歯周疾患検診を実施し、生涯にわたる

口腔衛生の向上を図ります。 

健康課 

保育課 

学校教育課 

感染症の予防 
感染症の予防や拡大防止、罹患時の重症化予防を図るため、

予防接種を実施するとともに予防啓発を行います。 
健康課 

 
 

（７）人権啓発・男女共同参画の推進 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

人権尊重啓発の推進 

小・中学生の人権尊重啓発ポスターや 15 歳以上から標語を

募集し、公共施設やショッピングセンター等で展示することに

より、人権意識を高め、人権尊重の精神を育みます。 

人権政策課 

さまざまな人権問題 

に関する啓発 

人権に対する正しい理解と認識を広め

るための講座や講演会を実施するほか、

人権をテーマとした自主制作映像作品を

全国の幅広い年齢層から募集し上映する

ことにより、映像制作・鑑賞を通して人権

に対する意識の啓発と人権感覚の向上を

図ります。 

人権講演会１回 

人権映画祭１回 

啓発講座４回 

人権政策課 

生涯を通じた男女 

共同参画の学習機会

の充実 

大人自身が固定的な性別役割分担意識

や慣習にとらわれず主体的にあらゆる分

野に参画することは、こどもの価値観へ

も大きな影響をもたらすため、講座実施

など誰もが主体的に学ぶことができる機

会の充実に取り組みます。 

市民意識調査にお
ける「男は仕事、女
は家庭」の否定率
(男女全体)…70.0％ 

市民交流課 

  
  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（８）地域で取り組む交通安全と防犯対策 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

地域の自主防犯意識

の高揚 

電話を使った特殊詐欺や、SNSでの投資詐欺等の被害が増加し

ているため、講習会や店舗等での啓発活動を強化し、被害防止に

努めます。また、こどもたちへの声かけ事案も発生しているた

め、幼児を対象に紙芝居を利用した防犯講習会を行います。 

市民の防犯意識の向上を図り、犯罪を抑止するための青色防

犯パトロールを実施します。 

危機管理課 

防犯環境の整備 

犯罪のない安全で安心なまちづくりのために自治会が設置

する防犯灯、防犯カメラの普及に努めます。また、防犯ボラン

ティア等の活動を強化するため、防犯啓発物品を充実します。 

また、学校安全計画や危機管理マニュアルを活用し、家庭や

地域等と連携して、非常時への体制（設備・組織・訓練）を、

実情に合わせ見直します。また、非常時に備え、保護者・地域

に適切な情報提供を行うために、緊急連絡網のための携帯メー

ルへの登録を推進します。 

危機管理課 

学校教育課 

交通安全の啓発活動

の充実 

地域の交通安全意識を啓発するため、

毎月 11 日の「交通安全の日」だけではな

く、各季の運動期間や、早朝だけでなく夜

間及び重大事故発生時にも関係機関が参

加し、交通安全の街頭指導を行うなどの

活動を充実します。 

また、交通安全啓発と交通ルールを守

ることの大切さを学び、交通事故に遭遇

することのないように「交通安全教室」を

実施します。 

交通安全の街頭指導 
…44 回 

交通政策課 

犯罪情報の周知徹底 
警察署などからの犯罪情報を関係機関などへ迅速に提供し、

犯罪情報の周知を図ります。 
危機管理課 

暴力を許さない社会

の意識づくり 

ドメスティック・バイオレンス、各種ハ

ラスメントや性暴力、ストーカー行為、児

童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待等、い

かなる暴力も許さないという意識の浸透

のため、正しい知識・認識の普及啓発に取

り組みます。 

児童虐待防止関連 
啓発チラシ配布回数 

…年２回 

市民交流課 

福祉総合支
援センター 

 
 

  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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（９）相談支援・情報提供の充実 

個別施策 取組内容 目標・指標 担当課 

利用者支援事業
*
 

利用者支援の強化のため、駅前子育て

支援センターと中央保健センター内ママ

☆ほっとテラスにおいて、教育･保育施設

や地域子ども･子育て支援事業等の情報

提供及び必要に応じ相談･助言等を行い

ます。また、各子育て支援センターにおい

て、利用者支援専門員による定期的な巡

回相談を行います。 

利用者支援事業実
施か所数…１か所
（基本型、こども家庭

センター型
*
同一施

設） 

【確保方策】 
（利用者支援事業） 
第５章２-３(12) 

健康課 

保育課 

地域子育て相談機関* 

子育て世代の身近な相談機関である地

域子育て相談機関について、その役割を

担う施設を設置します。 

概ね中学校区に1か

所の設置 
保育課 

民生委員･児童委員、

主任児童委員
*
によ

る相談･助言活動の 

推進 

子育ての悩みや育児不安を解消し、こ

どもが健全に育成されるよう、地域の中

で民生委員･児童委員、主任児童委員によ

る相談･助言などの活動を推進するとと

もに、関係機関との情報共有や連携に努

めます。 

主任児童委員による
市内小中学校訪問
件数…全校 

福祉総務課 

母子健康手帳交付者
への周知率…100％ 

健康課 

子育て支援の取組に

関する情報発信の 

強化 

安心して子育てができるよう子育てハンドブックを作成し、

各種子育て支援施策の広報に努めます。広報にあたっては、ホ

ームページ･SNS･広報いせ･保育だより･子育て支援センター機

関紙等を活用し、クロスメディア化による「伝わる広報」を意

識して取組を強化します。 

子育て応援課 

保育課 

親育ち支援の充実 

妊娠期から思春期における子育てに関

する様々な悩みや育児不安等を解消する

ため、各種相談業務や子育てに関する講

座等の開催、経済的な支援を通じてこど

もを育てる親への支援を行います。 

家庭児童相談への
対応率･･･100％ 

福祉総合支
援センター 

子育て応援課 

保育課 

健康課 

こどもの権利擁護
*

の推進 

こどもが安心して自分らしく生きてい

くためにこども自身が必要な権利を有す

ることについて、こどもと大人が認識を

持てるよう学習機会の提供や啓発を行

い、こどもの権利擁護を推進します。 

こどもの権利に 
関する啓発の実施 

…年１回 

福祉総合支
援センター 

こども家庭相談 
こどもや家庭に関するあらゆる相談を受け、児童福祉法に基

づく対応を行っています。 

福祉総合支
援センター 

伊勢市つながり 

サポートリスト
*
 

様々な悩みに対応する相談窓口の連絡

先を掲載したリーフレット「伊勢つなが

りサポートリスト」を作成し、市役所窓口

や関係機関で配付します。 

配布数…300 部 
福祉総合支
援センター 

 
  

※ 表中の「目標・指標」は令和 11 年度末の状況です。 
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アンケート 調査によると 、 伊勢市が実施する子育ての相談場所の認知度は、 就学前児童

の保護者では「 中央保健センタ ー・ ママ☆ほっ と テラ スなど」・「 子育て支援センタ ー」 が

７ 割超、 小学生の保護者では「 子育て支援センタ ー」 が６ 割超と 多く なっ ているも のの、

１ ～２ 割にと どまっ ている施設・ 事業も 多い現状と なっ ています。 子育てに関する相談窓

口の認知度向上と 、 活用の促進をさ ら に進めていく こ と が必要です。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

78.3

73.7

38.5

10.2

20.0

18.9

59.8

8.9

1.2

4.1

43.5

63.1

15.4

14.6

20.7

25.5

38.8

11.9

1.6

17.5

0% 20% 40% 60% 80%

中央保健センター・ママ☆ほっとテラスなど

（保健師・助産師・栄養士などによる相談）

子育て支援センター

（保育士による相談）

利用者支援事業（駅前子育て支援センター

キッズ☆もっとテラス内の専門員による相談）

福祉総合支援センター

（児童・女性相談員、保健師による相談）

LINE相談

（福祉総合支援センター内に設置）

こども発達支援室（保健師・教員・

保育士・臨床心理士等による相談）

幼稚園・保育所（園）・

認定こども園

民生委員・児童委員

その他

知らない
就学前保護者 n=853

小学生保護者 n=623



 

 

第５章  

量の見込みと目標設定 
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第５章 量の見込みと目標設定 

１  将来人口の見通しと事業量推計  

１－１  事業量推計の流れ  

幼児期の教育･保育、 地域子ども ･子育て支援事業の量は、 令和５ 年度に実施し たニーズ調査結果

（ 意向） をも と に次の手順で推計し ます。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

就学前児童保護者対象のニーズ調査の実施 

家庭類型の分類（現在・潜在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイプＡ ： ひとり親家庭 

タイプＢ ： フルタイム×フルタイム 

タイプＣ ： フルタイム×パートタイム 
      （月 120 時間以上＋48 時間～120 時間の一部） 

タイプＣ’： フルタイム×パートタイム 
      （月 60 時間未満＋48 時間～120 時間の一部） 

タイプＤ ： 専業主婦（夫） 

タイプＥ ： パートタイム×パートタイム 
      （双方が月 120 時間以上＋48 時間～120 時間の一部） 

タイプＥ’： パートタイム×パートタイム 
      （いずれかが60時間未満＋48時間～120時間の一部） 

タイプＦ ： 無業×無業 

保護者の就労状況・転職・就労希望 

人口推計 

・年齢別（１歳ごと）

の推計 

年齢区分×家庭類型別のニーズ 

利用意向（ニーズ調査）をもとに、
現在の利用実態を踏まえて算出 

幼児期の教育･保育の量の見込みの算出 
 

○１号認定
*
（幼稚園、認定こども園） 

○２号認定 （幼稚園、認定こども園） 

○２号認定 （認定こども園、保育所、企業主

導型保育
*
施設の地域枠） 

○３号認定 （認定こども園、保育所、地域型

保育、企業主導型保育施設の地域

枠） 

 

 

 

地域子ども･子育て支援事業の量の見込みの算出 
 

○一時預かり事業 

○子育て短期支援事業（ショートステイ） 

○延長保育事業（時間外保育） 

○病児･病後児保育事業 

○ファミリー･サポート･センター事業 

（子育て援助活動支援事業） 

○地域子育て支援拠点事業 

○放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

○利用者支援事業 など 

 

整備量･確保方策の検討 
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１－２  児童人口等の推計  

（１）児童人口の推計 

児童人口について、 令和２ 年から 令和６ 年の男女別１ 歳ごと の人口（ 各年４ 月１ 日現在の住

民基本台帳人口） に基づき 、 推計し ています。  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年齢 
計画期間の推計人口（人） 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

０歳 582 565 554 546 534 

１歳 595 592 575 564 556 

２歳 695 597 593 576 565 

３歳 738 699 601 597 580 

４歳 799 745 706 607 603 

５歳 806 797 743 704 605 

就学前児童合計 4,215 3,995 3,772 3,594 3,443 

６歳 890 804 795 741 702 

７歳 803 885 799 790 736 

８歳 891 806 888 802 793 

９歳 924 889 804 886 800 

10 歳 973 923 888 803 885 

11 歳 925 973 923 888 803 

小学校児童合計 5,406 5,280 5,097 4,910 4,719 

793 750 720 693 584 582 565 554 546 534 

1,691 1,690 1,578 1,519 1,427 1,290 1,189 1,168 1,140 1,121 

2,792 2,623 2,596 2,508 
2,492 

2,343 2,241 2,050 1,908 1,788 

2,973 
2,910 

2,827 
2,788 

2,622 
2,584 

2,495 
2,482 

2,333 
2,231 

3,069 
3,123 

3,069 
2,967 

2,893 
2,822 

2,785 
2,615 

2,577 
2,488 

11,318 
11,096 

10,790 
10,475 

10,018 
9,621 

9,275 
8,869 

8,504 
8,162 

0人

2,000人

4,000人

6,000人

8,000人

10,000人

12,000人

令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

令和６年

（2024年）

令和７年

（2025年）

令和８年

（2026年）

令和９年

（2027年）

令和10年

（2028年）

令和11年

（2029年）

０歳 １～２歳 ３～５歳 ６～８歳 ９～11歳

実 績 値 推 計 値
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（２）家庭類型の算出 

国の指針に基づき、保護者の就労状況をも と に下記の家族類型に分類し 、それぞれの意向（ ニ

ーズ） 把握を行いまし た。 なお、 潜在と は、 １ 年以内等に就労の見込みがあるなどの状況を反

映さ せて分類し たも のです。  

【家庭類型（比率）】 

家庭類型 

現 在  潜 在 

 ０歳 １歳 ２歳 
３～５
歳   ０歳 １歳 ２歳 

３～５
歳 

タイプＡ 3.9％ 1.4％ 2.9％ 3.7％ 6.3％  3.9％ 1.4％ 2.9％ 3.7％ 6.3％ 

タイプＢ 44.3％ 56.6％ 37.1％ 30.5％ 39.7％  48.3％ 59.7％ 45.7％ 32.9％ 43.5％ 

タイプＣ 23.0％ 12.1％ 24.8％ 25.6％ 30.6％  22.9％ 13.8％ 24.8％ 26.8％ 28.7％ 

タイプＣ’ 5.0％ 5.2％ 7.6％ 7.3％ 3.6％  6.5％ 5.2％ 8.6％ 11.0％ 6.1％ 

タイプＤ 23.3％ 24.5％ 26.7％ 31.7％ 19.6％  18.0％ 19.7％ 18.1％ 24.4％ 15.2％ 

タイプＥ 0.4％ 0.3％ 1.0％ 0.0％ 0.3％  0.2％ 0.3％ 0.0％ 0.0％ 0.3％ 

タイプＥ’ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％  0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

タイプＦ 0.1％ 0.0％ 0.0％ 1.2％ 0.0％  0.1％ 0.0％ 0.0％ 1.2％ 0.0％ 

 

【家庭類型と関連する事業の分類】 

家庭類型 家庭類型に関連する事業の分類 

○タイプＣ’： フルタイム×パートタイム 

（月48時間未満＋月48時間～120時間の一部） 

○タイプＤ ： 専業主婦（夫） 

○タイプＥ’： パートタイム×パートタイム 

（いずれかが月 48 時間未満＋月 48 時間～120

時間の一部） 

○タイプＦ ： 無業×無業 

１号認定（教育標準時間認定
*
） 

（認定こども園及び幼稚園） 

＜専業主婦（夫）家庭、短就労時間家庭＞ 

※共働き家庭の幼稚園利用含む 

○タイプＡ ： ひとり親家庭 

○タイプＢ ： フルタイム×フルタイム 

○タイプＣ ： フルタイム×パートタイム 

（月120時間以上＋月48時間～120時間の一部） 

○タイプＥ ： パートタイム×パートタイム 

（いずれかが月 48 時間未満＋月 48 時間～120

時間の一部） 

２号認定（保育認定） 

（認定こども園及び保育所） 

 

３号認定（保育認定） 

（認定こども園及び保育所＋地域型保育
*
） 
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（３）幼児期の教育･保育給付 

計画期間における「 幼児期の教育･保育の量の見込み（ 必要利用定員総数）」 は、 国の示し た

「 第三期市町村子ども ・ 子育て支援事業計画等における「 量の見込み」 の算出等の考え方」 を

踏まえつつ、 ニーズ調査（ アンケート 調査） 結果から 推計する方法と 、 令和２ 年度以降の各事

業の実績値を勘案し 推計する方法により 算出し 、 さ ら に本市の各事業の特性に応じ て設定し て

います。  

設定し た「 量の見込み」 に対応するよう 、「 教育･保育施設及び地域型保育事業による確保の

内容及び実施時期（ 確保方策）」 を設定し ます。  

 

区 分 対 象 者 利用サービス 

１号認定 

こどもが満３歳以上で、専業主婦（夫）

家庭、就労時間が短い家庭 

※共働き家庭の幼稚園利用含む 

○幼稚園 

○認定こども園 

２号認定 こどもが満３歳以上で、共働きの家庭 

○保育所 

○認定こども園 

○企業主導型保育施設の地域枠 

３号認定 こどもが満３歳未満で、共働きの家庭 

○保育所 

○認定こども園 

○地域型保育 

○一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ) 

○企業主導型保育施設の地域枠 

 

 
*

施
設
型
給
付 

１．幼稚園 
公立幼稚園 

新制度
*
への移行を選択する私立幼稚園 

２．保育所 

３．認定こども園 
幼保連携型認定こども園 

幼稚園型認定こども園 

地
域
型
保
育
給
付 

４．小規模保育
*
 

５．家庭的保育
*
 

６．居宅訪問型保育
*
 

７．事業所内保育
*
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２  量の見込みと確保方策  

２－１  教育・保育提供区域の設定  

（１）教育･保育提供区域とは 

教育･保育提供区域と は、地域の実情に応じ て、保護者やこ ども が居宅より 容易に移動するこ

と が可能な区域であり 、地理的条件、人口、交通事情等の社会的条件や教育･保育の整備の状況

等を総合的に勘案し て設定するも のです。  

子ども ･子育て支援事業計画では、 教育･保育提供区域ごと に、 教育･保育施設及び地域子ど

も ･子育て支援事業の量の見込みと 確保方策の記載が必要です。  

 

（２）区域設定 

教育･保育のサービスは、 利用者が居住区域を越えて利用するこ と ができます。 また、 教育･

保育提供区域は、 需給調整の判断基準の単位と なるも のです。  

本市においては、 居住区域を越えて教育･保育施設等を利用さ れている実態も あるこ と から 、

伊勢市全域をも っ て一つの区域と し ます。  
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２－２  教育・保育の量の見込みと確保方策  

（１）１号認定・２号認定 

 

（単位：人） 

児 童 数 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み  

 

１号認定 
(新２号認定

*
含む) 

幼稚園 
認定こども園 

573 548 501 466 437 

２号認定 
保育所 
認定こども園 

1,702 1,628 1,489 1,386 1,298 

計 2,275 2,176 1,990 1,852 1,735 

②確保方策  

１
号
認
定
＋
新
２
号
認
定 

特定教育･ 

保育施設
*
 

認定こども園 420 420 420 420 420 

幼稚園及び 
預かり保育 445 445 445 445 445 

確認を受けない幼稚園 100 100 100 100 100 

過不足（②－①） 充足     

２
号
認
定 

特定教育･ 

保育施設 

保育所 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 

認定こども園 629 629 629 629 629 

企業主導型保育の地域枠 32 32 32 32 32 

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

【ニーズの傾向と確保の方針】 

児童数の減少に伴い、 １ 号認定、 ２ 号認定の総数は緩やかな減少傾向で推移すると 想定さ

れます。  

本市では、地域によっ て教育･保育ニーズに違いがあり 、１ 号及び２ 号認定の見込み量に対

するサービスの提供は可能ですが、 年々、 児童数の減少により 見込み量と 確保方策と の乖離

が大き く なるこ と から 、 確保方策を再検討する必要があり ます。   

量の見込みと確保方策 

提供体制の考え方 



 

81 

（２）３号認定（保育認定） 

（単位：人） 

児 童 数 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み  

 ３号認定 

０歳児 92 89 88 86 85 

１歳児 331 358 348 341 336 

２歳児 464 399 431 418 410 

計 887 846 867 845 831 

②確保方策（０歳児）  

 

特定教育･ 

保育施設 

保育所 137 137 137 137 137 

認定こども園 48 48 48 48 48 

特定地域型保育事業 9 9 9 9 9 

企業主導型保育の地域枠 9 9 9 9 9 

②確保方策（１歳児）  

 

特定教育･ 

保育施設 

保育所 255 255 255 255 255 

認定こども園 122 122 122 122 122 

特定地域型保育事業 19 19 19 19 19 

企業主導型保育の地域枠 9 9 9 9 9 

②確保方策（２歳児）  
 

特定教育･ 

保育施設 

保育所 382 382 382 382 382 

認定こども園 175 175 175 175 175 

特定地域型保育事業 21 21 21 21 21 

企業主導型保育の地域枠 9 9 9 9 9 

過不足（②－①） 充足     

保育利用率 ※ (％) 47.4％ 48.2％ 50.3％ 50.1％ 50.2％ 

 ０歳児 15.8％ 15.8％ 15.9％ 15.8％ 15.9％ 

 １歳児 55.6％ 60.5％ 60.5％ 60.5％ 60.4％ 

 ２歳児 66.8％ 66.8％ 72.7％ 72.6％ 72.6％ 

※満３歳未満のこども全体に占める３号認定の量の見込みの割合（年齢区分ごとの目標値） 

  

量の見込みと確保方策 
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【ニーズの傾向と確保の方針】 

母親が就労する割合の増加が想定されますが、児童数の減少により、３号認定の児童数も減

少を見込みます。 

３号認定の確保方策については、実態に合わせながらも、地域の実情に応じ、ニーズの偏在

に対応できる体制整備を検討していきます。 

 

 

 

  

提供体制の考え方 
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２－３  地域子ども･子育て支援事業の量の見込みと確保方策  

以下の事業について、 量の見込み及び確保方策を設定し ます。  

 

（１）妊婦健康診査  
（２）一時預かり事業  
（３）子育て短期支援事業（ショートステイ）  
（４）延長保育事業（時間外保育）  
（５）病児･病後児保育事業  
（６）ファミリー･サポート･センター事業（子育て援助活動支援事業）  
（７）乳児家庭全戸訪問事業  
（８）地域子育て支援拠点事業  
（９）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）  
（10）養育支援訪問事業 

（11）利用者支援事業 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

（14）子育て世帯訪問支援事業 

（15）児童育成支援拠点事業 

（16）親子関係形成支援事業 

（17）妊婦等包括相談支援事業 

（18）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

（19）産後ケア事業  
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（１）妊婦健康診査 

 

 

安心し て妊娠、 出産ができ るよう 異常の早期発見につと め、 妊娠中の健康診査に対する費

用助成を実施し ます。 また、 県外医療機関で受診し た健診費用については、 申請により 費用

助成を実施し ます。  

 

 

（単位：人） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（対象者数） 600 580 560 540 520 

②確保方策（実利用者数） 全ての妊婦     

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

令和７ 年度の対象者数は、 過去の利用率と 人口推計の０ 歳児人口から 600 人と 設定し 、 微

減で推移すると 想定し ます。  

妊婦健康診査は、 県内の委託医療機関及び委託助産所で妊婦全員の実施体制が整っ ており 、

妊娠中より 医療機関と 連携を図り 、 早期に支援が必要な家庭を把握し 相談支援の充実を図り

ます。  

 

  

事業の内容 

量の見込みと確保方策 

提供体制の考え方 
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（２）一時預かり事業 

 

 

保護者の急な病気などで家庭での保育が困難と なる 場合や育児疲れのリ フ レ ッ シュ など

のために、 保育所に入所し ていないこ ども を一時的に保育し ます。  

 

 

【幼稚園型】                           （単位：人日） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（延べ利用者数） 31,455 31,140 30,829 30,520 30,215 

 幼稚園 

在園児 

１号認定 5,483 5,428 5,374 5,320 5,267 

２号認定 25,972 25,712 25,455 25,200 24,948 

②確保方策（延べ利用者数） 32,000 32,000 32,000 31,000 31,000 

 

実施か所数 
公 立 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 

私 立 13 か所 13 か所 13 か所 13 か所 13 か所 

過不足（②－①） 充足     

【在園児以外（３歳未満の在宅児童）や登園日以外の利用】】   （単位：人日） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（延べ利用者数） 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 

②確保方策（延べ利用者数） 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

実施か所数 
公 立 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 

私 立 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 

過不足（②－①） 充足     

 

 

預かり 保育（ 幼稚園における在園児を対象にし た一時預かり ） は、 幼稚園（ 公立２ か所、

私立５ か所）、 認定こ ども 園（ 公立１ か所、 私立８ か所） で実施し ており 、 現在、 ニーズに対

する不足はなく 、 今後も 一定のニーズへの対応が可能です。  

また、 在園児以外（ ３ 歳未満の在宅児童） や登園日以外の一時預かり は、 令和５ 年度に駅

前一時保育室を設置すると と も に、 私立施設も 増加し たこ と から 、 見込み量に対応でき る体

制は整っ ていますが、 時期や年齢により 希望する日が集中し ても 、 利用ができ るよう 体制を

確保し ます。   

提供体制の考え方 

事業の内容 

量の見込みと確保方策 
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（３）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

 

 

保護者の急な病気などにより こ ども の養育が一時的に困難と なっ たと き、 または経済的な

理由などにより 母子を一時的に保護する必要があると き 、 こ ども や母子を一時的に養育や保

護し ます。  

 

 

（単位：人日） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（延べ利用者数） 9 9 10 11 12 

②確保方策 
延べ利用者数 18 18 20 22 24 

実施か所数 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

過去の高い利用ニーズに伴っ た実績に比較し 利用は鈍化傾向にあるため、 児童養護施設や

児童家庭支援センタ ー等の社会的養護*の地域資源と 連携を図り 、他の地域サービスと 組み合

わせながら 提供体制を整えていきます。  

 

  

量の見込みと確保方策 

事業の内容 

提供体制の考え方 
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（４）延長保育事業（時間外保育） 

 

 

早朝から 保育所を開所し 、 通常の受け入れ時間を超えた延長保育を行い、 保護者の子育て

と 仕事の両立を支援し ています。  

 

 

（単位：人日） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（実利用者数） 189 185 181 177 172 

②確保方策（利用者数） 280 280 280 280 280 

 

実施か所数 
公 立 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 

私 立 10 か所 10 か所 10 か所 10 か所 10 か所 

過不足（②－①）  充足     

 

 

 

アンケート 調査から はニーズの高まり はみら れず、 令和５ 年度の延長保育の利用見込み量

（ 実利用者数） は 194 人と 令和２ 年度と 実績を比較し ても 、 利用者数の伸びが見ら れないこ

と から 、 現時点の実施か所数を維持し つつ、 ある程度のニーズの増加に対し ても サービスを

提供できる余裕のある体制を維持し ます。  

 

  

量の見込みと確保方策 

提供体制の考え方 

事業の内容 
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（５）病児･病後児保育事業 

 

 

保育所などに通所し ているこ ども が、 病気のために集団保育が困難で、 保護者の仕事など

の都合により 家庭で保育するこ と ができない場合に一時的に預かり ます。  

 

 

（単位：人日） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（延べ利用者数） 478 492 503 517 533 

②確保方策 
延べ利用者数 960 960 960 960 960 

実施か所数 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

アンケート 調査では高いニーズがう かがえますが、 令和２ 年の新型コ ロナウイ ルス感染症

の影響により 大幅に利用者は減少し 、 その後、 ゆるやかな回復傾向にはあり ます。 コ ロナ禍

以降の感染防止の徹底及び少子化の影響により 、 大幅な増加は想定し にく いこ と から 、 令和

６ 年度実績に応じ た利用を見込み、 確保方策を整えます。  

 

  

量の見込みと確保方策 

事業の内容 

提供体制の考え方 
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（６）ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

 

 

子育てを助けて欲し い人（ 依頼会員） の要望に応じ て子育てのお手伝いができ る人（ 提供

会員） を紹介し 相互の信頼と 了解の上で、 一時的にこ ども を預かる会員組織です。 センタ ー

にはアド バイ ザーがいて依頼会員から の育児の依頼に対し 提供会員を紹介し ます。  

 

 

（単位：人日） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（延べ利用者数） 1,145 1,127 1,107 1,089 1,070 

②確保方策（延べ利用者数） 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

会員数(人) 
提供会員 75 75 75 75 75 

両方会員 5 5 5 5 5 

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

アンケート 調査では、 小学生の児童が放課後定期的に過ごす場所と し てのニーズはほと ん

どみら れなかっ たこ と から 、 令和６ 年度実績に少子化を考慮し た利用を見込み、 令和７ 年度

以降は、 年間延べ 1, 100 人程度で推移するも のと 設定し ます。 また、 その量に応じ て全て対

応でき るよう にするこ と を めざし ます。 そのためには、 事業を支える提供会員の確保に取り

組んでいく 必要があり ます。  

 

  

量の見込みと確保方策 

提供体制の考え方 

事業の内容 
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（７）乳児家庭全戸訪問事業 

 

 

生後４ か月までの乳児のいるすべての家庭に家庭訪問を行い、 異常の早期発見、 様々な不

安の相談に応じ 、 子育て支援に関する情報提供を行い必要なサービスにつなげます。  

 

 

（単位：人） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（対象者数） 620 600 580 560 540 

②確保方策（訪問件数） 全ての家庭     

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

令和７ 年度の対象者数は、 実績値と 推計人口を考慮し 算定し まし た。 なお、 全ての家庭へ

の訪問体制は整っ ており 、 保健師または助産師が子育ての孤立を防ぎ、 安心し て子育てがで

き るよう 対象家庭に訪問し ます。 長期入院や長期里帰り で対象月齢を超過し た場合において

も 、 自宅に戻っ た後、 家庭訪問をするなど全数訪問をめざし ます。  

  

量の見込みと確保方策 

事業の内容 

提供体制の考え方 
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（８）地域子育て支援拠点事業 

 

 

子育て支援センタ ーは、 乳幼児と その保護者がいつでも 気軽に利用できる地域に開かれた

場です。 子育てに対する不安や負担の軽減を 図るこ と を目的と し た事業を実施し ています。 

 

 

（単位：人日） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（延べ利用者数） 56,760 56,760 56,760 56,760 56,760 

②確保方策 
延べ利用者数 67,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

実施か所数 ７か所 ６か所 ６か所 ６か所 ６か所 

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

子育て支援センタ ーの利用は０ ～２ 歳が中心で、今後、出生数の減少が予想さ れる中でも 、

潜在的なニーズや PRの強化等により 、利用率の増加を見込み、令和７ 年度の見込み量（ 延べ

利用者数） は、 56, 760 人／年と 想定し ます。  

令和５ 年度に伊勢市駅前に新たにセンタ ーを開設し たこ と により 、 現在の７ か所の子育て

支援センタ ーで見込み量に対応でき ているため、 地域の身近な場所で交流や育児相談ができ

る拠点と し て、 さ ら なる取組の充実を図ると と も に、 全体の需要に応じ て施設数の見直し を

進めます。  

  

量の見込みと確保方策 

提供体制の考え方 

事業の内容 
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（９）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

 

 

保護者が仕事などにより 昼間家庭にいない小学生を対象に、 授業の終了後に適切な遊びや

生活の場を与えるこ と により 、 児童の健全育成を図り ます。  

 

 
（単位：人） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（在籍児童数） 1,671 1,704 1,743 1,756 1,749 

 

１年生 531 501 517 502 494 

２年生 427 493 464 479 464 

３年生 364 347 403 382 395 

４年生 214 221 215 252 242 

５年生 90 90 91 86 100 

６年生 45 52 53 56 54 

②確保方策 
定員 1,687 1,722 1,757 1,757 1,757 

実施か所数 35 か所 36 か所 37 か所 37 か所 37 か所 

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

児童数は減少傾向にあり ますが、 放課後児童ク ラ ブの利用者は年々増加傾向です。 令和６

年度は 1, 644 人の利用登録があり 、 今後も ニーズが高く なると 想定さ れます。 充足率 100％

を めざし 、 ニーズが高い地域は放課後児童ク ラ ブの定員増若し く は増設を図っ ていき ます。 

  

量の見込みと確保方策 

提供体制の考え方 

事業の内容 
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（１０）養育支援訪問事業 

 

 

養育支援が必要な家庭に対し て、 保健師や看護師等が家庭訪問を実施し 、 養育に関する指

導・ 助言を行います。  

 

 

（単位：世帯） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（対象家庭数） 50 50 50 50 50 

②確保方策（訪問家庭数） 
対象となる
全ての家庭     

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

対象家庭への支援体制は整っ ており 、 現行の体制を 維持し 、 支援を引き 続き 実施し ます。 

 

  

量の見込みと確保方策 

事業の内容 

提供体制の考え方 
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（１１）利用者支援事業 

 

 

子育て支援に関する制度、 施設、 サービス等をスムーズに利用でき るよう 利用者支援専門

員がサポート し ます。  

 

 
（単位：か所） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 

（実施か所数） 

基本型 1 1 1 1 1 

こども家庭
センター型 1 1 1 1 1 

②確保方策 

（実施か所数） 

基本型 1 1 1 1 1 

こども家庭
センター型 1 1 1 1 1 

過不足 

（②－①）  

基本型 

充足     こども家庭
センター型 

 

 

 

利用者支援の強化のため、 駅前子育て支援センタ ーと 中央保健センタ ー内ママ☆ほっ と テ

ラ スにおいて、 教育･保育施設や地域子ども ･子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ 相

談･助言等を行います。また、各子育て支援センタ ーにおいて、利用者支援専門員による定期

的な巡回相談を実施し ます。  

 

  

量の見込みと確保方策 

事業の内容 

提供体制の考え方 
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（１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 

 

保護者の世帯所得の状況などを勘案し て、 幼稚園へ保護者が支払う 給食費の副食費相当額

の費用を助成し ます。  

 

 

（単位：人） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（支給児童数） 8 8 8 7 7 

②確保方策（支給児童数） 対象者全て     

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

児童数の減少に伴い、 対象者も 緩やかな減少傾向で推移すると 想定さ れますが、 対象世帯

への支給率 100％の体制を維持し ます。  

 
 
 
 

（１３）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

幼稚園、 保育所等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究、 その他多様な事業者の能力

を活用し た幼稚園、 保育所等の設置または運営を促進するための事業です。 必要に応じ て新規参

入施設等の事業者を支援し ます。  

  

量の見込みと確保方策 

提供体制の考え方 

事業の内容 
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（１４）子育て世帯訪問支援事業 

 

 

家事・ 育児等に対し て不安や負担を抱える子育て家庭等を早期に発見できる体制づく り に

努めると と も に、 支援の必要な家庭に対し 、 家事・ 育児等の支援を実施するこ と により 家庭

や養育環境を整え、 虐待リ スク 等の高まり を未然に防ぎます。  

 

 

（単位：人日） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（延べ利用者数） 326 314 305 295 285 

②確保方策（延べ利用者数） 336 336 336 336 336 

過不足（②－①）  充足     

 

 

 

家事・ 育児等に対し て不安や負担を抱える子育て家庭等に対し 、 支援者が保護者の気持ち

に寄り 添い中長期的な支援を実施するこ と で養育環境を整えます。 支援者に対し て高い質が

求めら れ維持するこ と が必要であり 、 伊勢市子ども 家庭支援ネッ ト ワーク（ 要保護児童対策

地域協議会） 調整機関をはじ めと し た関係機関と 事業実施者と で密な連携を図り 、 提供体制

を整えていき ます。  

 

  

量の見込みと確保方策 

提供体制の考え方 

事業の内容 
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（１５）児童育成支援拠点事業 

 

 

養育環境に課題を抱える、 家庭や学校に居場所のない児童等に対し て居場所と なる場を開

設し 、 児童と その家庭が抱える多様な課題に応じ 、 包括的な支援を提供するこ と で虐待リ ス

ク 等の高まり を未然に防ぎます。  

 

 

（単位：人） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（利用者数） 7 7 7 6 6 

②確保方策（利用者数） 7 7 7 6 6 

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

養育環境に課題を抱える家庭の児童等に対し 生活に関する包括的な支援を提供し 、 学齢期

の養育環境の影響による将来的な福祉課題の発生を防ぐ こ と で、 こ ども たちが健やかに成長

でき る環境を整備するため、 学校から 自宅への送迎を含めた放課後の居場所と なる拠点を開

設し 体制を整備し ていきます。  

 

 

 

 

（１６）親子関係形成支援事業 

親子の再統合には、 丁寧で隙間のない支援が求めら れ、 支援を行う 職員の人材の育成と 継続的

な支援を行える体制を構築し ていく 必要があり ます。 そのため、 子育て支援に携わる職員が、 保

護者支援プログラ ムを用いて親子再統合支援を進めていく ため、 子育てについてのアド バイ スが

でき るよう 人材育成を行います。  

また、 児童家庭支援センタ ーと 連携し 、 子育てに不安を抱える保護者への対面でのピアカ ウン

セリ ングやグループへの講座等を実施し 支援が提供でき るよう 、 関係機関と の連携強化や相談先

の周知を行います。  

 

  

事業の内容 

量の見込みと確保方策 

提供体制の考え方 
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（１７）妊婦等包括相談支援事業 

 

 

妊娠期から 出産・ 子育てまで一貫し て相談に応じ 、 様々なニーズに即し て必要な支援につ

なぐ 伴走型の相談支援と 、 母子健康手帳交付や新生児訪問などの母子保健施策と 連携を図り

ながら 、 全ての妊婦・ 配偶者・ 子育て家庭が安心し て出産・ 子育てができる切れ目のない支

援体制を実施し ます。  

 

 

（単位：回） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（延べ面談実施回数） 1,630 1,580 1,550 1,530 1,500 

②確保方策（延べ面談実施回数） 
対象となる 

すべての家庭     

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

安心し て出産・ 子育てができ るよう 妊娠期から の切れ目のない支援と し て妊娠・ 出産・ 子

育て期に面談を行う 伴走型の相談支援体制が整っ ており 、 現行を維持し 支援を引き続き 実施

し ます。  

  

量の見込みと確保方策 

事業の内容 

提供体制の考え方 



 

99 

（１８）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

 

 

すべてのこ ども の育ちを応援し 、 すべての子育て世代に対し て、 多様な働き 方や、 ラ イ フ

スタ イ ルにかかわら ない形での支援を強化するため、 月一定時間までの利用可能枠の中で、

就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用でき る新たな通園制度（ こ ども 誰でも 通園制度） が

開始さ れるこ と から 、 地域のニーズを把握し た受け入れ体制を確保できるよう 、 公私立施設

と の調整を行います。（ 令和８ 年度から 正式実施）  

 

 

（単位：人日） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（延べ利用者数） 12 12 12 12 12 

②確保方策（延べ利用者数） 15 15 15 15 15 

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

対象者が重複する一時保育（ ０ ～２ 歳） の利用者数から 推計し た見込み量を基に、 地域の

ニーズを把握し 、市内５ 園（ 各定員３ 人） 程度の実施園を確保し 、必要な支援を実施し ます。  

  

量の見込みと確保方策 

事業の内容 

提供体制の考え方 
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（１９）産後ケア事業 

 
 
退院直後の母子に対し て産後も 安心し て子育てができ るよう 短期入所型、 通所型、 居宅訪

問型で心身のケアや育児のサポート 等のき め細かい支援を実施し ます。  

 

 

（単位：人日） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（利用者数） 130 215 310 375 460 

②確保方策（利用者数） 
対象となる 

すべての家庭     

過不足（②－①） 充足     

 

 

 

産後ケア施設での休養の機会を提供すると 共に心身のケアや育児のサポート を行い、 安心

し て子育てができるよう 引き 続き支援を実施し ます。  

  

量の見込みと確保方策 

事業の内容 

提供体制の考え方 
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２－４  教育・保育の一定的提供及び体制の確保  

【認定こども園の普及に対する基本的な考え方】 

幼保連携型施設（ 認定こ ども 園） については、身近な地域で教育･保育を受けるこ と ができ る

よう 、地域の実情や市民のニーズ、既存施設の状況等を踏まえて検討する必要があると と も に、

地域の理解を十分に得る必要があり ます。こ れら を踏まえながら 、幼稚園･保育所から 認定こ ど

も 園への移行に必要な支援を 行い、 それぞれの地域の実情に応じ た段階的な整備に努めます。 

 

【利用調整等による確保】 

保護者の選択を保障する観点から 、 幼稚園の利用希望及び保育を必要と する者の預かり 保育

の利用希望に対応できるよう 、 ３ 号認定（ １ ･２ 歳） については、 適切に量を見込み、 必要に応

じ て、 確保の内容について検討し ます。  

 
 

２－５  子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保  

子育てのための施設等利用給付の実施にあたっ て、 公正かつ適正な支給の確保、 保護者の経済

的負担の軽減や利便性等を勘案し つつ、 より 実態に応じ た給付方法について検討を行います。  

特定子ども ･子育て支援施設等*の確認や公示、 指導監督等の法に基づく 事務の執行や権限の行

使について、 三重県と の連携を進めます。  
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３  放課後児童対策パッケージに基づく取組について  

３－１  放課後児童対策パッケージの趣旨と目的  

主に共働き 家庭等において、 保育所等を利用し ていた児童が小学校に入学すると 、 平日の放課

後や、 夏休み等長期休暇中にどこ へこ ども を預けるかと いっ た問題、 いわゆる「 小１ の壁」 に直

面し ます。 こ の「 小１ の壁」 を打破すると と も に、 次代を担う 人材を育成するため、「 新・ 放課後

子ども 総合プラ ン」（ 令和元年度～令和５ 年度） に基づく 取組を推進し てき まし た。プラ ン終了後

も その理念や掲げた目標等を踏まえつつ、 喫緊の課題を解決するために取り 組むべき 対策と し て

と り まと めら れたのが「 放課後児童対策パッ ケージ」 です。  

①  放課後児童クラブの受け皿整備等の推進  
放課後児童対策における喫緊の課題は、 放課後児童ク ラ ブの待機児童の解消です。 こ れを

解決するために必要なこ と は、「 放課後児童ク ラ ブを開設する場の確保」、「 放課後児童ク ラ ブ

を運営する人材の確保」 及び「 適切な利用調整（ マッ チング）」 と 考えら れます。  

場の確保のためには、 学校施設内外問わず活用でき る場を求めていく こ と 、 人材の確保に

ついては、 放課後児童ク ラ ブの安定的な運営を図る観点から 、 常勤職員配置の改善等に取り

組むこ と 、 適切な利用調整（ マッ チング） の面では、 正確な待機児童の発生状況や放課後児

童ク ラ ブの空き状況を適時に把握し 、 調整を行う こ と が求めら れます。 また、 地域の実情等

に応じ て、 在籍し ている小学校から 離れた放課後児童ク ラ ブへの送迎を行う こ と により 、 空

き 定員を有効活用し 、 放課後にこ ども が過ごす場を確保するこ と も 有効であると 考えら れま

す。  

②  全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごすための強化策  
放課後児童対策において、 すべてのこ ども にと っ て安全・ 安心な居場所を確保し ていく こ

と が求めら れています。 こ の実現のためには、 従事する職員やコ ーディ ネート する人材の確

保が重要です。 また、 こ れまで推進し てき た放課後児童ク ラ ブと 放課後子ども 教室の校内交

流型に留まら ず、 多様な居場所づく り を推進し 、 あわせて、 質の向上に資する取組を多角的

に行っ ていく 必要があり ます。  
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（１）放課後児童クラブにおける目標事業量 

児童数は減少傾向にあり ますが今後も 利用者数は増える見込みであり 、 ニーズが高い地域

では放課後児童ク ラ ブの定員増、 も し く は増設を図っ ていき ます。  

（単位：人） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み（在籍児童数） 1,671 1,704 1,743 1,756 1,749 

②確保方策  
定員 1,687 1,722 1,757 1,757 1,757 

実施か所数 35 か所 36 か所 37 か所 37 か所 37 か所 

過不足（②－①）  充足     

 

（２）放課後子ども教室の実施計画 

放課後子ども 教室については、 全小学校区を対象に実施さ れており 、 100 日の実施が維持

でき るよう に努めます。  

（単位：日） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

実施日数 100 100 100 100 100 

 

（３）連携型*の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室における目標事業量 

連携型の放課後児童ク ラ ブ及び放課後子ども 教室については、90 日以上の実施が維持でき

るよう 努めます。  

（単位：日） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

事業実施日数 90 以上 90 以上 90 以上 90 以上 90 以上 

 

（４）校内交流型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室における目標事業量 

校内交流型の放課後児童ク ラ ブ及び放課後子ども 教室については、 令和 11 年度までに５

か所の実施をめざし ます。  

（単位：か所） 

区 分 
計 画 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

事業実施か所数 2 2 3 3 5 
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（５）連携型、校内交流型の推進に関する方策 

放課後児童ク ラ ブ及び放課後子ども 教室の一体的な、 または連携による実施に関する方策

については、 共通プログラ ムの企画段階から 、 放課後児童ク ラ ブの支援員と 放課後子ども 教

室のコ ーディ ネータ ー等が情報を交換し 、 連携し てプログラ ムの内容･実施日等を検討し ま

す。  

 

（６）小学校施設の活用 

小学校の余裕教室等の放課後児童ク ラ ブ及び放課後子ども 教室への活用に関する 具体的

な方策については、 教育委員会と 福祉部局の担当者が必要に応じ て各小学校を訪問し 、 学校

施設の活用に取り 組みます。  

 

（７）教育委員会と福祉部局の連携 

放課後児童ク ラ ブ及び放課後子ども 教室の実施に係る 教育委員会と 福祉部局の具体的な

連携に関する方策は、 放課後活動実施にあたっ ての責任体制を文書化する等明確化し て連携

し ていきます。  

 

（８）特別な配慮を必要とする児童への対応 

放課後児童ク ラ ブ及び放課後子ども 教室の一体的な、 または連携による実施にあたっ ては、

障がいのある児童など、 特別な配慮を必要と する児童が安心し て過ごすこ と ができる環境の

配慮に留意し ます。  

 

（９）放課後児童クラブの質をさらに向上させていくための方策 

放課後児童ク ラ ブは、 単に保護者が就労等により 昼間家庭にいない小学校に就学し ている

児童を 授業の終了後に預かるだけではなく 、 児童が放課後児童支援員の助けを 借り ながら 、

基本的な生活習慣や異年齢児童等と の交わり 等を通じ た社会性の習得、 発達段階に応じ た主

体的な遊びや生活ができる「 遊びの場」、「 生活の場」 であり 、 こ ども の主体性を尊重し 、 こ

ども の健全な育成を 図る役割を 負っ ています。 こ う し た放課後児童ク ラ ブの役割を徹底し 、

こ ども の自主性、 社会性等のより 一層の向上を図るこ と ができ るよう 、 放課後児童支援員と

話し 合う 機会を持つと と も に、 放課後児童支援員が受ける研修の機会を増やし て保育の質を

向上さ せ、 各放課後児童ク ラ ブがより 地域のこ ども たちに合っ た遊びや生活の提供を行う た

めの育成支援の強化に努めます。  
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伊勢市の就学前のこどもの教育・保育 
に関する整備方針・施設整備計画 
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第６章 伊勢市の就学前のこどもの教育・保育に関する 

整備方針・施設整備計画 

１  市内教育・保育施設の現状と前計画期間における公私立

施設の状況について  
 

現在、 伊勢市には、 公立・ 私立合わせて、 幼稚園が７ 施設、 保育所が 25 施設、 認定こ ども 園が９

施設、 小規模保育事業所が４ 施設、 合計で 45 施設があり ます。 公立幼稚園は２ 施設、 また公立保

育所は６ 施設が建築から 40 年以上経過し ており 、 こ れら の施設については老朽化が進んでいるこ

と から 、 今後、 大規模修繕や改築が必要と なり ます。  

平成 26 年 12 月に策定し た前計画では、 整備後の公立施設数を「 幼稚園２ 、 保育所８ 、 認定こ ど

も 園１ 」 と し てき まし た。また、「 現存の公立施設のう ち子育て支援センタ ーの併設や多機能化に対

応でき る施設を存続さ せるこ と と し 、 各地域における拠点と し て整備し 、 他の施設は、 統合や民間

への移管等により 公立施設のスリ ム化を図る」 と し ています。  

計画策定後、 私立施設の認定こ ども 園への移行、 私立小規模保育事業所の新設や公立施設の民間

移管や統合による建て替えに取り 組んでき まし た。 し かし 、 現状の施設の設置状況や将来的に就学

前児童数がさ ら に減少するこ と により 、 就学前の教育・ 保育の需要の更なる減少が見込まれるこ と

から 、 民間施設の運営状況や体制を考慮し つつ、 市全体で適切な定員設定と なるよう な対応を図る

必要があり ます。  

前計画期間（ 平成 27 年度から 令和６ 年度） における公私立施設の状況（ 開設、 移管、 廃止等） に

ついては以下のと おり と なり ます。  
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前施設整備計画（平成27年度から令和６年度）の進捗結果

前計画当初 改定時 期間後

H26.12時点 R3.6時点 R7.3時点

 明倫保育所 ⇒ 存続 ⇒ 存続  明倫保育所

 浜郷保育所 ⇒ 存続 ⇒ 存続  浜郷保育所

 大世古保育所 ⇒
民間
移管

⇒
民間
移管

 H30民間移管
（私立：いせの杜保育園）

 保育所きらら館 ⇒ 存続 ⇒ 存続  保育所きらら館

 二見浦保育園 ⇒ ⇒

 五峰保育園 ⇒ ⇒

 高城保育園 ⇒ ⇒

 保育所あけぼの園 ⇒
民間
移管

⇒
民間
移管

 R2民間移管
（私立：えがおあけぼの保育園）

 保育所しらとり園 ⇒ 存続 ⇒ 存続  保育所しらとり園

 保育所ゆりかご園 ⇒ 存続 ⇒ 存続  保育所ゆりかご園

 御薗第一保育園 ⇒ 存続 ⇒ 存続  御薗第一保育園

 御薗第二保育園 ⇒ 存続 ⇒ 存続  御薗第二保育園

 しごうこども園（保） ⇒ 存続 ⇒ 存続  しごうこども園

 しごうこども園（幼） ⇒ 存続 ⇒ 存続  しごうこども園

 小俣幼稚園 ⇒ 存続 ⇒ 存続  小俣幼稚園

 明野幼稚園 ⇒ 存続 ⇒ 存続  明野幼稚園

 神社幼稚園 ⇒ 休園 ⇒ 廃止

 城田幼稚園 ⇒ 休園 ⇒ 廃止

 豊浜西幼稚園
 豊浜東幼稚園
 北浜幼稚園
 沼木幼稚園
 早修幼稚園 （休園）

⇒ 休園 ⇒ 廃止

保育所 13 10 保育所 8

幼稚園 10 10
認定

こども園
1

幼稚園 2

幼
稚
園

 R4.3.31廃止

保
育
所

整備後

統合
整備

統合
整備

 R5.4.1　統合整備
　ふたみ保育園
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【多様な保育サービスの提供（子育て支援センター開設等）】 

年度 内 容 

平成 31 年度 

（令和元年度） 
・御薗子育て支援センター：開設 

令和５年度 
・ふたみ保育園：Ｂ型延長保育

*
の開始 

・駅前子育て支援センター、駅前一時保育室：開設 

 

【私立保育所・幼稚園（認定こども園への移行）】 

年度 内 容 

平成 29 年度 
・ゆたかこども園：認定こども園へ移行 

・マリアこども園：認定こども園へ移行 

平成 30 年度 ・有緝こども園：認定こども園へ移行 

平成 31 年度 

（令和元年度） 

・めいりんこども園：認定こども園へ移行 

・中島こども園：認定こども園へ移行 

 

【小規模保育事業所（Ａ型）】 

年度 内 容 

平成 30 年度 ・にこにこ保育園：開設 

令和３年度 
・まるこ保育園：開設 

・にこにこ保育園第２：開設 

令和４年度 ・キッズラボ保育園みその：開設 
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２  就学前のこどもの教育・保育に関する整備方針  

２－１  すべての就学前のこどもに対応する教育・保育について  

（１）就学前のこどもの教育・保育の質の充実 

就学前の教育・ 保育の質の充実に向け、 それぞれの幼稚園・ 保育所・ 認定こ ども 園等が地

域における 就学前のこ ども の育ち を 支える 中心的な役割を 担い、 地域の特色を 生かし た教

育・ 保育の質をより 一層充実さ せると と も に、 小学校へのスムーズな就学に向けて、 職員同

士の交流や学校教育と 就学前教育の相互理解、情報共有を進め、保幼小の連携を強化し ます。 

 
 
（２）就学前のこどもの教育・保育に関する施設の類型について 

就学前のこ ども の教育・ 保育を行う 施設と し ては、 保護者の就労等の有無に関係なく 利用

でき る認定こ ども 園は、 保護者にと っ て利用し やすい施設であると 考えら れます。 既設の認

定こ ども 園における状況を十分検証し ながら 、 市内全体の教育・ 保育施設の適正配置を考慮

し つつ、 地域の状況に応じ て公・ 私立施設の認定こ ども 園化も 検討し ます。  

小規模保育事業等の地域型保育事業の設置については、 保育所や認定こ ども 園を補完する

役割と し て、 今後の保育需要に応じ てその都度、 整備の必要性を検討し ます。  

 
 
（３）特別支援教育・保育の充実 

発達障がいを含む障がいのあるこ ども たちが、伊勢市の就学前の教育・ 保育施設において、

その教育的ニーズ・ 保育的ニーズに応じ た支援を受けるこ と ができ るよう 体制を強化し ます。 

公立・ 私立施設の保育士及び幼稚園教諭の更なる資質向上を目的と し た研修会・ 講演会を

開催し 、 こ ども 理解・ 障がい者理解を進め、 支援に結びつけていき ます。 また、 障がいのあ

るこ ども たちに適切な支援が行えるよう に、 市内の各教育・ 保育施設に対し て専門家による

指導・ 助言を受ける機会を設けると と も に、 介助員や生活支援員等の人的配置等充実を図り

ます。 合わせて、 こ ども の育ちや将来的な見通し について保護者と と も に考えていく ための

「 個別の教育支援計画*」 や「 パーソ ナルフ ァ イ ル*」 などの作成および利活用を推進し てい

き ます。  

就学前の教育・ 保育施設での特別支援教育・ 保育を推進し 充実を図るために、 関係機関と

の連携や支援に向けたアド バイ スができるよう な相談体制を強化し ます。  
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２－２  子育て支援の充実と家庭・地域との連携について  

（１）子育て支援の充実 

現在、 市内には７ か所で子育て支援センタ ーを開設し 、 子育て中の親の孤独感や不安感の

軽減と 、 家庭や地域の子育て機能の向上を図るため、 子育て家庭の交流の場の提供や子育て

に関する講座の開催、 子育てに関する情報提供を実施し ています。  

令和５ 年５ 月に開設し た駅前子育て支援センタ ーについて、 市における子育て支援施設の

中心的施設と し て位置づけ、 各地域の状況に応じ た子育て支援事業の充実を 図ると と も に、

利用者支援専門員による巡回相談を実施し 、 子育て家庭の個々のニーズの把握、 相談内容に

応じ た子育て支援情報の提供や関係機関と の連携強化を推進し ていき ます。  

また、こ ども まんなか実行計画において、妊産婦、子育て世帯やこ ども が気軽に相談でき、

必要な支援につながるこ と のできる子育て世代の身近な相談機関と し て「 地域子育て相談機

関」 の整備が求めら れており 、 地理的・ 社会的条件、 子育て施設の整備状況等総合的に勘案

し 、 地域の実情に応じ て、 その役割を担う 施設を検討し ます。  

 
 
（２）家庭・地域との連携 

「 こ ども の想いが実現する 笑顔あふれるまち 伊勢」 を進めるためには、 地域社会全体

で、 こ ども の成長を見守り 、 子育てを助け合える気運を醸成し なければなり ません。 そのた

めに、 就学前のこ ども の教育・ 保育施設では、 地域の人材を活用し たり 、 こ ども の体験活動

の場を地域に求めるなど、 地域社会と 協同し た就学前のこ ども の教育・ 保育を展開し ていき

ます。  

 
 

２－３  公立施設のあり方について  

（１）保・幼・小の連携を含む実践研究等の中核的な役割 

公立施設においては、 保幼小の連携等、 実践的な研究をするこ と で、 教育・ 保育の課題を

明確にし 、架け橋期*のカ リ キュ ラ ムについて検討するなど、幼児教育の中核的な役割を担い

ます。  

 
 
（２）特別支援教育・保育の中心的役割 

公立施設においては、 特別支援教育・ 保育に積極的に取り 組み、 支援が必要な幼児への適

切な支援や、 こ ども の発育に不安や悩みを抱く 保護者へのアド バイ ス等を行います。 また、

関係機関が開催する研修会等への積極的な参加に努め、 特別支援教育・ 保育に関する職員の

資質向上・ 意識向上をめざし ます。 知識や経験を持っ たアド バイ ザー等の人材の育成や配置

を進めていき 、 特別支援教育・ 保育体制の充実を図り ます。  
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（３）多様な保育ニーズへの対応 

各施設において、 園庭開放や子育て相談等の子育て支援に努め、 未就園児も 利用し やすい

地域に根付いた施設をめざすと と も に、こ ども 未来戦略で示さ れた「 こ ども 誰でも 通園制度」

について、令和８ 年度より 本格的な実施を控えており 、利用者のニーズを把握すると と も に、

先行し て実施し ているモデル事業の利用状況や他自治体の動向を 確認し ながら 実施に向け

て検討し ます。  

また、 各地域の実情に応じ て、 延長・ 休日保育や一時保育などの多様なニーズへ対応でき

る拠点的な施設が必要であり 、 私立施設と の調整のも と で、 公立施設はそれを積極的に担い

ます。  

 
 
（４）公立施設の整備・整理方針 

少子化に伴い児童数が減少し ており 、 今後も さ ら に減少するこ と が見込まれています。 公

立施設の整理統合にあたっ ては、 待機児童を出さ ないための受け皿と し ての役割を持ちなが

ら も 、 児童数や地域分布、 保育ニーズ、 施設の態様、 民間施設を含めた既存施設の配置や運

営状況等を勘案し た上で、 多様な保育サービスを提供する施設と し て整備するこ と を基本に、

市全体の適正配置を図るこ と と し ます。  

また、特別な支援や医療的ケアを必要と し ている児童の教育・ 保育施設の利用にあたっ て、

保護者のニーズを的確に把握し 、 個々の児童の状況に応じ て関係機関と 連携し 、 安心・ 安全

な保育を提供できるよう セーフ ティ ネッ ト と し て保育体制や環境を整備し ます。  

既存の公立施設のう ち、 子育て支援センタ ーの併設や多機能化に対応できる施設を各地域

における拠点と し て、 耐用年数を勘案し ながら 整備し 、 他の施設については統廃合も 視野に

入れ、 整理し ます。  

なお、 就学前の教育・ 保育の環境と し て、 集団の規模が小さ く なると 職員と こ ども のつな

がり が深く なる半面、 集団と し ての力や社会性を身に付けるこ と に困難が生じ ます。 教育の

質や効果を確保すると いう 観点から 、 集団の最低人数（ 15 人） を下回っ た幼稚園については

整理し ていき ます。  
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３  就学前のこどもの教育・保育に関する施設整備計画  

３－１  計画の期間  

令和７ 年度から 令和 11 年度までの５ 年間を計画期間と し て取り 組みます。  

ただし 、 計画期間中であっ ても 、 こ ども 基本法に基づく 市のこ ども 計画と の整合を図るために、

必要に応じ て計画の見直し を検討するも のと し ます。  

 

３－２  公立施設の整備計画  

２ －３ に示す公立施設のあり 方を踏まえ、 子育て支援センタ ーの併設や多様な保育ニーズに対

応でき る施設を存続さ せるこ と と し 、 今後の児童数の推移や保育ニーズ、 耐用年限を考慮し て統

廃合により 、 各地域における拠点と し て整備するこ と で市全体の適正配置を図り ます。  

なお、 こ の計画に沿っ て整理統合をするにあたっ ては、 就学前の教育・ 保育の質を低下さ せな

いこ と 、 待機児童が生じ るこ と のないこ と を前提と し 、 津波や浸水、 洪水被害が見込まれる地域

については防災面も 考慮し て設置場所や建物の構造等を検討し 、 整備し ていく こ と と し ます。  
 
（１）明倫保育所 

市中心部に位置し 、過去５ 年の入所児童数は 60 人前後を推移し ており 、保育需要は、今後

も 同程度の児童数で推移すると 見込まれるこ と から 、 本計画期間内は公立施設と し て存続さ

せていきます。  

建物の耐用年限は令和 25 年ですが、耐用年限及び今後の保育需要の動向を考慮し た上で、

他施設と の統合を検討し ていき ます。  

なお、 併設し ている子育て支援センタ ーについては、 近隣に開設し た駅前子育て支援セン

タ ーと の役割を整理し 利用状況を踏まえたう えで、 子育て世帯を支援する機能の実施につい

て検討し ます。  

 
（２）浜郷保育所 

過去５ 年の入所児童数はピーク を過ぎたも のの、 その後は 75 人前後で推移し ており 、 保

育需要は、 今後も 同程度の児童数で推移するも のと 見込まれるこ と から 、 本計画期間内は公

立施設と し て存続さ せていき ます。  

建物の耐用年限は令和 23 年ですが、耐用年限及び今後の保育需要の動向を考慮し た上で、

他施設と の統合を検討し ていき ます。 なお、 現在の施設は、 送迎車両の通行に関する課題の

ほか、 利用者も 幅広い地域から 児童が利用し ており 、 統合にあたっ ては、 立地を考慮する必

要があり ます。  
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（３）保育所きらら館 

平成 19 年度に、 ３ 保育所を統合し 新築し た施設であり 、 送迎利便性のよい立地であるこ

と から も 保育需要の非常に高い施設です。 また、 子育て支援センタ ーを 併設すると と も に、

延長保育、 休日保育、 一時保育を実施する多機能保育所であり 、 今後も 当市における子育て

支援のモデル的役割を果たす公立施設と し て存続さ せていき ます。  

 
（４）保育所しらとり園 

待機児童対策と し て令和元年度に定員変更を 行い、 乳児保育に対応する施設と し まし た。

周辺地区の人口推移や宅地開発の状況から 保育需要が高い施設であり 、 入所児童数は高い状

況で推移し ているこ と から 、 本計画期間内は公立施設と し て存続さ せていき ます。  

令和 19 年に建物の耐用年限を迎えますが、 保育室の配置や数に課題があるこ と から 、 耐

用年限の前後における他施設と の統合による認定こ ども 園化も 視野に入れ、 施設の方向性に

ついて検討し ていきます。  

 
（５）保育所ゆりかご園 

周辺地区の人口推移や宅地開発の状況から 保育需要が高い施設であり 、 入所児童数は多い

状況で推移し ています。 近接する小俣保健センタ ー内で子育て支援センタ ーと 一時保育を実

施する多機能施設であり 、 多様な保育ニーズに対応し た小俣地区における子育て支援の拠点

的役割を担う 公立施設と し て存続さ せていき ます。  

建築から 50 年近く を経過し ており 、 令和 17 年には建物の耐用年限を迎えるこ と から 、 そ

の時期を 勘案し ながら 他施設と の統合によ る認定こ ども 園化も 視野に入れ検討し ていき ま

す。  

 
（６）御薗第一保育園 

送迎利便性がよく 、保育需要が高い施設であり 、入所児童数は多い状況で推移し ています。

近接する御薗総合支所内で子育て支援センタ ーと 一時保育を実施する多機能施設であり 、 御

薗地区における子育て支援の拠点的役割を担う 公立施設と し て存続さ せていき ます。  

令和２ 年度に大規模修繕を実施し ていますが、 建築から 50 年が経過し 、 令和 14 年には建

物の耐用年限を 迎えるこ と から 、 延長・ 休日保育を 実施するこ と による多機能化を検討し 、

耐用年限の前後に御薗第二保育園と の統合を踏まえた建て替えを行います。  

 

（７）御薗第二保育園 

施設規模に対し て入所児童数が少ない状況ですが、 過去５ 年の入所児童数は 70 人前後を

推移し ており 、 保育需要は、 今後も 同程度の児童数で推移すると 見込まれます。 周辺地域の

避難施設と し て指定を受けているこ と から 本計画期間内は、 公立施設と し て存続さ せていき

ます。  

建築から 50 年を経過し ており 令和 15 年には建物の耐用年限を迎えるこ と から 、 耐用年限

の前後に御薗第一保育園と の統合を踏まえた建て替えを行います。  

  



 

113 

（８）ふたみ保育園 

令和５ 年度に、 津波浸水の危険性が高い地域である二見地区の３ 保育所を統合し 、 高台へ

新築し た施設です。 小中学校と 隣接し 、 送迎利便性も よく 、 二見地区で唯一の保育施設であ

るこ と から 保育需要の高い施設です。 子育て支援センタ ーを併設すると と も に、 延長保育を

実施する多機能保育所であり 、 二見地区における子育て支援の拠点的役割を担う 公立施設と

し て存続さ せていき ます。  

 
（９）しごうこども園 

平成 23 年度にあさ ま保育所と 四郷幼稚園を統合し 新築し た幼保連携型認定こ ども 園であ

り 、 一時保育の実施、 子育て支援センタ ーの併設により 地域の子育て支援の拠点的役割を担

っ ています。 また、 当市における認定こ ども 園の先進的取組の実践施設と し て機能し ている

ため、 今後も 、 保幼小の連携等の実践研究を担う 公立施設と し て存続さ せていき ます。  

 
（１０）小俣幼稚園 

園児数はピーク を過ぎたも のの、 その後は 75 人前後で推移し ており 、 周辺地区の人口推

移や宅地開発の状況から 今後も 同程度の園児数で推移するも のと 見込まれます。 小俣地区に

おける多様なニーズに対応し た幼児教育の中心的な役割を担っ ているこ と から 、 本計画期間

内は公立施設と し て存続さ せていき ます。  

建物の耐用年限は令和 21 年ですが、耐用年限及び今後の保育需要の動向を考慮し た上で、

他施設と の統合による認定こ ども 園化も 視野に入れ検討し ていきます。  

 
（１１）明野幼稚園 

園児数は減少傾向ではあり ますが、 周辺地区の人口推移や宅地開発の状況から 今後も 現在

と 同程度の園児数で推移するも のと 見込まれるこ と から 、 本計画期間内は公立施設と し て存

続さ せていき ます。  

建築から 50 年を経過し ており 、 令和 13 年には建物の耐用年限を迎えるこ と から 、 今後の

園児数の推移を考慮し た上で、 他施設と の統合も 含め、 存続について検討し ていきます。  

 
（１２）駅前子育て支援センター・駅前一時保育室 

令和５ 年度に、 妊娠・ 出産から 子育てまで総合的に支援する健康福祉ステーショ ンに設置

し た施設です。 子育て支援センタ ーと 一時保育室を併設し 、 親子がと も に遊べる交流ひろば

を備え、 子育て期の様々な相談支援や情報発信、 健康福祉ステーショ ン内の他部署と 連携す

るなど、 子育てに関する拠点と し て機能し ているため、 今後も 、 市内の子育て支援センタ ー

の中心的な役割を備えた公立施設と し て存続さ せていき ます。  
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公立施設整備計画表（令和７年度から令和11年度）

現状
計画期間中の
施設の状況

（１） 明倫保育所 ⇒
存続

併設施設の
機能転換の検討

（２） 浜郷保育所 ⇒ 存続

（３） 保育所きらら館 ⇒ 存続

（４） 保育所しらとり園 ⇒ 存続

（５） 保育所ゆりかご園 ⇒ 存続

（６） 御薗第一保育園 ⇒
存続

建替時期及び
機能追加の検討

（７） 御薗第二保育園 ⇒
存続

建替時期及び
機能追加の検討

（８） ふたみ保育園 ⇒ 存続

認定
こども園

（９） しごうこども園 ⇒ 存続

（10） 小俣幼稚園 ⇒ 存続

（11） 明野幼稚園 ⇒ 存続

○計画期間後の施設数

8 保育所 8

1 ⇒ 認定こども園 1

2 幼稚園 2

認定こども園

幼稚園

二見地区における子育て支援の拠点
的役割を担う多機能施設として存続
させていきます。

地域の子育て支援の拠点的役割、保
幼小の連携等の実践研究を担う多機
能施設として存続させていきます。

幼稚園

耐用年限及び今後の保育需要の動向
を考慮し、他施設との統合による認
定こども園化も視野に入れ、検討し
ていきます。

耐用年限及び今後の園児数を考慮
し、他の施設との統合も含め、存続
について検討していきます。

保育所

計画期間以降の
将来的な方向性

保育所

耐用年限及び今後の保育需要の動向
を考慮し、他の施設との統合を検討
していきます。

耐用年限及び今後の保育需要の動向
を考慮し、他の施設との統合を検討
していきます。

市における子育て支援のモデル的役
割を担う多機能保育所として存続さ
せていきます。

耐用年限及び今後の保育需要の動向
を考慮し、他の施設との統合による
認定こども園化を含め、施設の方向
性を検討していきます。

多様な保育ニーズに対応した、小俣
地区における拠点的施設として、他
の施設との統合による認定こども園
化も視野に入れ検討していきます。

延長・休日保育等の多機能化を検討
し、御薗地区における拠点的施設と
して、御薗第二保育園との統合を踏
まえた建て替えを行います。

耐用年限及び今後の保育需要の動向
を考慮し、御薗第一保育園との統合
を踏まえた建て替えを行います。
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４  関係資料  

４－１  各施設の入所（園）状況  

【幼稚園】 

施設名 
公立 

私立 
定員 所在地 

入所（園）児童数 充足率 

（Ｒ６） Ｈ26 Ｈ31 Ｒ６ 

小俣幼稚園 公立 200 小俣町本町 153 127 77 38.50% 

明野幼稚園 公立 70 小俣町明野 61 54 25 35.71% 

常盤幼稚園 私立 25 岩淵１丁目 28 22 30 120.00% 

まるこ幼稚園 私立 60 一之木１丁目 53 51 58 96.66% 

双康幼稚園 私立 90 黒瀬町 103 93 68 75.55% 

神宮高倉山幼稚園 私立 180 八日市場町 53 42 19 10.55% 

神宮五十鈴川幼稚園 私立 200 宇治中之切町 36 25 27 13.50% 

※定員については令和６年４月１日時点、入所（園）児童数については各年度とも５月１日時点。 

 

【保育所】 

施設名 
公立 

私立 
定員 所在地 

入所（園）児童数 充足率 

（Ｒ６） Ｈ26 Ｈ31 Ｒ６ 

明倫保育所 公立 90 吹上 2 丁目 78 60 57 63.33% 

浜郷保育所 公立 120 黒瀬町 94 112 75 62.50% 

保育所きらら館 公立 75 常磐 2 丁目 75 76 72 96.00% 

保育所しらとり園 公立 80 小俣町湯田 58 72 79 98.75% 

保育所ゆりかご園 公立 150 小俣町本町 151 131 123 82.00% 

御薗第一保育園 公立 180 御薗町長屋 171 147 134 74.44% 

御薗第二保育園 公立 150 御薗町高向 81 65 77 51.33% 

ふたみ保育園 公立 180 二見町光の街 － － 171 95.00% 

大湊保育園 私立 50 大湊町 49 50 34 68.00% 

一色保育園 私立 70 一色町 127 90 49 70.00% 

村松保育園 私立 45 村松町 51 37 29 64.44% 

船江保育園 私立 90 船江 3 丁目 85 93 82 91.11% 

たけのこ保育園 私立 120 常磐町 102 118 123 102.50% 

東大淀保育園 私立 60 東大淀町 52 49 38 63.33% 

豊浜西保育所 私立 90 磯町 140 116 86 95.55% 

みどり保育園 私立 30 矢持町 32 32 21 70.00% 

有滝保育園 私立 30 有滝町 35 22 22 73.33% 
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施設名 
公立 

私立 
定員 所在地 

入所（園）児童数 充足率 

（Ｒ６） Ｈ26 Ｈ31 Ｒ６ 

中須保育園 私立 100 中須町 108 103 97 97.00% 

佐八保育園 私立 50 佐八町 64 57 42 84.00% 

みややま保育園 私立 90 旭町 99 87 85 94.44% 

なかよし保育所 私立 45 勢田町 47 47 40 88.88% 

えがお保育園 私立 60 小俣町元町 69 66 68 113.33% 

あけの保育園 私立 90 小俣町新村 108 100 91 101.11% 

いせの杜保育園 私立 70 大世古 4丁目 － 77 54 77.14% 

えがおあけぼの保育園 私立 125 小俣町明野 － － 125 100.00% 

※定員については令和６年４月１日時点、入所（園）児童数については各年度とも５月１日時点。 

 

【認定こども園】 

施設名 
公立 

私立 
定員 所在地 

入所（園）児童数 充足率 

（Ｒ６） Ｈ26 Ｈ31 Ｒ６ 

しごうこども園 公立 
30 

一宇田町 
8 18 11 36.66% 

95 95 88 82 86.31% 

修道こども園 私立 
40 

楠部町 
49 40 33 82.50% 

120 102 131 112 93.33% 

暁の星こども園 私立 
75 

小俣町本町 
145 48 26 34.66% 

175 50 168 153 87.42% 

和順こども園 私立 
60 

小俣町元町 
43 62 40 66.66% 

60 66 46 55 91.66% 

マリアこども園 私立 
15 

岡本１丁目 
－ 1 4 26.66% 

105 121 93 89 84.76% 

ゆたかこども園 私立 
90 

御薗町王中島 
261 117 64 71.11% 

160 － 152 157 98.12% 

有緝こども園 私立 
45 

船江２丁目 
124 42 41 91.11% 

96 － 90 98 102.08% 

めいりんこども園 私立 
35 

岡本１丁目 
75 61 39 111.42% 

90 － 44 83 92.22% 

中島こども園 私立 
30 

中島２丁目 
47 45 30 100.00% 

73 － 57 73 100.00% 

※各施設の上段は、１号認定、下段は、２・３号認定を示しています。 

※定員については令和６年４月１日時点、入所（園）児童数については各年度とも５月１日時点。 
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【小規模保育事業所（Ａ型）】 

施設名 
公立 

私立 
定員 所在地 

入所（園）児童数 充足率 

（Ｒ６） Ｈ26 Ｈ31 Ｒ６ 

にこにこ保育園 私立 12 小俣町元町 － 22 14 116.66% 

まるこ保育園 私立 6 一之木１丁目 － － 6 100.00% 

にこにこ保育園第２ 私立 12 小俣町元町 － － 13 108.33% 

キッズラボ保育園みその 私立 19 御薗町長屋 － － 16 84.21% 

※定員については令和６年４月１日時点、入所（園）児童数については各年度とも５月１日時点。 
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４－２  公立施設の建築年等  

【公立幼稚園、保育所、認定こども園】 

施設名 所在地 建築年 構造 耐用年限 

小俣幼稚園 小俣町本町 昭和 54 年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 令和 21 年 

明野幼稚園 小俣町明野 昭和 46 年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 令和 13 年 

明倫保育所 吹上 2 丁目 昭和 58 年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 令和 25 年 

浜郷保育所 黒瀬町 昭和 56 年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 令和 23 年 

保育所きらら館 常磐 2 丁目 平成 19 年 鉄骨造 令和 49 年 

保育所しらとり園 小俣町湯田 昭和 52 年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 令和 19 年 

保育所ゆりかご園 小俣町本町 昭和 50 年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 令和 17 年 

御薗第一保育園 御薗町長屋 昭和 47 年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 令和 14 年 

御薗第二保育園 御薗町高向 昭和 48 年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 令和 15 年 

ふたみ保育園 二見町光の街 令和４年 鉄骨造 令和 64 年 

しごうこども園 一宇田町 平成 23 年 鉄骨造 令和 53 年 

※耐用年限は、伊勢市公共施設等総合管理計画において目標耐用年数とする建築年から 60 年後として

います。 

 

 
 

４－３  就学前児童数の推移  

 
 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

０歳 793 748 703 676 589 

１歳 873 808 788 722 680 

２歳 818 884 794 795 723 

３歳 882 816 895 806 795 

４歳 933 869 822 890 814 

５歳 977 928 866 819 887 

合 計 5,276 5,053 4,868 4,708 4,488 

※各年度４月末日時点、住民基本台帳人口より。 
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４－４  伊勢市管内保育関係施設案内図  
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第７章 計画の推進体制 

１  計画の推進体制  

本計画の推進にあたっ て、 市内関係機関と 連携し て横断的な施策に取り 組むと と も に、 幼稚園･

保育所等のこ ども 施策事業者、 学校、 企業、 市民と 連携し て、 多く の方の意見を取り 入れながら 取

組を広げていき ます。 また、 社会情勢の急速な変化にも 柔軟に対応し 、 事業に的確に反映し ます。

新たな課題についても 、 積極的に早期に取り 組んでいきます。  

◆関係機関との連携 

児童虐待防止対策の充実、 ひと り 親家庭の自立支援の推進、 障がい児など特別な支援が必要

なこ ども の施策の充実など、 県が行う 施策と の連携を図ると と も に、 本市の実情に応じ た施策

を関係機関と 連携を密にし て展開し ます。  

 

 

２  進捗状況の管理  

本計画の策定に向けて、 保護者、 保健医療や教育の関係者、 こ ども 施策事業者や学識経験者等に

より 構成さ れる「 伊勢市子ども ･子育て会議」 において議論を行っ てきまし た。当会議は、 こ ども 施

策の総合的･計画的な推進に関し て必要な事項や施策の実施状況を 調査･審議する場に位置付けら

れているため、計画策定後も 当会議において、年度計画の各施策の進捗状況を把握し 、点検･評価を

継続的に実施するこ と により 、 進行管理を行っ ていき ます。  

点検･評価等の結果は本市ホームページ等で公表し ます。なお、計画に定める量の見込みが、大き

く 変動する場合には計画を見直し 、 必要に応じ て一部改定を行う こ と と し ます。  

 



 

 

 

資 料 編 
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１ こども・子育て支援に関するニーズ調査の概要、結果（抜粋） 
「 こ ども ・ 子育て支援に関するニーズ調査」 より 、 本編に紹介さ れていない調査結果につい

て、 以下に抜粋し て掲載し ます。  

 

１ 宛名のお子さんの育ちをめぐる環境について 

（１）あなたが子育てに関して日常的に悩んでいること、気になることは何ですか。 

《○はいくつでも》 

就学前児童の保護者では、「 子育てで出費がかさ むこ と 」 が 60. 1％で最も 多く 、 次いで「 仕

事と 子育ての両立」 が 49. 1％、「 こ ども の教育に関するこ と 」 が 40. 8％と 続いています。  

小学生の保護者では、「 子育てで出費がかさ むこ と 」 が 65. 5％で最も 多く 、 次いで「 仕事と

子育ての両立」 が 48. 6％、「 こ ども の教育に関するこ と 」 が 46. 9％と 続いています。  

「 食事や栄養に関するこ と 」では、就学前児童の保護者（ 36. 7％）と 小学生の保護者（ 19. 6％）

で差が 17. 1 ポイ ント と 大き く なっ ています。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

60.1

40.8

23.6

36.7

36.6

6.8

49.1

6.0

22.3

27.1

6.9

2.3

2.1

5.4

65.5

46.9

15.6

19.6

34.7

6.1

48.6

2.6

16.4

22.5

6.4

3.9

2.2

6.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

子育てで出費がかさむこと

（教育、医療、食費、習い事等）

こどもの教育に関すること

こどもの発育・発達や

障がいに関すること

食事や栄養に関すること

こどもの育て方、接し方

家族の協力が得られない

仕事と子育ての両立

子育ての仲間がいない

急な時にこどもを預ける人がいない

こどもにイライラしてしまう

こどもを怒鳴ったり、たたく

などといったことをしてしまう

登園したがらない

その他

特にない

就学前保護者 n=853

小学生保護者 n=623
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２ 宛名のお子さんの保護者の就労について 

（２）母親の現在の就労状況（自営、家業に従事している場合を含む）をお聞きします。

《○は１つ》 

就学前児童の母親では、「 フ ルタ イ ム」 が 24. 7％で最も 多く 、 次いで「 パート タ イ ム・ アル

バイ ト 等」 が 24. 5％、「 以前は就労し ていたが、 現在は就労し ていない」 が 23. 0％と 続いてい

ます。  

小学生の母親では、「 フ ルタ イ ム」 が 43. 2％で最も 多く 、 次いで「 パート タ イ ム・ アルバイ

ト 等」 が 40. 4％、「 以前は就労し ていたが、現在は就労し ていない」 が 11. 7％と 続いています。  

「 フ ルタ イ ム」 または「 パート タ イ ム・ アルバイ ト 等」 で就労し ている母親は、 小学生の母

親（ 85. 8％） と 就学前児童の母親（ 76. 1％） で 9. 7 ポイ ント 差と なっ ています。  

前回調査と 比較すると 、 就学前児童の母親では「 フ ルタ イ ムで、 現在産休・ 育休・ 介護休暇

中」 が 12. 6 ポイ ント 増加、 小学生の母親では「 フ ルタ イ ム（ 週５ 日程度・ １ 日８ 時間程度就

労）」 が 5. 6 ポイ ント 増加し ており 、 いずれも フ ルタ イ ムで就労し ている母親が増加し ていま

す。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

24.7

43.2

22.3

1.4

24.5

40.4

4.6

0.8

23.0

11.7

0.6

1.1

0.4

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前母親 n=853

小学生母親 n=623

フルタイム（週５日程度・１日８時間程度就労）

フルタイムで、現在産休・育休・介護休暇中

パートタイム・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

パートタイム・アルバイト等で現在産休・育休・介護休暇中

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

フ
ル
タ
イ
ム

フ
ル
タ
イ
ム

（

産
休
・
育
休
・

介
護
休
暇
中
）

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・

ア
ル
バ
イ
ト
等

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・

ア
ル
バ
イ
ト
等

（

産
休
・
育
休
・

介
護
休
暇
中
）

以
前
は
就
労
し
て

い
た
が
、

現
在
は

就
労
し
て
い
な
い

こ
れ
ま
で
に
就
労

し
た
こ
と
が
な
い

無
回
答

今回調査（n=853） 24.7％ 22.3％ 24.5％ 4.6％ 23.0％ 0.6％ 0.4％

前回調査（n=862） 26.5％ 9.7％ 32.7％ 4.5％ 24.5％ 1.0％ 1.0％

増　減 -1.8pt 12.6pt -8.2pt 0.1pt -1.5pt -0.4pt -0.6pt

今回調査（n=623） 43.2％ 1.4％ 40.4％ 0.8％ 11.7％ 1.1％ 1.3％

前回調査（n=885） 37.6％ 1.1％ 42.4％ 0.6％ 16.0％ 0.7％ 1.6％

増　減 5.6pt 0.3pt -2.0pt 0.2pt -4.3pt 0.4pt -0.3pt

就
学
前

小
学
生

母親の就労状況
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３ 平日の保育所（園）や幼稚園等の利用について 

（３）①宛名のお子さんは、現在、平日に次の園等を定期利用していますか。 

《定期利用しているものすべてに○》 

②宛名のお子さんが平日に定期利用するものとして、今後も利用を続けたい、 

もしくは、新たに利用したいものはどれですか。《定期利用したいものすべてに○》 

※就学前児童の保護者のみ回答 

①平日に定期利用し ているも のでは、「 利用する必要はない」 が 37. 4％で最も 多く 、 次いで

「 私立認定こ ども 園」 が 16. 4％、「 私立保育所（ 園）」 が 14. 0％と 続いています。  

②今後も 利用を続けたい、も し く は新たに利用し たいも のでは、「 公立保育所（ 園）」が 28. 4％

で最も 多く 、 次いで「 私立認定こ ども 園」 が 26. 4％、「 私立保育所（ 園）」 が 22. 7％と 続い

ています。  

「 利用する 必要はない」 では、 平日に定期利用し ている （ 37. 4％） と 今後の利用希望

（ 16. 5％） で差が 20. 9 ポイ ント と 、 平日定期利用中が高く 、「 公立保育所（ 園）」 では、 平

日に定期利用し ている（ 13. 0％） と 今後の利用希望（ 28. 4％） で差が 15. 4 ポイ ント と 、 利

用希望が高く なっ ています。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.0

6.3

1.3

13.0

14.0

2.9

16.4

0.8

1.1

1.9

0.7

1.3

2.6

37.4

11.3

12.3

8.0

28.4

22.7

14.2

26.4

1.4

1.1

2.5

1.3

5.5

1.1

16.5

0% 10% 20% 30% 40%

公立幼稚園

私立幼稚園

幼稚園の預かり保育（通常の就園

時間を延長して預かるサービス）

公立保育所（園）

私立保育所（園）

公立認定こども園

私立認定こども園

私立小規模保育事業所

認可外保育事業

企業主導型保育事業

事業所内保育施設

ファミリー・サポート・センター事業

その他の園等

利用する必要はない

平日定期利用中 n=853

今後の利用希望 n=853



 

124 

（４）幼稚園・保育所（園）・認定こども園等を選ぶときに、重視する（した）ことは何で

すか。《○は３つまで》 

※（ ３ ） ②で、 今後も 平日に定期利用を 続けたい、 も し く は新たに定期利用し たいも のと し て、

「 公立幼稚園」 ～「 事業所内保育施設」 のいずれかを 選択し た就学前児童の保護者のみ回答 

就学前児童の保護者では、「 自宅から 近い」 が 76. 7％で最も 多く 、 次いで「 教育・ 保育の方

針や内容がよい」 が 36. 1％、「 通勤に便利な場所にある」 が 34. 8％と 続いています。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

76.7

10.4

34.8

28.8

2.7

36.1

14.7

2.0

4.6

27.6

2.4

5.7

4.6

5.4

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅から近い

祖父母宅に近い

通勤に便利な場所にある

兄弟姉妹が利用している（いた）

近所の友達が利用している（いた）

教育・保育の方針や内容がよい

施設や設備が充実している

設置者（公立施設、私立施設）

入園準備に係る費用

施設や職員の評判や雰囲気が良い

（良さそう）

特別支援児の受け入れがある

（保育士の加配等）

夏休み等の長期休業中の保育日数

送迎バスの有無

その他

無回答 就学前保護者 n=699
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（５）幼稚園・保育所（園）・認定こども園等に対してどのように感じていますか。 

《それぞれ○は１つ》 

※現在、「 幼稚園」、「 保育所（ 園）」 または「 認定こ ども 園」 を利用し ている就学前児童の保護者

のみ回答 

10 項目すべてにおいて、『 満足』 が８ 割を超えています。  

その中で、『 満足』 は、「 ③お子さ んへの接し 方・ 日常の遊び」・「 ⑧安全・ 衛生対策」 が同率

で 94. 1％と 最も 高く 、 次いで「 ⑤給食」 が 93. 7％と 続いています。  

『 不満』 は、「 ⑨保育料金」 が 17. 6％と 最も 高く 、 次いで「 ⑩保育時間」 が 15. 1％、「 ⑥保護

者への情報伝達」 が 14. 3％と 続いています。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

31.5

38.7

49.6

42.3

52.8

37.9

37.0

39.4

35.7

40.2

55.7

48.7

44.5

46.0

40.9

47.9

50.4

54.7

46.6

44.7

11.9

10.6

5.3

10.2

4.5

12.8

11.5

4.9

13.6

12.3

0.9

1.9

0.6

1.5

1.9

1.5

1.1

1.1

4.0

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①施設・環境

（園舎・園庭・玩具など）

②保育士・幼稚園教諭等の配置状況

（人員体制）

③お子さんへの接し方・日常の遊び

（保育内容）

④行事（保育参観や運動会など）

⑤給食

⑥保護者への情報伝達

⑦保護者の要望・意見への対応

⑧安全・衛生対策

⑨保育料金

⑩保育時間

就学前保護者 n=470

大変満足 ほぼ満足 やや不満 大変不満

※ 『 満足』 は「 大変満足」・「 ほぼ満足」 と 回答し た人、『 不満』 は「 やや不満」・「 大変不満」 と 回答し た人を

それぞれあわせたも の（ 四捨五入により 端数が合わない場合があり ます）  
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（６）幼稚園・保育所（園）・認定こども園に期待することは何ですか。《○はいくつでも》 

※就学前児童の保護者のみ回答 

就学前児童の保護者では、「 集団の中で発達段階にあっ た社会性を身に付けさ せてほし い」 が

71. 2％で最も 多く 、 次いで「 家族の働き方に合っ た保育・ 教育時間を望む」 が 68. 3％、「 小学

校入学にむけて幼児教育を充実さ せてほし い」 が 53. 3％と 続いています。  

 
 
 
  

68.3

71.2

53.3

25.9

26.7

9.6

41.5

3.2

0% 20% 40% 60% 80%

家族の働き方に合った保育・

教育時間を望む

集団の中で発達段階にあった

社会性を身に付けさせてほしい

小学校入学にむけて幼児教育を

充実させてほしい

子育てに関する相談や援助を

してほしい

住んでいる地域の施設に預け、同じ地域

の子どもたちと一緒に過ごさせたい

障がいをもつ乳幼児への支援を

充実させてほしい

延長保育・休日保育・一時保育など

のサービスを充実させてほしい

その他 就学前保護者 n=853
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４ 子育てと地域社会について 

（７）こどもの安心・安全の対策として、どのようにしていますか。《○はいくつでも》 

※小学生の保護者のみ回答 

小学生の保護者では、「 こ ども が遊びに出かけると き は、 行き 先を確認し ている」 が 81. 9％

で最も 多く 、 次いで「 知ら ない人について行かないよう 日頃から 話し ている」 が 76. 1％、「 こ

ども が遊びに出かけると き は、 帰宅時間を決めている」 が 72. 7％と 続いています。  

前回調査と 比較すると 、「 よく 通る道の安全確認をし ている（ 通学路等）」「 知ら ない人につい

て行かないよう 日頃から 話し ている」「 防犯ブザーを持たせている」「 特にない」 の割合で前回

調査を上回っ ており 、 特に「 よく 通る道の安全確認をし ている（ 通学路等）」 は 10. 2 ポイ ント

の増加と なっ ています。  
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45.4

31.8
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42.9

22.3

59.6

2.7
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0.0

84.6
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35.2

32.5

74.7

39.9

27.2

61.5

0.3

3.1

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

こどもが遊びに出かけるときは、

行き先を確認している

こどもが遊びに出かけるときは、

帰宅時間を決めている

よく通る道の安全確認をしている

（通学路等）

集団での登校または

下校をするようにしている

知らない人について行かない

よう日頃から話している

防犯ブザーを持たせている

携帯電話を持たせている

塾や習い事などに行く場合

には送り迎えをしている

特にない

その他

無回答

今回調査 n=623

前回調査 n=890
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５ 子育て全般について 

（８）伊勢市の子育て支援施策に期待すること・重要なことは何ですか。次の項目から 

上位３つを選んでください。《各順位〇は１つ》 

就学前児童の保護者では、「 ⑨保育サービ スの費用負担や学費など経済的支援の充実」 が

50. 3％で最も 多く 、 次いで「 ⑪仕事と 子育てが両立でき るよう 労働時間の改善など、 企業や労

働者に対する啓発」 が 39. 5％、「 ⑩仕事と 子育てが両立でき るよう 保育所（ 園）、 幼稚園等の箇

所数や内容の充実」 が 34. 6％と 続いています。  

小学生の保護者では、「 ⑬犯罪や交通事故から こ ども を守るための取り 組みの充実」が 40. 7％

で最も 多く 、 次いで「 ④安心し てこ ども が医療機関にかかれる体制の充実」 が 38. 3％、「 ⑤こ

ども が主体的に行動できるよう 学校教育環境の充実」 が 35. 3％と 続いています。  

「 ⑨保育サービ スの費用負担や学費など経済的支援の充実」 では、 就学前児童の保護者

（ 50. 3％） と 小学生の保護者（ 35. 0％） で差が 15. 3 ポイ ント 、「 ⑬犯罪や交通事故から こ ども

を守るための取り 組みの充実」では、小学生の保護者（ 40. 7％）と 就学前児童の保護者（ 26. 3％）

で差が 14. 4 ポイ ント と 大き く なっ ています。  
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23.5 

9.0 

6.5 

50.3 

34.6 

39.5 

15.8 

26.3 

2.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

①子育てに関する相談、情報提供の充実

（子育て相談、電話相談など）

②母子の健康、こどもの発達支援のための健診や

訪問、相談などの充実（１歳６か月児健診、

３歳児健診、発達相談、親子教室など）

③性や喫煙、薬物に関する正しい知識

を習得するための思春期保健の充実

④安心してこどもが医療機関

にかかれる体制の充実

⑤こどもが主体的に行動できる

よう学校教育環境の充実

⑥地域におけるこどもの居場所の充実

⑦児童虐待やいじめ等に関する対策の充実

⑧障がいのあるこどもが地域で安心して

生活できるよう障がい児施策の充実

⑨保育サービスの費用負担や

学費など経済的支援の充実

⑩仕事と子育てが両立できるよう保育所（園）、

幼稚園等の箇所数や内容の充実

⑪仕事と子育てが両立できるよう労働時間

の改善など、企業や労働者に対する啓発

⑫親子トイレ・授乳コーナーの設置や禁煙・

分煙など、こどもにやさしい環境整備の充実

⑬犯罪や交通事故からこどもを

守るための取り組みの充実

⑭その他

【 就学前 】

１位 ２位 ３位

就学前保護者 n=853
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20.7 

33.1 

4.0 

40.7 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

【 小学生 】

小学生保護者 n=623
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２  こども・若者に関するアンケート調査の概要、結果（抜粋） 
「 こ ども・ 若者に関するアンケート 調査」より 、本編に紹介さ れていない調査結果について、

以下に抜粋し て掲載し ます。  

 

１ 居場所について 

（１）あなたにとっての「居場所」とは、どんなところだと思いますか。《○はいくつでも》 

中高生では、「 落ち着いてく つろげる場所」 が 78. 8％で最も 多く 、 次いで「 好きなも のがあ

っ たり 、 好き なこ と ができ る場所」 が 63. 2％と なっ ています。  

若者では、「 落ち着いてく つろ げる場所」 が 79. 6％で最も 多く 、 次いで「 好き なも のがあっ

たり 、好き なこ と ができる場所」 が 50. 2％、「 自分ひと り で行けて、好きなだけいら れる場所」

が 45. 2％と なっ ています。  

「 好き なも のがあっ たり 、好き なこ と ができ る場所」では、中高生（ 63. 2％）と 若者（ 50. 2％）

で差が 13. 0 ポイ ント と 大き く なっ ています。  

 

 
 

  
48.8

78.8

63.2

48.9

35.9

27.0

25.3

16.4

3.7
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45.2

79.6

50.2

43.8

30.5

15.8

20.3

9.8

2.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分ひとりで行けて、

好きなだけいられる場所

落ち着いてくつろげる場所

好きなものがあったり、

好きなことができる場所

友だちや親しい人とのつながり

の中で安心していられる場所

自分のことを否定されたり、

嫌なことが起きない場所

大人に指図されたり、

強制されたりしない場所

自分の意見や希望を

受け入れてもらえる場所

色々なイベントがあり、自分の

好きなものに参加できる場所

わからない

その他

中高生 n=1,531

若 者 n=849
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２ 結婚について 

（２）結婚したい人が結婚しやすくなるには、どのようなことが大切だと思いますか。 

《○は３つまで》 

中高生では、「 夫婦で協力し て、 家事や育児をするこ と 」 が 65. 0％で最も 多く 、 次いで「 仕

事と 家庭が両立でき る職場であるこ と 」 が 50. 3％、「 給料など、 働く 条件をよく するこ と 」 が

38. 1％と なっ ています。  

若者では、「 夫婦で協力し て、 家事や育児をするこ と 」 が 62. 0％で最も 多く 、 次いで「 仕事

と 家庭が両立できる職場であるこ と 」が 58. 8％、「 給料など、働く 条件をよく するこ と 」が 51. 6％

と なっ ています。  

「 給料など、働く 条件をよく するこ と 」 では、若者（ 51. 6％） と 中高生（ 38. 1％） で差が 13. 5

ポイ ント と 大きく なっ ています。  
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夫婦で協力して、家事や育児をすること

仕事と家庭が両立できる職場であること

給料など、働く条件をよくすること

結婚や家にかかるお金の支援があること

出会いの場があること

交際や結婚の相談場所があること

ライフプランについて学ぶこと

わからない

その他

中高生 n=1,531

若 者 n=849
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３ 意見反映について 

（３）伊勢市は、みなさんが自分の意見を言いやすい環境を作りたいと考えています。あ

なたは、どんな方法や手段であれば、伊勢市に対して、自分の意見を伝えやすいと

思いますか。《○はいくつでも》 

中高生では、「 イ ンタ ーネッ ト のアンケート に答える」 が 53. 8％で最も 多く 、 次いで「 メ ー

ルで伝える」 が 29. 1％、「 自分の学校で、 直接会っ て伝える」 が 28. 3％と なっ ています。  

若者では、「 イ ンタ ーネッ ト のアンケート に答える」が 59. 8％で最も 多く 、次いで「 SNS（ LI NE、

Ｘ （ 旧ツイ ッ タ ー）、 イ ンスタ グラ ムなど） で伝える」 が 41. 2％、「 自分の学校で、 直接会っ て

伝える」 が 25. 3％と なっ ています。  

「 SNS（ LI NE、 Ｘ （ 旧ツイ ッ タ ー）、 イ ンスタ グラ ムなど） で伝える」 では、 若者（ 41. 2％）

と 中高生（ 27. 6％） で差が 13. 6 ポイ ント と 大きく なっ ています。  
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市役所で、直接会って伝える

自分の学校で、直接会って伝える

電話や通話アプリで伝える

メールで伝える

インターネットのアンケートに答える

オンライン（インターネット上）

の会議で伝える

SNS（LINE、Ｘ（旧ツイッター）、

インスタグラムなど）で伝える

その他 中高生 n=1,531

若 者 n=849
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４ 伊勢市について 

（４）伊勢市に子育ての支援で、特に力を入れてほしいことは何ですか。《○は３つまで》 

中高生の保護者では、「 子育てに必要な費用支援の充実」 が 57. 6％で最も 多く 、 次いで「 事

故や犯罪が少ない安全な地域づく り 」が 42. 2％、「 仕事と 家庭を両立し やすく するための支援」

が 30. 1％と なっ ています。  

 
 
 

  
6.5

7.1
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交流や相談がしやすい場所づくり

自然とふれあうことができる場所づくり

事故や犯罪が少ない安全な地域づくり

こどもや子育て家庭を

サポートする地域づくり

発育や発達、障がいに関する支援

安心して医療機関にかかるための支援

仕事と家庭を両立しやすくするための支援

健やかな体を育むスポーツ活動

心豊かにする音楽や芸術などの文化活動

道路や公共交通機関の充実

買い物などの生活環境の充実

子育てに必要な費用支援の充実

教育・保育の充実

その他 中高生保護者 n=623
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３  子ども・子育て会議委員名簿、開催状況、設置条例  

３－１  伊勢市子ども･子育て会議委員名簿  

 

区 分 組 織 氏 名 備 考 

学識経験者 皇學館大学 中 條  敦 仁  会長 

保健医療関係者 伊勢地区医師会 花 田  基   

 伊勢地区歯科医師会 田 口  昇   

 伊勢保健所 前 田  弓 子   

事業主代表 伊勢商工会議所 竹 中  栄 子   

労働者代表 伊勢地区労継承センタ ー 中 川  智 代   

教育関係者 伊勢市小中学校長会 濱 口  憲 子   

 伊勢私立幼稚園・ 認定こ ども 園協会 前 島  達   

こども施策従事者 伊勢市民生委員児童委員協議会連合会 中 北  幸 宏   

伊勢市私立保育連盟 竹 内  勇 夫   

三重みなみ子ども ネッ ト ワーク  秋 山  則 子  副会長 

いせ放課後児童ク ラ ブ指導員の会 山 本  明 日 香   

たんぽぽ読書会 北 川  和 子   

伊勢市総連合自治会 伊 藤  幸 生   

南勢志摩児童相談所 岡 村  広 志   

伊勢市健康福祉部 大 井 戸  清 人   

こどもの保護者 小・ 中学生の保護者代表 案 浦  豊 土   

 幼稚園・ 認定こ ども 園の保護者代表 西 山  寛 之   

 保育所（ 園） の保護者代表 三 宅  の ど か   

令和７ 年３ 月 31 日現在（ 順不同、 敬称略）  
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３－２  会議開催状況  

伊勢市子ども・子育て会議開催状況 
 
○令和５年８月 28 日 

会長・副会長選任 

次期伊勢市の就学前の子どもの教育・保育に関する整備方針・施設整備計画の策定について 

第３期伊勢市子ども・子育て支援事業計画策定について 

 

○令和６年１月 18 日 

第３期子ども・子育て支援事業計画策定ニーズ調査の調査票について 

 

○令和６年７月 18 日 

第３期伊勢市子ども・子育て支援事業計画策定について 

ニーズ調査結果の報告について 

第２期伊勢市子ども・子育て支援事業計画の評価等について 

次期伊勢市の就学前の子どもの教育・保育に関する施設整備計画の素案について 

伊勢市こども計画の策定について 

 

○令和６年９月５日 

伊勢市こども計画の策定について 

こども・若者アンケート調査結果等の報告について 

第３期伊勢市子ども・子育て支援事業計画における量の見込みの検討について 

第３期伊勢市子ども・子育て支援事業計画における施策の展開について 

伊勢市こども計画における施策の展開について 

 

○令和６年 10月３日 

伊勢市こども計画の策定について 

第３期伊勢市子ども・子育て支援事業計画における施策・見込み量の検討について 

伊勢市こども計画における施策案の検討について 

次期伊勢市の就学前の子どもの教育・保育に関する施設整備計画について 

伊勢市こども計画の骨子案について 

 

○令和６年 11月７日 

伊勢市こども計画（素案）について 

 

○令和７年１月 23 日 

伊勢市こども計画（最終案）について 
パブリックコメント結果の報告及び対応について 
伊勢市こども計画別冊（施設整備事業関係）について  
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３－３  伊勢市子ども･子育て会議条例  

平成 25 年７ 月 10 日 

伊勢市条例第 17 号 

（ 設置）  

第１ 条 市長の附属機関と し て、 伊勢市子ども・ 子育て会議( 以下「 子ども・ 子育て会議」 と い 

う 。 ) を置く 。  

( 令５ 条例 26・ 令６ 条例 33・ 一部改正)  

（ 所掌事務）  

第２ 条 子ども ・ 子育て会議は、 次に掲げる事務をつかさ どる。  

( 1)  子ども ・ 子育て支援法( 平成 24 年法律第 65 号) 第 72 条第１ 項各号に掲げる事務を処理す 

るこ と 。  

( 2)  こ ども 基本法( 令和４ 年法律第 77 号) 第 10 条第２ 項に規定する市町村こ ども 計画に関す 

る事項を調査審議するこ と 。  

( 3)  就学前の子ども の教育・ 保育に関する整備方針及び施設整備計画に関する事項を調査審議 

するこ と 。  

( 令６ 条例 33・ 全改)  

（ 組織）  

第３ 条 子ども ･子育て会議は、 委員 20 人以内をも っ て組織する。  

２  委員は、 次に掲げる者のう ちから 市長が委嘱又は任命する。  

( 1)  子ども の保護者 

( 2)  事業主を代表する者 

( 3)  労働者を代表する者 

( 4)  保健医療の関係者 

( 5)  教育の関係者 

( 6)  こ ども 基本法第２ 条第２ 項に規定するこ ども 施策( 次号において「 こ ども 施策」 と いう 。 )  

に関する事業に従事する者 

( 7)  こ ども 施策に関し 学識経験のある者 

( 8)  前各号に掲げる者のほか、 市長が必要と 認める者 

( 令６ 条例 33・ 一部改正)  

（ 委員の任期）  

第４ 条 委員の任期は２ 年と する。 ただし 、 補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間と する。 

２  委員は、 再任さ れるこ と ができ る。  

（ 委任）  

第５ 条 こ の条例に定めるも ののほか、 子ども ・ 子育て会議の組織及び運営に関し 必要な事項

は、 規則で定める。  

( 令２ 条例２ ・ 旧第８ 条繰上・ 一部改正)  

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 公布の日から 施行する。  

（ 任期の特例）  

２  こ の条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命さ れる委員の任期は、 第４ 条第１ 項の規定に

かかわら ず、 平成 27 年３ 月 31 日までと する。  
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( 伊勢市特別職の職員で非常勤のも のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)  

３  伊勢市特別職の職員で非常勤のも のの報酬及び費用弁償に関する条例( 平成 17 年伊勢市条

例第 36 号) の一部を次のよう に改正する。  

〔 次のよう 〕 略 

附 則( 令和２ 年３ 月 31 日条例第２ 号)  

こ の条例は、 令和２ 年４ 月１ 日から 施行する。  

附 則( 令和５ 年７ 月７ 日条例第 26 号)  

こ の条例は、 公布の日から 施行する。  

附 則( 令和６ 年７ 月５ 日条例第 33 号)  

こ の条例は、 公布の日から 施行する。  
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４  用語索引  
本文中において、＊( アスタ リ スク ) が付いている用語についてその用語の説明を掲載し ています。 

【あ行】 

一般就労 

福祉的なサポート を受ける就労ではなく 、 企業などへの就職、 在宅での就労及び自ら の起

業などによる就労。  

 

医療的ケア 

病院などの医療機関以外の場所（ 学校や自宅など） で日常的に継続し て行われる喀痰吸引

や経管栄養、 気管切開部の衛生管理、 導尿、 イ ンスリ ン注射などの医療行為。  

 

インクルーシブスポーツ 

年齢、 性別、 障がいの有無にかかわら ず、 誰も が楽し めるスポーツ。  

 

インターンシップ 

学生が企業などで就業体験を行い、 職業経験を積む制度。  

 

延長保育 

保育所及び認定こ ども 園の長時間部で実施し ている保育時間を超えて保育を行う こ と 。 以

下に分類さ れる。  

【 Ａ 型延長保育】： 認定し た保育時間が８ 時間の児童で、 ８ 時間を超えて 11 時間まで延長

し て保育を利用するこ と 。  

【 Ｂ 型延長保育】： 認定し た保育時間が 11 時間の児童で、 11 時間を超えて保育を利用する

こ と 。 伊勢市では保育所き ら ら 館、 ふたみ保育園で 19 時まで実施し て

いる。  

 

オープンカンパニー 

学生や求職者に職場見学など企業を紹介する機会を提供するこ と 。  

 

親子の再統合 

様々な理由で分離し た親と こ ども が再び一緒に暮ら すこ と 。  

 

【か行】 

架け橋期 

生涯にわたる学びや生活の基盤をつく るために重要な時期であると 考えら れている、 義務

教育開始前後の５ 歳児から 小学校１ 年生の２ 年間のこ と 。   
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家庭的保育 

家庭的な雰囲気のも と で少人数を対象にき め細やかな保育を実施するも の。 家庭的保育者

の居宅等で実施し 、 定員は家庭的保育者１ 人につき ５ 名（ 補助者あり の場合） 以下。  

 

加配 

教育現場や児童福祉施設などで特別な支援を行う ために、 定めら れた基準以上の教員やス

タ ッ フ を配置するこ と 。  

 

寡婦 

配偶者と 離婚し たり 死別し たり し た後、 再婚せずにいる女性のこ と 。  

 

企業主導型保育 

企業が設置する従業員のための保育所（ 認可外保育施設） で、 夜間や土日など従業員の働

き 方に応じ た柔軟なサービス展開を可能と する。 また、 地域枠の設定により 地域のこ ども を

受け入れるこ と ができ、 複数の企業で共同設置や共同利用をするこ と も でき る。  

 

希望出生率 

若い世代における結婚、 妊娠・ 出産、 子育ての希望がかなう と し た場合に想定さ れる出生

率。  

 

基本型、こども家庭センター型 

「 利用者支援事業」 参照 

 

虐待 

人権を侵害し 、心身を傷つけるよう な行為。代表的な類型と し て、身体的虐待、性的虐待、

ネグレク ト （ 放置･放任）、 心理的虐待、 経済的虐待がある。 その防止･支援施策については、

児童虐待防止法・ 児童福祉法、 障害者虐待防止法、 高齢者虐待防止法によっ て定めら れてい

る。  

 

キャリア教育 

こ ども が将来の職業や生活設計を考え、 自立するための教育。  

 

教育標準時間認定 

「 認定」 参照 

 

教育・保育施設 

幼稚園、 保育所、 認定こ ども 園（ 幼稚園と 保育所の機能を併せ持つ施設）。  

 

居宅訪問型保育 

児童の居宅において、１ 対１ を基本と するき め細やかな保育を実施するも の。障がい、疾病

等の程度を勘案し て集団保育が著し く 困難であると 認めら れる乳幼児が対象。  
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権利擁護 

判断能力が不十分な人や自己防御が困難な人が不利益を被ら ないよう 権利の主張や自己決

定などの支援を行う こ と 。  

 

合計特殊出生率 

１ 人の女性が一生に産むこ ども の平均人数。  

 

校内交流型 

放課後児童ク ラ ブと 放課後子ども 教室を同一の小学校内等で一体的に実施し 、 こ ども たち

が多様な交流活動を行う こ と 。  

 

子育て支援センター 

乳幼児と その保護者がいつでも 気軽に利用でき る地域に開かれた場。 子育てに対する不安

や負担の軽減を図るための事業を実施し ている。  

 

子ども家庭支援ネットワーク 

こ ども や家庭が抱える多様な課題に対応するために多機関や地域が連携し 、 保健、 福祉、

教育などの分野で包括的な支援を提供する体制。（ 伊勢市における要保護児童対策地域協議会） 

 

こども家庭センター 

妊産婦、 子育て世帯、 こ ども へ一体的に相談支援を行う 機関。  

 

こども食堂 

地域のボラ ンティ ア等が主体と なり 、 こ ども 等に無料または定額で食事を提供する場。  

 

こども誰でも通園制度 

保育所等に通っ ていないこ ども が、 保護者の就労要件や理由を問わず、 時間単位で保育所

等の施設に通わせるこ と ができ る制度。 一月あたり の一定時間の中で、 生後６ か月から 満３

歳未満までのこ ども が利用でき る。  

 

こどもの権利条約 

こ ども の基本的人権を保障するための条約。 こ ども が守ら れる対象ではなく 、 権利をも つ

主体であるこ と を明確にし 、 こ ども の最善の利益を考慮し 、 いかなる理由であれ差別さ れる

こ と のないよう 保障し 、 こ ども の意見を尊重するこ と などを求めている。  

 

個別の教育支援計画 

平成 15 年度から 実施さ れた障害者基本計画において、 教育、 医療、 福祉、 労働等の関係機

関が連携・ 協力を図り 、 障がいのある児童生徒等の生涯にわたる継続的な支援体制を整え、

それぞれの年代における児童生徒等の望まし い成長を促すため、 個別の支援計画を作成する

こ と が示さ れた。 こ の個別の支援計画のう ち、 児童生徒等に対し て、 校長が中心と なっ て児

童生徒の在学時に作成するも のを個別の教育支援計画と いう 。   



 

140 

コミュニティ・スクール 

保護者や地域住民等が一定の権限と 責任を持っ て学校運営に参画するこ と を通じ て、「 地域

と と も にある学校」 への転換を図るための有効な仕組み。  

 

【さ行】 

CLL 活動 

CLL 活動（ Communi t y Lear ni ng Labo） はキャ ンパスを飛び出し 、 伊勢志摩定住自立圏を中

心と する三重県内のフ ィ ールド で、 地域課題解決を体験的に学ぶ皇學館大学の学修プログラ

ムのこ と 。  

 

事業所内保育 

企業が主と し て従業員への仕事と 子育ての両立支援策と し て実施するも の。 事業所内保育

は市の認可を受けて実施するも のと 認可外保育施設と し て実施するも のがある。  

 

施設型給付 

幼稚園、 保育所、 認定こ ども 園に対する財政措置で、 市が施設・ 保護者に運営経費や助成

金の支給を行う も の。 施設が施設型給付を受けるためには市から 「 確認」 を受ける必要があ

る。 地域型保育に対する財政措置は「 地域型保育給付」 と なる。  

 

児童養護施設 

保護者がいないまたは保護者の養育が困難な児童に対し て、 生活の場を提供し 、 養育や教

育を行う 施設。  

 

社会的養護 

保護者のいないまたは保護者に監護さ せるこ と が適当でない児童を、 公的責任で社会的に

養育し 、 保護すると と も に、 養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行う こ と 。  

 

小規模保育 

０ 歳から ２ 歳児を対象と し て市が認可する小規模な保育施設のこ と 。 利用定員と 保育士の

配置基準の違いにより 、 以下に分類さ れる。  

【 Ａ 型】： 定員６ ～19 人で、 保育従事者は全員が保育士の資格を持つ者を配置 

【 Ｂ 型】： 定員６ ～19 人で、 保育従事者は 1/2 が保育士の資格を持つ者で、 資格をも っ て

いない者は必要な研修を修了し た者を配置 

【 Ｃ 型】： 定員６ ～10 人で、家庭的保育者（ 保育士または同等以上の知識と 経験を有すると

認めた者） を配置 
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新制度 

平成 24 年に幼児期の教育・ 保育や子育て支援の充実を図るため公布さ れた子ども・ 子育て

支援法と その関連法に基づき 、 幼児期の教育・ 保育や地域の子育て支援の量の拡充や質の向

上を進めていく ために始まっ た「 子ども ・ 子育て支援新制度」 のこ と 。  

 

新２号認定 

「 認定」 参照 

 

【た行】 

多胎育児 

双子や三つ子など複数の子を同時に育てるこ と 。  

 

地域型保育 

市が認可する小規模保育、 家庭的保育、 居宅訪問型保育、 事業所内保育の総称。  

 

地域子育て相談機関 

すべての子育て世代やこ ども が身近に相談するこ と ができ る相談機関のこ と 。 子育てに関

する相談に応じ 、 必要な助言や支援に繋ぐ 役割を持つ。 保育所、 認定こ ども 園、 地域子育て

支援センタ ー等に設置さ れ、 概ね中学校区に１ か所の設置を目安と し ている。  

 

中等教育学校 

一つの学校と し て、 一体的に中高一貫教育を行う も の。  

 

つながりサポートリスト 

令和４ 年度「 地方版孤独・ 孤立対策官民連携プラ ッ ト フ ォ ーム推進事業」（ 内閣官房） の採

択を受け作成。 相談内容別（ お金・ 住まい、 仕事、 こ ども ・ 子育て、 学校・ 教育、 障がいな

ど） で相談先をまと めてあり 、 孤独・ 孤立に悩む人が「 だれか」 に「 どこ か」 につながるた

めの相談窓口リ スト 。  

 

特定教育・保育施設 

市が施設型給付の対象であると 確認する幼稚園、 保育所、 認定こ ども 園のこ と 。 保育所、

認定こ ども 園は必ず特定教育・ 保育施設と なる。  

 

特定子ども・子育て支援施設等 

令和元年 10 月から の幼児教育・ 保育の無償化の給付対象と なるも のと し て市が確認を行っ

た施設や事業のこ と 。  
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特別支援教育 

障がいのあるこ ども の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援すると いう 視点に立ち、

一人一人の教育的ニーズを把握し 、 その持てる力を高め、 生活や学習上の困難を改善または

克服するため、 適切な指導及び必要な支援を行う も の。  

 

【な行】 

夏休みちょこっと福祉体験 

小学生から 高校生を対象に、 思いやり のある心を育て、 福祉への関心を高めるこ と を目的

に福祉体験の場を提供する事業。  

 

認定 

保育所、 認定こ ども 園、 幼稚園（ 新制度移行園） の利用認定には、「 教育・ 保育給付認定」

と 「 施設等利用給付認定」 があり ます。  

 

【 教育・ 保育給付認定】  

保育所、 認定こ ども 園、 幼稚園（ 新制度移行園） を利用する場合、 その費用の一部また

は全額を給付するための認定。  

【 １ 号認定】： 満３ 歳以上で要件を問わず、幼稚園または認定こ ども 園の幼稚園部を利用

する場合。 教育標準時間認定と も いう 。  

【 ２ 号認定】： 満３ 歳以上で保育を必要と し 、幼稚園または認定こ ども 園の保育園部を利

用する場合。  

【 ３ 号認定】： 満３ 歳未満で保育を必要と し 、 幼稚園または認定こ ども 園の保育園部、 小

規模保育事業所を利用する場合。  

 

【 施設等利用給付認定】  

幼稚園（ 新制度未移行園）、 幼稚園・ 認定こ ども 園の預かり 保育、 認可外保育施設等を

利用する場合に、 幼児教育・ 保育の無償化を受けるための認定。  

【 新１ 号認定】： 満３ 歳以上で、 幼稚園（ 新制度未移行園） を利用する場合に保育料の無

償化を受けるために必要と なる認定。  

【 新２ 号認定】： 幼稚園または認定こ ども 園利用後の預かり や長期休業期間の保育、認可

外保育施設を 利用する ３ 歳以上児の保護者が就労等で保育を必要と す

る場合に、 保育料の無償化を受けるために必要と なる認定。  

【 新３ 号認定】： 幼稚園または認定こ ども 園利用後の預かり や長期休業期間の保育、認可

外保育施設を 利用する ３ 歳未満児の保護者が就労等で保育を 必要と す

る場合で、 かつ、 住民税非課税世帯である場合に保育料の無償化を受け

るために必要と なる認定。  
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認定こども園 

教育・ 保育を一体的に行う 施設で、 就学前のこ ども に幼児教育・ 保育を提供する機能、 地

域における子育て支援を行う 機能がある。 幼稚園と 保育所の両方の良さ を併せ持っ ている施

設。  

 

ネグレクト 

保護者がこ ども を適切に世話し ない、 育児放棄や育児怠慢のこ と で、 児童虐待の一つ。  

 

【は行】 

パーソナルファイル 

支援の必要なこ ども が一貫し た支援を受けるこ と ができ 、 安心し て生活でき るよう に情報

を１ 冊にまと めるこ と ができ るフ ァ イ ルのこ と 。 保護者や本人が作成・ 記入し 、 保管するも

ので、 進級、 進学、 就職などの新し いステージへの引継ぎの場、 教育相談や支援に係る計画

相談、 診察の場等で情報を伝えると き に使用する。  

  

伴走型相談支援 

出産・ 育児などの見通し を立てるための面談などやその後の継続的な情報発信等を実施し 、

必要な支援につなぐ 相談支援。  

 

Ｂ型延長保育 

「 延長保育」 参照。  

 

ファミリー・サポート・センター 

子育てを助けてほし い人（ 依頼会員） の要望に応じ て子育てのお手伝いができ る人（ 提供

会員） を紹介し 、 一時的にお子さ んを預かる会員組織。  

 

保育サービス 

保育所、 認定こ ども 園、 事業所内保育施設、 その他保育施設、 幼稚園、 ベビーシッ タ ー、

フ ァ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ーなどのサービスをいう 。  

 

保育所（園） 

保護者の仕事や病気などにより 、 家庭での保育が困難であるこ ども を保育する、 児童福祉

法による認可を受けている施設。 計画内では「 保育所」 と 統一表記し ています。  

 

放課後子ども教室 

放課後等の居場所づく り を目的と し て、 すべての児童を対象に、 地域の方々の参画を得な

がら 、 学校の余裕教室等で、 も のづく り 体験などの交流活動を行っ ている。  
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放課後児童クラブ 

保護者が仕事などにより 昼間家庭にいない小学生を対象に、 授業の終了後に適切な遊びや

生活の場を与えるこ と により 、 児童の健全育成を図る施設、 事業。  

 

放課後児童対策パッケージ 

待機児童対策など、 放課後児童対策の一層の強化を図るため、 こ ども 家庭庁と 文部科学省

がと り まと めた、 予算・ 運用等の両面から 集中的に取り 組むべき対策。  

 

放課後等デイサービス 

就学し ている障がい児に対し て、 放課後や夏休み等の長期休暇中に、 生活能力向上のため

の訓練等を継続的に提供し 、 自立を促進すると と も に、 居場所づく り を行っ ている。  

 

【ま行】 

民生委員・児童委員、主任児童委員 

「 民生委員」 は民生委員法に基づき 、 厚生労働大臣の委嘱を受け市町村に置かれた無報酬

の非常勤特別職の地方公務員。 それぞれの地域と 市や社会福祉協議会などの関係機関と のパ

イ プ役と し て、 生活上の様々な問題を抱えている人の相談・ 援助にあたる。 また、 民生委員

は児童福祉法に定める「 児童委員」 を兼ねているこ と と さ れている。 児童及び妊産婦の保護・

保健などに関する援助を行い、 児童福祉司や社会福祉主事の職務に協力するなどの活動を行

う 。 民生委員・ 児童委員のう ち、 特に児童福祉を専門に担当する委員を「 主任児童委員」 と

いう 。  

 

メンタルパートナー 

自殺予防に関する正し い知識を持ち、 身近な人の変化に気づき、 自殺を考えている人や悩

んでいる人を相談窓口等へつなぐ 役割が期待さ れる人。 メ ンタ ルパート ナーは、 三重県独自

の名称で、 自殺対策における身近なゲート キーパーのこ と を指す。  

 

【や行】 

幼稚園 

小学校就学前の幼児を預かり 、 心身の発達を促し 、 集団生活に慣れさ せるこ と を目的と し

た幼児教育施設。 通常の教育時間の終了後や、 最近では夏休みなど長期休業期間中や早朝に

も 希望者を対象に「 預かり 保育」 を実施する園も ある。  

 

【ら行】 

リスキリング 

新たな技能を学び直し て職業能力を向上さ せるこ と 。  
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利用者支援事業 

子育て支援に関する制度、 施設、 サービス等をスムーズに利用でき るよう 専門員がサポー

ト する事業。 伊勢市では駅前子育て支援センタ ー（ 基本型）、 ママ☆ほっ と テラ ス（ こ ども 家

庭センタ ー型） において実施し ており 、 母子保健と 児童福祉が連携・ 協働し て各種相談・ 支

援を行っ ている。  

 

連携型 

放課後児童ク ラ ブ及び放課後子ども 教室が連携し て、 共働き 家庭等の児童を含めた全ての

児童が放課後子ども 教室の活動プログラ ムに参加し 、 交流するこ と 。  

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
  

市の花 ジングウツツジ 

市の木 オヤネザクラ 

市の鳥 イソヒヨドリ 
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伊勢市こども計画別冊

伊勢市こども計画に

基づき実施する主な施設整備事業

（案）

令和 年 月

伊勢市

教育民生委員会資料３－５

令和７年２月 12 日

担当：健康福祉部子育て応援課・保育課



1

※本資料に掲載の各事業は、事業未着手箇所も含めた伊勢市こども計画に基づき実施

する施設整備事業の一覧であり、事業期間等の事業内容については、事業進捗、社

会・経済情勢の状況等を踏まえ、今後修正していくことがあります。また、一部の

事業については令和６年度に施行及び完了するものを含みます。

保育所関係

事 業 名 事業主体
事業概要

（事業箇所等）
事業期間

市立保育所施設整備事業 市 明倫保育所トイレ改修工事 令和６年度

市立保育所施設整備事業 市 浜郷保育所保育室改修工事 令和６年度

市立保育所施設整備事業 市
保育所ゆりかご園給食室改修

工事
令和６年度

市立保育所施設整備事業 市
御薗第一保育園トイレ改修工

事
令和６年度

市立保育所施設整備事業 市
御薗第一保育園給食室改修工

事
令和６年度

市立保育所施設整備事業 市
御薗第一保育園保育室改修工

事
令和６年度

市立保育所施設整備事業 市
保育所しらとり園空調改修工

事
令和６年度

市立保育所施設整備事業 市
市立保育所等防犯カメラ設置

工事（保育所分）
令和６年度

市立保育所施設整備事業 市
保育所きらら館空調機等改修

工事

令和６～７

年度

市立保育所施設整備事業 市 浜郷保育所給食室改修工事 令和７年度

市立保育所施設整備事業 市
保育所ゆりかご園園庭改修工

事
令和７年度

市立保育所施設整備事業 市
御薗第一保育園保育室改修工

事
令和７年度

市立保育所施設整備事業 市
御薗第二保育園テラス改修工

事
令和７年度

民間保育所等施設整備事業
民間

事業者
えがお保育園屋上改修工事 令和６年度



2

認定こども園関係

幼稚園関係

児童館・放課後児童クラブ施設関係

事 業 名 事業主体
事業概要

（事業箇所、事業量等）
事業期間

市立認定こども園施設整備

事業
市 しごうこども園園庭改修工事 令和６年度

市立認定こども園施設整備

事業
市

しごうこども園交流室空調改

修工事
令和６年度

市立認定こども園施設整備

事業
市

市立保育所等防犯カメラ設置

工事（しごうこども園分）
令和６年度

事 業 名 事業主体
事業概要

（事業箇所、事業量等）
事業期間

幼稚園施設維持管理経費 市
防犯カメラ設置工事（幼稚園

分）
令和６年度

事 業 名 事業主体
事業概要

（事業箇所、事業量等）
事業期間

放課後児童対策事業 市 小俣児童館空調改修工事 令和６年度

放課後児童対策事業 市
御薗こどもプラザ空調改修工

事
令和６年度

放課後児童対策事業 市
防犯カメラ設置工事（放課後

児童クラブ施設分）
令和６年度

児童館管理運営事業 市
防犯カメラ設置工事（児童館

分）
令和６年度

放課後児童対策事業 市
旧豊浜西幼稚園テラス改修工

事
令和７年度

放課後児童対策事業 市 明野児童館空調改修工事 令和７年度

放課後児童対策事業 市 明野児童館トイレ改修工事 令和７年度

放課後児童対策事業 市 小俣児童館カーテン設置工事 令和７年度



新型コロナワクチン接種について

１ ワクチン接種について

新型コロナウイルス感染症については、令和６年度から予防接種法の定期接種

（Ｂ類疾病）に位置付けられ、下記のとおり定期接種を実施した。

（１）定期接種対象者（自己負担額 2,100 円）

・65歳以上の高齢者

・60歳から 64歳までの一定の基礎疾患を有する方

（２）実施期間

令和６年 10 月１日 ～ 令和７年１月 31 日

２ 定期接種実施期間中の接種状況について

※65 歳以上人口 39,464 人（令和６年９月末現在）

接種者数

65歳以上 60歳から 64歳

基礎疾患を有する方

令和６年 10月 728 人 1 人

令和６年 11月 1,251 人 2 人

令和６年 12月 810 人 0 人

計 2,789 人 3 人

教育民生委員会資料４

令和７年２月 12 日

担当：健康福祉部健康課


